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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２７年第３回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、９月２５日に告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。 

 その内容はお手元に配付の議事日程のとおりであ

ります。 

 今期定例会の運営につきましては、９月７日及び

９月１６日、議会運営委員会を開き、会期日程等を

審議しました。 

 今期定例会まで受理しました陳情、要望は６件で

あり、その内容はさきに配付したところでありま

す。 

 今期定例会の報告は４件で、監査委員から例月現

金出納検査結果報告書、町長から報告案件２件、議

員から議員派遣結果報告書であります。 

 今期定例会に提出の案件につきまして、町長から

提出議案１６件及び議員からの発議案７件でありま

す。 

 なお、議案第１６号教育委員会委員の任命につい

て及び選挙第１号選挙管理委員会委員及び補充員選

挙候補者の推薦につきましては、あす２９日に配付

の予定であります。 

 町長から今期定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、行政報告とともに平成２７年度建設工事発注

状況を配付しましたので、参考に願います。 

 町の一般行政については、今村辰義議員外７名の

議員から、一般質問の通告がありました。その要旨

は本日配付したとおりであり、質問の順序は通告を

受理した順となっております。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、お手元に

配付の議会の動向に掲載したところであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ３番 佐 川 典 子 君 

     ４番 長谷川 徳 行 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いて議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２９日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２９日までの２日間

と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第３回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 さて、このたびの関東・東北豪雨では、河川の堤

防決壊などにより甚大な災害が発生し、いまだ多く

の方々が避難生活を強いられております。お亡くな

りになられました方々の御冥福と、被災された多く

の方々に対し、心よりお見舞い申し上げますととも

に、一日も早い復旧を願うところであります。 

 それでは、去る６月定例町議会以降におきます町

政執行の概要について御報告させていただきます。 

 初めに、８月９日に執行されました上富良野町議

会議員選挙についてでありますが、選挙管理委員会

の管理のものと厳正に執行され、有権者９,１１２

人、投票率は、前回を０.６８％上回る７１.８９％
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でありました。 

 このたびの選挙において選出されました議員の皆

様に、改めてお祝い申し上げますとともに、ますま

すの御活躍を御祈念申し上げます。 

 今後も町民協働のもと、第５次総合計画に沿った

五つの暮らしづくりに向けて御指導、御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 次に、教育大綱の策定についてでありますが、改

正されました地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の規定に基づき、地方公共団体の長は、その地

域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関す

る総合的な施策の大綱を定めることとされたところ

であります。 

 町におきまして、町長と教育委員会で構成する上

富良野町総合教育会議を７月１５日と９月７日に開

催し、本町の教育行政を推進するための基本的な指

針を示すべく、上富良野町教育大綱を作成したとこ

ろであります。 

 次に、まち・ひと・しごと創生法に基づく本町の

人口ビジョン及び総合戦略の策定状況についてであ

りますが、庁内に私を長とする上富良野町総合戦略

策定委員会を設置するとともに、具体的な分析作業

等を行うプロジェクト会議を設置し、これまで策定

委員会を３回、プロジェクト会議を４回開催し、町

民の皆様と協議を進めていくための素案をまとめた

ところであります。 

 今後、さまざまな機関や団体の皆様と協議を進め

ながら、近く開催を予定しております上富良野町ま

ち・ひと・しごと創生会議での議論につなげてまい

ります。 

 次に、政府関係機関の地方移転に係る提案につい

てでありますが、４月２８日開催の全員協議会で御

説明させていただいたとおり、北海道からの提案照

会に対し、防衛省に係る研究機関の移転について提

案を行ったところであります。 

 北海道では、各市町村から提案のあった内容を精

査し、官公庁など４機関の移転について提案すると

した旨、８月２６日付で報告を受け、残念でありま

すが、本町の提案は北海道提案とならなかったとこ

ろであります。 

 次に、観光・防災Ｗｉ－Ｆｉステーションの整備

についてでありますが、町内の主要な指定避難所及

び観光拠点施設に無線ＬＡＮ環境の整備に取り組む

ことで、平時においては、外国人を含む観光客への

情報提供サービスの向上を図るとともに、災害時に

おいては、インターネットによる避難住民の情報収

集等をサポートすることを目的として、事業を実施

してきたところであります。 

 ７月末に事業が完了し、既に運用を開始している

ところでありますが、今後も情報提供の充実が図ら

れるよう取り組んでまいります。 

 次に、大雨による被害についてでありますが、７

月下旬から９月上旬にかけて４度の局地的な集中豪

雨により、町内の道路、排水路等に被害が発生した

ところであります。 

 被害状況につきましては、道路、排水路等延べ１

２２カ所、総額１,３８５万円となり、それぞれ迅

速な対応を図ったところであります。 

 ここ数年、局地的かつ突発的な気象現象による被

害が生じていることから、さらなる被害箇所等の検

証を行い、適切な対応に努めてまいります。 

 次に、基地対策関係についてでありますが、６月

３０日に北海道基地協議会、７月８日、９日には、

上富良野町基地対策協議会によります防衛施設周辺

整備対策中央要望を、それぞれ国会議員、防衛省に

対して行ってまいりました。 

 また、７月２日には全国基地協議会・防衛施設周

辺整備全国協議会合同定期総会に出席したところで

あります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、８月４

日に、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会によりま

す、北海道の自衛隊体制強化を求める中央要望を、

９月８日、９日には、富良野地方自衛隊協力会上富

良野支部によります、上富良野駐屯地の現状規模堅

持、さらなる拡充及び演習場拡張を求める中央要望

を、それぞれ国会議員、自由民主党本部、防衛省に

対して行ってまいりました。 

 次に、記念行事についてでありますが、６月２１

日、陸上自衛隊上富良野駐屯地が創立６０周年を迎

えたことに伴い、記念行事に出席するとともに、富

良野地方自衛隊協力会と上富良野駐屯地が共同し

て、市中観閲行進を開催するなど、多くの町民の皆

様と喜びをともにしたところであります。 

 次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金についてでありますが、臨時福祉給付金の申請

につきましては、８月３日から受け付けを開始し、

９月１０日現在、支給対象となる１,６４０件に対

し、１,１１１件の申請を受け付けているところで

あり、１０月１日以降に随時決定を行い、支給する

予定としております。 

 また、子育て世帯臨時特例給付金につきまして

は、今月末までの申請期間とし、９月１０日現在、

想定される支給対象件数の約９５％に当たる８６０

件の申請を受け付け、１０月上旬に支給する予定で

あります。 

 次に、特定健診等の実施状況についてであります

が、７月３日から１３日の間で実施したところであ

り、特に、増加しつつある人工透析に至る慢性腎臓
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病の発症予防・重症化予防に向け、町独自で腎臓機

能検査を新たに検査項目に追加し、２,１４３人の

方に受診いただいたところであります。 

 新たに実施した腎機能検査の結果、従来の方法で

は発見できなかった１２３人の方に軽度の腎障害を

確認することができ、早期介入が可能となったとこ

ろであります。 

 また、同期間中において、高齢者・若年者健診、

かみふっ子健診のほか、肺・胃・大腸がん検診、前

立腺がん検診、肝炎ウイルス検診等もあわせて実施

し、受診者総数は２,６０２人となったところであ

ります。 

 これら受診者のおおむね７割の方に、８月１９日

から９月３日にかけて実施しました結果説明会に参

加いただき、第２次健康かみふらの２１の目標であ

ります健康寿命の延伸、医療費の適正化達成のた

め、効果的な保健指導を行うことができました。 

 今後も、住民みずからの健康について考え、健康

的な生活を送るため、健康づくり事業の推進に努め

てまいります。 

 次に、国内外交流についてでありますが、まず、

津市との交流では、７月１９日に開催しました第３

７回かみふらの花と炎の四季彩まつりに、津市観光

協会の方々が来町され、津市の観光ＰＲや特産品の

展示販売など、イベントを通じた交流を行い、ま

た、７月２１日からは、社会教育総合センターにお

いて、津市を紹介する特別展示を行ったところであ

ります。 

 次に、カナダ・カムローズ市との交流では、昭和

６０年９月に友好都市提携を結び、本年が３０周年

の節目の年に当たることから、今後のさらなる交流

を推進するため盟約書を取り交わしたところであり

ます。 

 あわせて、これまで本町とカムローズ市との友好

のかけ橋として、３０年にわたり御尽力を賜りまし

たカムローズ日本友の会会長のミチコ・ラスムセン

さんが、今期限りで勇退されることから、９月１

日、本町へお越しいただいた折に、囲む会を開催

し、感謝状と記念品を贈呈させていただいたところ

であります。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

６月の低温により稲作を中心に、その生育が心配さ

れたところでありますが、その後は天候にも恵ま

れ、水稲については平年並みを見込んでいるところ

であります。また、麦類につきましては、ここ数年

の中では、質・量ともによい結果となりました。 

 このようなことから、ことしの農作物は、全般に

良好な作柄が期待されている状況であります。 

 一方、８月には、網走市において、バレイショの

新害虫が国内で初確認され、本町においても耕作地

への立入禁止看板を設置するなど、侵入防止に向け

て緊急の対策を図ったところであり、引き続き情報

収集に努めながら、適切に対応してまいります。 

 いずれにいたしましても、本格的な収穫期を迎

え、農作業の安全確保に努めていただき、よりよい

出来秋となるよう期待をしているところでありま

す。 

 次に、イベント関係についてでありますが、本年

で８回目を迎えました「まるごと かみふらの」ビ

アガーデンが、銀座通りを会場として、７月１１日

に開催されました。 

 また、７月１９日に開催いたしました第３７回 

２０１５ 花と炎の四季彩まつりにつきましては、

町内外から約３万人の来場者をお迎えし、ステージ

イベント・行灯行列・花火等が予定どおり行われ、

盛会裏に終了することができました。 

 本事業実施に当たりましては、行灯の製作を初

め、イベントの準備、運営等に御尽力いただきまし

た関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 次に、８月２３日、十勝岳スポーツコミッション

に連動したイベントとして、十勝岳山麓を舞台に、

第１回十勝岳トレイル・イン・かみふらの・びえい

が開催され、初めてのイベントながら３２０名の参

加をいただき、盛会裏に終了した旨、御報告をいた

だいているところであります。 

 また、９月６日には、第２回かみふらの十勝岳ヒ

ルクライムが、日の出公園と道道吹上・上富良野線

を舞台に、道内外からの１９５名のサイクリストの

参加により、盛大に開催されました。ランニングス

ポーツとサイクルスポーツ人口が増加していること

からも、これらのイベントが本町観光の大きなツー

ルとしてしっかり定着し、継続・発展することを大

いに期待しているところであります。 

 次に、プレミアム商品券事業についてであります

が、上半期分は８月末に使用期間が終了し、発行額

８,４００万円に対し、９９.９％の８,３９１万１,

０００円の使用となったところであります。 

 また、児童手当支給対象世帯に交付いたしました

子育て応援商品券につきましては、使用期間は１１

月末までですが、交付額５１６万６,０００円に対

し、９月９日現在、６９.７７％、３６０万５００

円の使用となっております。 

 なお、プレミアム商品券事業の下半期分９,００

０万円につきましては、既に予約受け付けを完了

し、販売期間は１０月１日から１５日の予定であり

ますが、大型店での利用を限定させていただく中

で、地元経済の活性化につながっていくことを期待

しているところであります。 
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 次に、新しい英語指導助手についてであります

が、平成２５年８月から本町の英語指導助手として

活躍されましたブレンダ・クヌールさんの後任とし

て、アルバータ州出身のブライアン・ライトさんを

迎え、８月２日付で着任いただいたところでありま

す。 

 ブライアン・ライトさんは、平成２２年から留萌

市で外国語指導助手として勤務した経験を持ち、明

るい性格であり、一日も早く子どもたちや地域に溶

け込み、活躍されることを願っております。 

 次に、児童生徒の部活動等における活躍状況につ

いてでありますが、小学生においては、上富良野小

学校の樫本彪愛さんが第３５回北海道少年少女空手

道錬成大会で優勝し、同じく山本翼さん、樫本空龍

さんとともに、８月に日本武道館で行われた全日本

大会へ出場、また、上富良野ジャガーズ少年団が第

３７回全日本都市対抗少年野球淡路島大会代表選考

会、高円宮賜杯第３５回全日本学童軟式野球マクド

ナルド・トーナメント北北海道大会で、それぞれ見

事優勝を果たし、８月に行われた全国大会へ出場

し、全日本都市対抗では、準優勝という輝かしい成

績をおさめ、上富良野小学校スクールバンドについ

ても、旭川地区予選大会で金賞を受賞し、８月に行

われました北海道吹奏楽コンクールで銀賞を受賞し

ました。 

 また、中学生については、上富良野中学校の陸上

部が、中体連北海道大会において、男子砲丸投げの

西塚大悟さんと、女子４掛ける１００メートルリ

レーチームが、それぞれ優勝し、あわせて好成績を

おさめた女子１００メートル、２００メートルの鈴

木くるみさん、女子砲丸投げの山内紗耶佳さんとと

もに、８月に行われた全国大会へ出場、さらに、同

選手らは、全国ジュニアオリンピック北海道予選大

会においても優勝するなど見事な成績をおさめ、１

０月に行われる全国ジュニアオリンピックに出場す

ることが決定しております。 

 そのほか、上富良野中学校の野球部と卓球部が、

それぞれ全道大会への出場を果たし、町内在住の旭

川南高等学校に通う世坂嘉章さんが、全道高等学校

体育大会の陸上競技４掛ける４００メートルリレー

で全国大会への出場を果たしております。 

 今後におきましても、本町の子どもたちが各方面

で活躍いただくことを期待するとともに、このたび

立派な成果を残された皆さんに改めて拍手を送りた

いと思います。 

 最後に、建設工事の発注状況についてですが、６

月定例町議会で報告以降に入札執行した建設工事

は、９月２４日現在、件数で１８件、事業費総額で

１億４,３２１万８,０００円で、本年度累計では３

１件、事業費総額１５億７,４９０万９,０００円と

なっております。 

 詳細につきましては、お手元に平成２７年度建設

工事発注状況を配付しておりますので、御高覧いた

だきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 例月現金出納検査

の結果について御報告いたします。概要のみ申し上

げますので、御了承を賜りたいと思います。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成２６年度５月分及び平成２７年度５月分から

７月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１４ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、金子益三君。 

○議会運営委員長（金子益三君） ただいま上程さ

れました報告第２号議員派遣結果について御報告を

申し上げます。 

 概要の御説明をさせていただきます。 

 議員派遣結果報告書。 

 平成２７年第２回定例町議会において決議された



― 6 ― 

議員派遣について、次のとおり実施いたしたので、

その結果を報告いたします。平成２７年９月１６

日、上富良野町議会議長、西村昭教様。議会運営委

員長、金子益三。 

 件名。北海道町村議会議員研修会及び先進地調

査。 

 １、調査及び研修の経過。 

 平成２７年７月７日、議員１０名で北海道町村議

会議長会主催の北海道町村議会議員研修会に参加す

るとともに、７月８日、北海道科学大学において、

地方創生と地域連携協定についての研修を行った。 

 ２、調査の結果。 

 (１)北海道町村議会議員研修会。表記研修会にお

いて、２名の講師からそれぞれ、次の演題の講義が

行われた。 

 ①地方議会を取り巻く最近の動向として、中央大

学名誉教授、今村都南雄氏より講演をいただきまし

た。要旨については、御高覧いただいたものとし

て、概要のみの説明といたします。 

 平成１１年地方分権一括法以降、自治改正法によ

り国から地方へ議決事件範囲の拡大によるてんま

つ、地方議会の役割を中心とした、まち・ひと・し

ごと創生政策をどう見るかについて講話がなされ

た。 

 現在の日本が置かれている人口急減・超高齢化に

確実に向かっている現状を変えるために、注目され

る地方議会への要請、試される地方議会の対応能力

などが述べられた。 

 ②これからの政局・政治動向として、テレビ朝日

コメンテーター川村晃司氏より講演をいただきまし

た。 

 内容として。国民投票をする前に、国会議員だけ

ではなく、全ての市町村議会の声を聞くことが大切

であり、国会議員は市町村の声を国政に届けるべき

であり、今こそ地方が重要であることが話された。 

 （２）先進地調査。 

 本町と地域連携協定を結んでいる北海道科学大学

を訪問し、地方創生及び本町と北海道科学大学との

地域連携について研修を行った。 

 地方創生については、これからは、監視する議会

から審議する議会へと、地域経営に責任を持つ議会

へ改革していくことが重要。 

 また、議会が変わるのと同様に、行政も従前の縦

割り行政から課を越えた横断型の組織として、立

案・執行力の向上を図っていかなければならないと

の講演をいただき、地方創生を進めるための上富良

野町のグランドビジョンを議会と行政が協働で審議

していくことが重要であり、議会の活性化で、「地

域創生」へ「物言う町議会」への改革をするべきな

どと助言を受けた。 

 続いて、地域連携協定については、今後も双方に

おいて人的・知的資源、施設及び情報などについ

て、相互交流支援や効果的な活用を進めていくこと

により、上富良野町のまちづくりの推進と人材育成

に寄与していくことが大学より説明をされました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって議員派遣結果の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号平成

２６年度上富良野町教育委員会点検・評価の報告に

ついて、報告を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ただいま上程いた

だきました、報告第３号平成２６年度上富良野町教

育委員会点検・評価報告について御説明申し上げま

す。 

 本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条の規定により、教育委員会は毎年、

その権限に属する事務の点検評価を行い、報告書を

作成の上、議会に提出し、住民に公表するものであ

ります。 

 以下、平成２６年度上富良野町教育委員会点検・

評価報告書の概要について御説明させていただきま

す。 

 報告書の１ページをごらんください。 

 本報告書は、目的にありますように、教育委員会

の責任体制の明確化を図るため、事務の管理及び執

行状況を点検・評価し、効果的な教育行政の推進と

行政評価の透明性を図り、町民への説明責任を果た

すものであります。 

 点検・評価の内容でありますが、平成２６年度の

教育委員会活動状況及び教育行政執行方針に示した

事務事業の成果をもとに内部評価を行いました。 

 また、この点検・評価に当たりましては、教育に

関し学識経験を有する教育行政評価委員３名の御意

見をお聞きし、本報告書にまとめたものでありま

す。 

 ２ページには、評価方法と評価結果、３ページか

ら１３ページまで、教育委員会議などの活動状況と

その評価を記載しております。 

 １４ページから５６ページにわたっては、点検・

評価の対象とした４１事業を、達成度、効果度によ

る評価と総合評価を行い、点検・評価表にまとめた
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ところであります。 

 ５７ページから５９ページまでが教育行政評価委

員会の開催と、その意見を掲載しております。 

 ６０ページ以降は、参考資料を掲載しました。 

 以上、平成２６年度上富良野町教育委員会点検・

評価報告の概要説明とさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ございませんね。質疑がな

ければ、これをもって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号平成

２７年度(平成２６年度決算)の健全化判断比率及び

資金不足比率報告について報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました、報告第４号平成２７年度(平成２６年度決

算)健全化判断比率及び資金不足比率報告につい

て、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、監査

委員の意見をつけて御報告を申し上げます。 

 平成２６年度決算における実質赤字比率及び連結

実質赤字比率は生じておりません。 

 実質公債費比率は１４.３％、将来負担比率は６

８.７％となっております。 

 次に、公営事業ごとの資金不足比率は、簡易水道

事業、公共下水道事業、水道事業及び病院事業のい

ずれも資金不足は生じておりません。 

 各比率はいずれも早期健全化基準を下回ってお

り、健全段階に位置づけられるところであります。 

 以上で、報告第４号平成２７年度（平成２６年度

決算）健全化判断比率及び資金不足比率の報告とい

たします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目について、町長にお伺いいたします。 

 まず、１項目めですが、上富良野中学校前町有地

の支障木伐採後の跡地の活用と整備についてであり

ます。 

 上富良野中学校前町有地の樹木について、立ち枯

れや虫食いなどの樹木がふえたため、倒木の危険性

があることから、臨時議会におきまして、伐採のた

めの補正予算が可決され、８月１８日から２０日に

伐採されました。 

 中学校前の町有地では、招魂祭、７月１日です

が、それと神社祭、８月１日において、スポーツ協

賛事業として、銃剣道大会を行っています。また、

町民の方々が、主に冬期間においてラジオ体操を実

施しております。 

 伐採後の現状でありますが、空き地となり、切り

株が多数点在をしております。また、切り株を根こ

そぎ取り除くと道路に影響が出る株もあるなど、問

題があるとのことであります。しかし、伐採によ

り、跡地には切り株が残っており、障害となると思

われます。また、見た目もよくありません。 

 中学校前町有地の跡地の活用や整備について、町

長にお伺いいたします。 

 続いて、２項目めでありますが、東明会館横の東

町団地児童遊園にトイレの設置をであります。 

 東明会館横の東町団地児童遊園には遊具が備えら

れ、子どもたちの遊び場になっています。また、夏

休みにはラジオ体操を行っております。 

 しかし、残念なことに、公園に指定されていない

ためか、トイレが設置されていません。家に帰るま

で我慢できず、隅でしてしまう子どももいるようで

あります。また、それを学校で告げ口されたりする

ようでもあるというふうに伺っております。衛生上

もよくないと思われますし、こういった現状を考え

ると、簡易トイレでもよいのですが、トイレの設置

が必要と思われます。 

 上富良野総合戦略（上富良野町まち・ひと・しご

と創生総合戦略）素案に、身近な公園等整備という

項目が載っています。総合戦略は、素案の段階であ

りますが、この公園等の等に東町団地児童遊園は該

当するのでしょうか。 

 町長は、このトイレがないための現状をどう思わ

れるのか。また、今後、トイレの設置予定はあるの

か、身近な公園等整備とはどういうことなのか、町

長にお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの中学校前町有地の樹木伐採後の

利活用等に関する御質問にお答えさせていただきま
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す。 

 当該地の樹木伐採につきましては、近隣住民から

の御指摘をいただき、立ち枯れ状態にある樹木のほ

か、枯れが進んでおります樹木、さらに、害虫によ

り浸食が進んでいる樹木がほとんどであったことか

ら、倒木等の危険の除去を目的として、７月１３日

開催の臨時町議会において、伐採費用の補正予算を

お認めいただき、実施したところであります。 

 秋の台風シーズンやその後の積雪期における倒木

等の危険を回避することを優先し、事業実施したと

ころでありますので、伐採後の利活用について、具

体的な考えを持ち合わせているものではありませ

ん。 

 当該地につきましては、現時点で処分や利活用を

検討する対象財産とはなっていないことから、当面

は安全対策を講じながら、緑地帯として保全に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

 次に、２項目めの東明会館横の東町団地児童遊園

のトイレ設置に関する御質問にお答えさせていただ

きます。 

 現在、策定中の上富良野総合戦略素案に掲載して

いる身近な公園等整備に該当する公園等につきまし

ては、都市公園条例に基づく１２カ所としていると

ころであります。そのほか、市街地内にはコミュニ

ティ広場３カ所、緑地広場を２１カ所整備しており

ます。 

 御質問の東明会館横の東町団地児童遊園につきま

しては、公営住宅法に基づく町営住宅及び共同施設

の設置条件として整備しているものでありまして、

これらの遊園につきましては、条例等にも公園とし

て位置づけることとされていないことから、引き続

き緑地としての管理は行ってまいりますが、トイレ

の整備は想定していないことを御理解賜りたいと存

じます。 

 なお、これら遊園に設置しております遊具につき

ましては、地域活性化の一環として、独自に設置し

ているものであります。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） まず、１項目めの中学校前

広場の町有地の件についてお伺いします。 

 倒木の危険性があるということで、当初予算には

組んでいなかったけれども、補正予算で組んで、非

常に対応が早いなという感じがいたしました。地域

の住民の方も喜んでいるだろうというふうに思いま

す。 

 また、最近も草が生い茂っているところがありま

したので、連休間に草刈りなどもやっているのを見

かけました。非常に整備されている意欲というのは

伝わってきております。 

 ただ、２点ほどちょっと町長にお伺いしたいの

は、まず、当面は安全対策を講じながら、緑地帯と

しての保全に努めていきたいということでございま

すが、安全管理というのは、対策を講じておかない

と、切り株等がありますし、中学校前でありますの

で、子どもたちが跳んだりはねたりして危ないとこ

ろもあるのかなというように思っております。 

 当面の安全対策というのは、具体的にどのような

ことを考えておられるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の神社に隣接

しております樹木伐採後の跡地についての御質問に

お答えさせていただきます。 

 安全対策につきましては、もう見ておわかりのと

おり、非常に切り株が高く出ている株や、あるいは

細い木ですと、地表すれすれに少し飛び出ていると

いうような、いろいろな状態で株が残っておりまし

て、特に、子どもたちが自転車等で中で遊んでいて

切り株にぶつかったり、そういったことが想定され

ますし、あるいは思いがけない、特に子どもたちと

いうのは、そういう株なんかに乗っかって遊びた

い、そういう習性がございますので、しっかりと切

り株を障害にならないように、切れるものについて

は切ったり、あるいは切ることが非常に困難な高

い、大きな切り株等については、十分に注意をして

遊ぶようにと、そういうような掲示物を掲示した

り、あるいは株を切って下げたりというような、今

とれる対応をさせていただくことで、安全対策を、

立ち入りを制限するというようなことを少し想定し

ておりませんので、遊び場として遊ぶことは結構か

と思いますので、そういう配慮はしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 株を全部とると、これも職

員に方にお伺いしたことなのですけれども、道路の

近くの株をとれば、道路が傷む可能性もあるという

ことも伺っておりますので、そういった対策になろ

うかなというふうに思っています。 

 ただ、町長は、現時点では対策を感じていないと

か、当面はこのような安全措置をやっていきたいと

いうことを言われておりますので、現時点とか当面

という言葉を使われているということは、将来には

何がしかの手当てをしていこうと、対策を講じてい

こうというふうに思っておられるというふうに判断

しているのですが、そういう考え方でよろしいで
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しょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 当面という解釈につきましては、議員が御発言い

ただいたようなことで御理解をいただきたいと思い

ます。 

 ただ、それは、５年、１０年ということは当面と

いうことになりませんので、ただ、あそこの立地を

考えますと、神社の用地とほぼ一体化しておりまし

て、あそこだけ切り取って、全く場所だけ見ます

と、住宅をつくる用地にしても非常にいいところで

すけれども、そういうような活用は適当でないと考

えておりますので、例えば切り株なんかも、ある程

度腐食が進んできますと、割と周辺に影響を与えな

いできちっと整理もできますし、そういった後に

は、やはり今お使いいただいているような銃剣道だ

とか、そういったスポーツをしていただけるような

フィールドに、やはり整備しておくことが地域の環

境上も好ましいと思いますので、私が考えておりま

す跡地の利活用ということに対しましては、そう

いったイベントのときに使っていただくような、広

場として残していくことが望ましいのではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） わかりました。 

 町長も言われたように、あそこでは、招魂祭で銃

剣道、神社祭でもやっております。特に、招魂祭な

んかは、町は慰霊もやっておりますよね。国のため

に亡くなられた方を招魂するということで、７月１

日、現在の上富良野町はどうだろうというふうに見

に来るとき、あそこで、現在の武人である、防人で

ある自衛官が銃剣道をやっているということは、非

常に御霊も満足されて帰るのではないかなというふ

うに私は思っております。 

 ぜひそういったことも含めて、現在、使用実績が

実際にありますので、銃剣道とかスポーツができる

ように、その付近だけでも切り株等を何とか早くし

てほしいなと思っておりますし、将来そういうふう

に手をつけていかれるのであれば、ぜひ今言ったこ

とをお考えになって、やっていっていただきたいと

思っているのですが、確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の神社に隣接

いたしました町有地の利活用についてお答えさせて

いただきますが、先ほどお答えさせていただきまし

たような基本的な考えを持っていることと、今、議

員から御発言いただきましたような、スポーツ等に

しっかりと使っていただけるような環境整備を、ス

ポーツをされる方だけではなくて、それを見に来て

いただけるような方も座ったりして、十分に活用し

ていただけるような、そういう環境整備はしていか

なければならないと考えておりますので、御理解賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） それでは、２項目めの東明

会館横の東町団地の児童遊園にトイレの設置をの件

についてお伺いします。 

 答弁等から考えますと、上富良野町の都市公園条

例に該当する１２カ所は公園として指定されている

と。だから、公園条例に載っているいろいろな設備

を、もしつくるのであればやれるというようなこと

が条例に載っていますけれども、トイレもそういっ

た位置づけで考えなければいけないのかなと。 

 ということは、公園に位置づけされていないコ

ミュニティ広場だとか、あるいは緑地だとか広場、

こういったものは公園条例は当然適用されませんの

で、残念ながらトイレは設置できないというふうに

考えてよろしいのですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の児童遊園等

に関しますトイレの設置についての御質問にお答え

させていただきますが、冒頭お答えさせていただき

ましたように、児童遊園等につきましては、公園と

して位置づけしていないことから、そこで近隣の

方々がいろいろな行事に御活用いただくなり、ある

いは子どもたちの遊び場として活用いただくことに

ついては何ら問題もありませんし、目的がそういう

目的でございますので。 

 ただ、必ずそういう周辺には建物、施設が併置し

ておりまして、例えば今お尋ねの東町ですと、会館

があったりということで、子どもたちが、ふだんそ

こで過ごしていただくことによって、トイレの使用

が考えられるとか、そういうことがもし想定されま

したら、ぜひ地域の方々が会館をあけていただくな

りして、会館の中にはトイレがございますので、そ

ういった地域として対応していただくことが、本

来、遊園として設置した意味合いかなというふうに

思いますので、そういう形での利用を御理解いただ

きたいなというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） そう言われるだろうと。職

員の方もそういうようなことを言っておりましたか

ら。ただ、会館は常時あけるというのは多分無理だ

ろうと、困難だろうということでお伺いしているわ

けです。いつもあいているのであれば、会館の中の

トイレは使えますから、こういった質問はいたしま
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せん。 

 最後のほうに言われましたように、遊園に設置し

てある遊具については、地域活性化の一環として、

独自に設置しているというところの件でお話をお伺

いしたいのですが、そういった目的というのです

か、これで遊具等を設置できるのであれば、その地

域活性化の一環として、トイレなどは設置するとい

うことは、今後可能なのかどうか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 遊具につきましては、それぞれの地域で子どもた

ちが時間を過ごしていただくための一つのツールと

して設置させていただいているものでございまし

て、トイレの設置ということになりますと、非常に

またハードルの高いこと。 

 それから、そこに隣接いたしますところに公園が

あったりして、そういったことでの効率性も考慮し

ていかなければなりませんので、全てを否定すると

いうことは申しませんが、やはりそういった客観的

な状況を判断した中で、とりわけ、近くにトイレ機

能を持った施設がないとか、そういう特殊事情があ

りましたら、これはまた検討する余地はあるでしょ

うけれども、一律に遊園にトイレを設置するという

ことは非常に困難であろうというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） わかりました。 

 当初の質問に書いてあったのですけれども、あそ

こで遊ぶ子どもさんには男の子も女の子もいるわけ

ですが、男の子なんか簡単にそこら辺で、町長も御

記憶あるか、あるいは自分のお子さんとかお孫さん

のことを考えれば、そうなるだろうし。 

 近くの子どもだけではないのですよね。子どもと

いうのは非常に行動範囲が大きいから、遠いところ

から来ていますから、自分の家に帰ってトイレをす

るというのはなかなかできない子もおられると思う

のです。 

 男の子なんか特に、トイレをしてしまうと、また

それを見ていた女の子から学校へ行って先生に告げ

口されるらしいのです。いじめだとか、そういう大

げさな話にはならないと思うのですけれども、町長

よく言われているように、第５次の総合計画にも、

町をよくしていくためには、子どもたちも、しっか

りと将来を見据えて育んでいかなければいけないと

いうこと等も考えれば、子どもたちを健全に育成を

するというためにも、やっぱり私はトイレが必要な

のかなというふうに思うのです。 

 事は、たかがトイレかもしれませんけれども、そ

れによって上富の子どもたちが健康に健やかに育つ

可能性があると思っているのですが、ぜひそういっ

た観点から、町長は当初答弁に、トイレがないこと

に対する答弁がなかったように思われますので、ど

う思われますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 今、議員が御懸念をお持ちのことは、私も全く気

持ちはわかります。 

 ただ、ぜひ遊園の性格を御家庭の方々、あるいは

御父母の方々が子どもさんを通じて御理解いただい

て、あそこの公園は、基本的には、近くに住んでお

られる方々が集う場所というような位置づけをして

おりますので、トイレが近くなったら家に戻ってお

いでよというような指導とか、不特定多数の子ども

たちが大勢集まるようなところは公園として整備さ

せていただいておりますので、そういった家庭での

遊び場所の使い分けも少し御協力をいただくことに

よって、改善できるのではないかなというようなこ

とも考えておりますので、その点もあわせて御理解

いただきたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） ちょっと質問の方向という

か、趣旨を変えて、都市公園条例に基づいて、その

条例の中で水飲み場をつくるとか遊具を設置すると

か、トイレの場合はこういう条件を満たさなければ

いけないとか、いろいろ書いてあります。 

 都市公園に該当しないものは、先ほど言いました

ようにコミュニティ広場だとか緑地広場がありま

す。例えばコミュニティ広場でトイレがあるところ

があるのは御存じだと思うのですけれども、これは

どういう趣旨でもって、コミュニティ広場にトイレ

を設置しているのか。 

 もっと具体的に言えば、中央のところです。本町

３丁目と、要するに駅裏のところにトイレがござい

ます。あそこのコミュニティ広場、ここのトイレと

いうのはなぜ、どういう趣旨で設置できたのか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいまの５番今

村議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 コミュニティ広場につきましては、町には全体で

１３カ所ぐらいございますが、そのうち私のほうの

所管の部分が５カ所ぐらいございますが、中央コ

ミュニティ広場につきましては、都市公園と同じよ

うな状況でございますので、利用等も同じような形
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で利用していただいておりますので、トイレも設置

しているところでございます。また、イベント等も

ございますので、トイレは必要だということで設置

しております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 別に責めるつもりはないの

ですよ。条例に基づいて、要するに公園等を整備で

きるという話で、コミュニティ広場の条例にはそう

いうことは一つもうたっていないではないですか、

トイレを設置するときの条件とかないのですよ、コ

ミュニティ広場に設置するときは。どういう根拠に

基づいてそこにトイレを設置できたのかということ

を私は尋ねたわけです。私の質問の趣旨はそういう

ことですから、その根拠について教えていただきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 コミュニティ広場に設置した経過につきまして

は、推察するところ、私、直接かかわりがあった立

場ではございませんが、多分その公園の、コミュニ

ティ広場の利用状況、あるいはそこを利用した、利

用の想定等に基づいて、トイレ等も整備する必要が

あるコミュニティ広場として位置づけしたというこ

とで、設置に至ったということで、それぞれその場

所場所によった特徴と申しましょうか、設置目的を

果たすためのツールとして、トイレも必要だという

ことで行政判断したものだというふうに考えており

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） よく理解できます。である

ならば、先ほど言った東明会館のほうも考えていた

だきたいというのはそこなのです。都市公園条例に

は、市街地については、均等に公園を配置するよう

な文言がございますよね。 

 ただし、市街地に１２の公園を添付してみます

と、偏っていると思われるのです。ここは承知され

ていて私に答弁していると思うのですけれども、中

学校から東側、あるいは中学校から北側にはないで

すよね、全く。均等配分と言いながら、あそこに全

くない。だから、そういった意味でも私は言ってい

るわけです。都市公園条例を見直すという話は、

きょうはするわけではございませんので、しません

が、そういったことを考えてほしい。 

 また、もう一つあるのです。緑地広場に多分該当

するであろうという、新町２丁目に緑地がありま

す。あそこにはトイレもあるし、水飲み場もあるで

はないですか。あそこは公園として位置づけされて

いませんよね。なぜあそこにはトイレも水飲み場も

設置できるのですか。ブランコや滑り台いろいろあ

りますよね。 

 だから、例外が認められるのであれば、頑迷固陋

にならなくて、東明会館のトイレについても柔軟に

対応していただきたいなというのが私の趣旨でござ

います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 多分、新町の部分につきましては、旭広場、コ

ミュニティ広場の部分でないかなと思っておりま

す。これについては、先ほども申しましたように、

コミュニティーの目的等にあわせまして、トイレ、

水飲み場等の設置をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 私は質問するほうだからよ

く勉強して、答えるほうはいっぱいあるから細部に

わたって勉強できないと思うのですけれども、町長

の当初答弁に、コミュニティ広場、市街地の中に三

つあると書いてあるではないですか、その三つのあ

との駅裏のところと、あとの二つは、東、西の児童

会館の横の広場ですよ。私が言っているところは違

う。もっと言えば、官舎の９号棟の東側の広場を私

は言っている、わかりますか。そこの広場に、公園

でもないのに、コミュニティ広場でもないのに、な

ぜトレイとか水飲み場が設置されているのか、その

根拠は何かということを聞いているわけです。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今言われている新町の部分については、旭町官舎

のところだと思うのですけれども、官舎のところに

ありますものは、コミュニティ広場として、旭広場

ということで、コミュニティ広場の位置づけがされ

ております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 住所が違います。あそこは

３丁目で、新町の２丁目でしょう。書いてあるの

は、旭町の２丁目です。全然違う。私は、西児童館

の横の広場がコミュニティ広場。あなたは先ほどコ

ミュニティ広場は五つあると言った。町長の御答弁

では、町の中に三つあると、三つですよ、私も

チェックしたら。四つ目のあそこがコミュニティ広

場になるとは私は、町長答弁と、条例から拾っても

判断はできなかった。あそこは、町の中の四つ目の

コミュニティ広場ということでよろしいのですか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（石田昭彦君） ５番今村議員の御質問

にお答えいたします。 

 コミュニティ広場の関係ですけれども、現在、町

では、コミュニティ広場１０数カ所、コミュニティ

広場に指定されていると思いますが、町長が答弁さ

せていただきましたコミュニティ広場３カ所という

のは、市街地で設置しているコミュニティ広場とし

て、公園のような広場として形成されている広場が

３カ所管理をしてございます。この３カ所について

は、建設水道課のほうで管理いただいております

し、先ほど建設水道課長が申しました５カ所という

のは、市街地の中にあった桜つづみも、あそこもコ

ミュニティ広場とかということで設置されています

ので、そういう広場を通じて、郊外の広場、千望峠

の広場についても建設水道課長のところで管理いた

だいていますので、建設水道課が管理しているコ

ミュニティ広場は５カ所ということであります。 

 あと、公園等におけるトイレ等の設置について

は、法令上の考え方はそれぞれありますけれども、

児童遊園等にトイレを設置する、今、今村議員が御

質問いただいております東明会館横の広場について

も、町が政策的に必要だなということであれば、ト

イレを設置することは全然否定するものではありま

せんし、先ほど議員の御質問にもありましたよう

に、特に東や北側の地区の児童公園等について、ト

イレが設置している公園がなかったものですから、

町においては、旭広場にトイレ等を設置したところ

であります。 

 そのようなことで、基本的に公営住宅の敷地内に

ある広場というのは、公営住宅にお住まいの方たち

を中心に、公営住宅の法律の関係の中で、一定程度

の規模に応じた団地内に広場と、避難や何かも含め

て、そういう広場等を整備することになっておりま

すので、ただ広場だけでは、近所の小さなお子さん

たちが遊べるように、例えば小さなブランコを設置

したりというようなことで、それは政策的な判断

で、ブランコを設置したりということでございます

ので、今、議員のほうから、地域の中でももっと

もっと、ああいうところもトイレが必要だと、ブラ

ンコや何かを設置することについては、一定程度そ

ういう配慮はできますけれども、トイレを整備する

となると、整備費用や、それ以降の管理について

も、かなりの財源的なことも必要になってきますの

で、そういう意味合いで、基本的に、なかなか小さ

なそれぞれの緑地帯等にまでトイレを設置するとな

ると、町においてもかなりハードルが高いのかなと

いうことで、町としては認識しているところであり

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） そう言われるような答弁

は、私は大体予測していたわけです。公園に指定さ

れていないところは、特例としてなぜつくるのか

と。必要性があるからつくったということは、東明

のほうもそのように考えてもらいたいという話なの

です。 

 先ほど町長にも言いましたけれども、公園等１

２カ所、市街地のどこにあるか皆さん御存じだと思

うのですけれども、添付してごらんなさい。先ほど

言ったところは空白ですよ。 

 あと、公園よりも立派なコミュニティ広場だと

か、特に緑地なんかありますよね。本当にこれが公

園なのかと思われるのが、すぐその後ろにもあるで

はないですか。公園よりも立派な緑地もいっぱいあ

りますし、だから、ここは大事だと思うというよう

に判断するから言っているわけです。 

 また、災害時は、ちゃんと書いてあるではないで

すか、第５次５カ年計画にも、災害時は、公園が緊

急避難所として利用されることを想定し、公園施設

の維持管理に努めますというふうになっていますよ

ね。別に、災害時に避難するのは公園だけではな

い。立派な緑地だとかコミュニティ広場にも避難し

てくると思う。そういったことを考えても、トイレ

も必要だというふうに思います。人間は生活してい

くためにトイレが一番大事だという方もおられます

から。 

 そういったことを考慮されまして、例外として設

置するところもあるのであれば、一考されたいとい

うのは私の考え方でございます。最後、この辺につ

いて答弁を聞いて終わりにしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番今村議員の御質問に、

公園等の、とりわけ、児童遊園等についてのトイレ

の設置についての御質問にお答えさせていただきま

すが、全ての遊園等に、広場等にトイレ等が設置さ

れているとすれば、それは大変好ましいことではあ

りましょうが、町といたしましては、必要なところ

に必要なものを設置するというような考えが基本で

ございまして、例えば住宅等の中におけます遊園等

につきましては、それは、緊急の場合の避難場所と

しての目的とか、さまざまな目的を持って設置する

ことが義務づけられておりますので、必ずしもそう

いったところ全てが、トイレ等を設置するような条

件を備えなければならないというような状況ではな

いというふうに考えておりまして、ただ、その使用

実態等が、トイレ等もあることが望ましいというよ

うな状況が生まれている場合ですと、それは考慮し

ていくことになるかと思いますが、押しなべて、画
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一的に設置するというようなことは、今の段階では

非常に課題があるというふうに理解しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、５番今村辰義君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、６番金子益三君の発言を許します。 

○６番（金子益三君） おはようございます。 

 さて、私は、さきに通告をさせていただきました

２項目につきまして、町長及び教育長にその所信を

お伺いするところでございます。 

 初めに、上富良野町手話条例制定について、町長

にお伺いをいたします。 

 言語は、お互いの感情を分かち合い、知識を蓄

え、文化を創造する上で必要不可欠なものでありま

す。手話は、音声言語である日本語と異なる言語で

あり、手、指や体の動き、表情を使って視覚的に表

現する言語であります。聾啞者は、物事を考え、コ

ミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し

合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するた

めに必要な言語として、手話を大切に育んできたと

ころであります。 

 しかしながら、これまで手話が言語として認めら

れてこなかったことや、手話を使用することができ

る環境が整えてこられなかったことなどから、聾啞

者は必要な情報を得ることも、コミュニケーション

をとることもできず、多くの不便や不安を感じなが

ら暮らしてきておりました。 

 こうした中で、障がい者の権利に関する条約や障

害者基本法において、手話は言語として位置づけら

れてきたところであります。手話に関する理解の広

がりをいまだ感じる状況に至っていないことも鑑み

ますと、手話が言語であるとの認識に基づき、手話

の理解と広がりを持って、地域で支え合い、手話を

使って安心して暮らせる町を目指すためにも、早急

に条例を制定する必要があると考えるところでござ

いますが、この点いかがでございましょうか。 

 続きまして、２項目め、ＡＥＴの複数名の配置に

ついて、教育長にお伺いをいたします。 

 文部科学省は、平成２８年、小中高の学習指導要

領全面改訂する方針を固めました。内容につきまし

ては、小学校からの英語教育を強化するとともに、

日本人としての主体性を図る国語や歴史教育を充実

するとの旨であります。 

 今後、文部科学省で検討を重ね、平成３２年度の

完全実施を目指す方向であり、急速に進むグローバ

ル化に対応し、国際社会でも活躍できるために、小

学校英語教育を５年生から３年生に前倒しをするな

ど、英語教育改革実施計画が発表されたことに伴い

まして、学習指導要領の全面改訂が必要と判断され

たところであります。 

 内容の具体性につきましては、小学校３年生から

４年生では週に一、二時間、５年生から６年生で

は、週３時間程度実施を行い、中学校では、授業を

原則英語で行い、高校では、発表や討論を通じ、よ

り高度な英語力を身につけさせるとあります。 

 これらの状況を鑑みまして、上富良野町におきま

しても、平成４年からＡＥＴをカナダから招聘し

て、ネーチャーイングリッシュを幼少期から学び、

英語力の向上を行っているところでございます。 

 平成４年から現在に至るまでさまざまなＡＥＴ

や、さらには教育委員会、そして教育現場の努力に

よって、英語が好きで、大きな英語力を身につけた

児童生徒が本町にもたくさんいるところでございま

す。 

 今後において、学習指導要領の全面改訂に基づ

き、我が町特有の英語教育を伸ばす方策として、こ

のＡＥＴを現在の１名から複数名を招聘し、それぞ

れを小学校担当、中学校担当として、我が町の児童

生徒が他の町よりもより多くの時間、そして内容が

充実した英語教育を受けることができるように、現

在の１名から、少なくとも２名以上の配置をするこ

とが望ましいと考えますが、この点についてお尋ね

します。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の１項目めの

上富良野町手話条例に関する御質問にお答えさせて

いただきます。 

 道内におけます手話条例の制定の状況につきまし

ては、石狩市、新得町、鹿追町及び名寄市の４市町

で手話条例が制定されているところであります。 

 石狩市におきましては、平成２４年の全道聾啞者

大会の開催地となったことを契機として、また、新

得町におきましては、聴覚障がい者の施設が町内に

立地しており、聴覚障がい者に対する福祉事業が町

民一体でつくり上げられていることが素地にあり、

それぞれ条例制定に至ったとお聞きしているところ

であります。 

 また、北海道におきましては、知事が６月定例道

議会で手話を言語として認め、使用しやすい環境整

備を目指す手話言語条例の制定を検討する意向を表

明したところでありますが、障害基本法第３条にお

きましても、手話は言語として明記されているとこ

ろであります。 

 現在、当町におきましては、聴覚障がい者に対す

る事業として、富良野圏域の連携によります意思疎

通支援事業、手話奉仕員養成事業等を地域生活支援
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事業として実施をしているところであります。 

 今後におきましても、日常生活において、意思疎

通に支障や不自由を感じることがないよう対応して

いくことが重要と捉えており、引き続き富良野圏域

で行っている意思疎通支援事業や手話奉仕員養成事

業等の充実を図ってまいります。 

 また、庁舎窓口等には、手話の指文字表を配置し

ており、今後は、町講演会等での手話通訳士の配置

など、手話普及のため、広く町民の皆さんに、手話

についての理解を深めていただけるよう取り組んで

まいります。 

 御質問の条例制定につきましては、その意義は理

解できますことから、今後、多様な御意見を賜りな

がら、必要性について検討してまいりたいと思いま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の２項目め

のＡＥＴの複数配置に関する御質問にお答えいたし

ます。 

 当町は、国際化の進展が進む中にあって、昭和６

０年、カナダ国カムローズ市との友好都市提携を締

結し、人的交流などの国際交流を進めてまいりまし

た。 

 この中で、平成４年から、友好都市カムローズ市

出身者を初め、１名のＡＥＴを招聘し、町内の各小

中学校のほか、幼稚園や保育所などで多くの子ども

たちと触れ合うなど、英語による活動を通じ、国際

感覚を育てるとともに、コミュニケーションを能力

を高める活動を行ってまいりました。 

 小学校における外国語活動は、平成２０年３月に

告示されました小学校学習指導要領において新たに

創設されました。 

 町内の各小学校におきましては、この学習指導要

領に基づき、平成２３年度から５年生と６年生が、

英語による外国語活動の中で、ＡＥＴが担任の教員

とともに指導を行っており、学校によっては、１年

生から簡単な英単語の発音などの学習活動を同様に

行っております。 

 また、本年８月からは、ＡＥＴの勤務場所を町教

育委員会から上富良野中学校に移し、児童生徒との

かかわりの機会が多くなるようにしたところであり

ます。 

 現在、国においては、東京オリンピックを迎える

２０２０年を見据え、グローバル化に対応した英語

教育を行うため、小・中・高一貫した新学習指導要

領の改訂に向けた作業が進められており、小学校は

３年生から外国語活動を開始し、音声になれ親しま

せながら、コミュニケーション能力の素地を養うと

ともに、言葉への関心を高める。 

 小学校高学年では、身近なことについて、基本的

な表現によって、聞く、話すことなどに加え、読

む、書くの態度の育成を含めた、コミュニケーショ

ン能力の基礎を養う教科として行う。 

 中学校では、身近な話題についての理解や表現、

簡単な情報交換ができるコミュニケーション能力を

養うとともに、文法、訳読に偏ることなく、互いの

考えや気持ちを英語で伝え合うコミュニケーション

能力の養成を充実することなどが検討されていると

ころであります。 

 このように、英語活動の時間数の増加や英語で話

す授業など、国際共通語である英語力の向上が求め

られており、コミュニケーション機会がふえる中

で、ＡＥＴの果たす役割がますます重要になるもの

と考えております。 

 また、このたび策定いたしました上富良野町教育

大綱におきましても、外国語教育の充実を重点施策

に掲げ、グローバルな感覚を育成するため、ＡＥＴ

や友好都市提携、交流などにより、外国語、外国理

解の教育を進めることとしております。 

 教育大綱策定協議の中で、ＡＥＴの複数配置の方

向性は共有されていることから、現在、小学校への

増員配置に向け、受け入れ態勢などについて具体的

な検討を進めている状況にあり、今後、これらも踏

まえ、方向づけを詰めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩といたします。 

 開始を４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２６分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 金子益三君の再質問を受けたいと思います。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） それでは、１点目の手話条

例につきまして、再質問させていただきたいと思い

ます。 

 先般、９月２２日に、ちょうどまさしく鳥取県米

子市で全国の聾啞者大会が開かれまして、その場に

おきましても、佳子様が聾啞者の前で手話を御披露

されて、御挨拶をされたというふうに、非常に昨

今、障がい者の、特に聴覚障がい者のところに対し

まして、非常に全国でも注目されているところでご

ざいます。 

 先ほどの答弁の中にもありましたように、道内に

おいても既に４カ所、この条例が制定されておりま

す。 



― 15 ― 

 この条例制定に関しましては、全国では１３の都

道府県、福島県の郡山市、そして埼玉県では朝霞

市、山梨県は市川三郷町、三重県においては松阪

市、奈良県は大和郡山市、京都府は城陽市、それか

ら兵庫県は三木市、明石市、神戸市、篠山市と加東

市、山口県では萩市、そして佐賀県は、嬉野市とい

うところで条例が制定されているところであります

し、県単位では、群馬県、神奈川県、鳥取県、この

３県が、既に県としての条例が定まっているところ

とお聞きしております。 

 このような状況において、やはり北海道まだまだ

進んでいない中において、この上川管内、名寄市が

先進的なことをされているというふうにお聞きして

おりますが。 

 まず１点、先ほど答弁の中にもありました条例の

制定について、意義が非常に理解できるということ

から、今後、多様な意見を賜って、必要性について

検討していきたいというふうに考えておりますが、

これらの条例の制定について、いつぐらいを考えて

いらっしゃるのかということで、まず１点お伺いし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の手話条例の

制定についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 冒頭のお答えで申し上げましたように、条例制定

についての意義は、重複いたしますけれども、非常

に意義のあることだという理解は議員と同様でござ

いますが、冒頭のお答えでも申し上げましたけれど

も、私といたしましては、確かに条例制定も一方で

は必要であろうかと思いますが、今、上富良野町に

おきまして、そういった聴覚障がい等で、いろいろ

な場面で御不便を感じたり、御不自由を感じたりし

ている方々がおられるというような状況の中から、

それらをまず解消することが、今、私がなすべき一

番の責務であろう。 

 そういった中から、町民の中でのそういう機運を

醸成していく中で、条例制定のバックボーンと申し

ましょうか、そういう環境整備が整うことを見きわ

めて、ある程度そういった感触を得た中で、条例制

定に結びつけていくのが望ましいのかなというふう

に考えておりまして、その時期がいつかということ

は、今、断定的に申し上げることはできませんが、

いずれにいたしましても、ちゅうちょする必要もご

ざいませんので、そういうような環境整備に向けま

して、そういったことがほぼ整ってきたなと体感で

きるような状況になりましたら、制定するようなこ

とが望ましいのではないかと考えておりますので、

御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 町長と考えは本当に同じと

ころにあります。機運といいましょうか、そういっ

たものが、どちらかというと本州、特に関西のほう

は非常に機運が高くて、西高東低といいましょう

か、九州、四国は若干薄いのですが、本町におきま

しても、昨年の６月定例会におきまして、これらの

手話条例に関する意見書というのを国に提出をさせ

ていただきましたが、実は、昨年度、２０１４年３

月２０日に、石川県が県全体として、１００％の各

自治体から議会を通じて意見書が出されまして、こ

の９月１６日に、茨城県が県全体としてまとまっ

て、実は４２都道府県で、意見採択率が実に９９.

６％というふうな数字が出ておりまして、残念なが

ら北海道が、９月９日に陸別町が提案をしたという

ことで、４１番目に、オール北海道として、国に意

見書というものを採択したところであります。実に

４７都道府県のうち４２がもう既にそういった形

で、この条例をぜひ国に挙げていきたい。それか

ら、この法律の整備を図っていってほしいというこ

との機運が非常に高まっているところでございま

す。 

 実は、この週末、先週におきまして、いわゆる胆

振日高地区の、道内におけます北海道手話サークル

連絡協議会というところで会議が開催されまして、

既に胆振地区、日高地区におきまして、この４月に

も制定するという市町村が既にあらわれている現状

にあります。 

 ぜひ富良野圏域の中におきましても、圏域として

手話を取り組む、それから支援をする事業というも

のを行っているところでありますが、町長が日ごろ

申し述べられております、隅々まで光が当たる政策

のその一環の中でも、ぜひそういったノーマライ

ゼーションを進めていく、その基盤をつくるといっ

た意味からも、私としては、早目な、先んじた政策

をとっていくほうがよろしいかと思いますが、この

点いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の手話条例制

定についての御質問にお答えさせていただきます。 

 国あるいは県単位の動きについては、お話聞かせ

ていただきまして、なるほど北海道は少し前へ出て

いないのかなという実感を持ったところでございま

す。 

 冒頭お答えさせていただきましたように、北海道

においても手話条例の制定が必要だということを知

事が表明している状況でございますが、なるべく北

海道が先んじて動いていただくことを希望するわけ

でございますが、とりわけ、今、御質問の中にもあ
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りましたように、町内でお住まいの皆さん方が、そ

ういうハンデを乗り越えて、快適に暮らしていける

ような環境づくり、これも一方で非常に私は大事な

ことだと思っております。 

 他方、これから上富良野のさまざまな皆さん方の

議論の中で、上富良野の将来像というものを常に問

答していきますけれども、特にここ近年、全国か

ら、あるいは世界から観光客をお迎えして、そうい

う活性化を図っていこうということも共有できてお

りますので、そういう中で、非常にそういうこと

で、安心しておいでいただけますよということをア

ピールする材料、材料と申しますとちょっと失礼で

すが、そういうことでもアピールできることにもな

りますので、ぜひそういった観点からも判断いたし

まして、先ほど申し上げましたように、しっかりと

バックボーンが整いつつあるなと判断できたときに

は、積極的に発言してまいりたいと思いますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まさに今、町長おっしゃら

れたとおりだと思います。やはり条例を制定するこ

とによって、急速に、例えば手話を使える方が倍増

するとかと、そういうことではないということも私

も重々理解はしているところでございますが、やは

り何かしら、そういう規範になるものを制定するこ

とにより、町民の皆さん、お子様からお年寄りにか

けて、そういう気持ちになるといったところが非常

に大きな効果がある。 

 さらには、そういった実際に障害を持って暮らし

ている方が、やっぱりこの町で住んでいてよかっ

た。安心してこれからも住み続けることができると

いう、その安心感といいましょうか、その支えにも

なると思います。 

 障がい者センターの所長様のお言葉をおかりしま

すと、いわゆる相手に対する、理解する気持ちとい

うのが最も大事であるということであるそうです。 

 障がいを持たれている方は、全国で７８８万人の

方がいらっしゃって、そのうち雇用対策の対象とい

うのは、わずか３２４万人の方だといういうふうに

言われております。 

 今までの障害者法につきましては、障がい者の方

に対する、いわゆる配慮というところと、負担のバ

ランスが、どちらかというと負担のほうが重かった

というところがあったのですが、ちょうど来年から

障害者差別解消法がスタートするということに際し

まして、これからは、そういった方に対する合理的

配慮というものが非常に必要な社会になっていくと

いうふうに捉えておりますので、そのような背景か

ら、やはりこの美しい富良野盆地の、その母村とし

て、やはりリーダーシップをぜひ町長にとっていた

だきながら、本当にお年寄りからお子様、そして障

がいのあるなしにかかわらず、全ての町民の方が、

この上富良野町を本当にふるさととして、いい町に

住みたい、住み続けたいという意味からも、その気

持ちの部分のところが非常に大きくなると思うの

で、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 思いは共有できているなというふうに感じており

ます。いずれにいたしましても、本当にお互いが、

町民全ての皆さん方が、あるいは上富良野町におい

でいただく全ての方々が、本当に安心だということ

を実感していただけるような、まず仕組みをつくり

ながら、あわせてこういった規範づくりも大事でご

ざいますので、それはどちらに力を入れるというこ

とではなくて、同時進行できるように、これからも

意を用いてまいりたいと思いますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ちょうど手元に第２期の上

富良野町障害者計画並びに第３期の障害者福祉計画

がありますが、この４４ページの中にも、いわゆる

地域生活支援事業の必須事業の中に、コミュニケー

ション支援事業ということで、聴覚障がい者と、そ

の他、意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約

筆記者の派遣などを行うという事業がありまして、

これを読むと、４６ページ以降にもあるように、実

際の課題としても、富良野圏域で進めているのでは

ありますが、やはり高度な技術を要するというこ

と。それから、育成のところで、専門性のところ

で、なかなか欠いているという現状が見受けられま

す。これは、もちろん人口的なものもあるのかもし

れませんが、やはり掘り下げていく上においても、

何かしらそういったものが規範としてあると、意識

を高めていただく町民の方、また、地域の方という

ものの新たな掘り起こしにつながりまして、ちょう

ど平成３２年度までの計画の中であるうちの、非常

に今、現段階、早い段階で進んでいる事業の中で、

既に現状の問題点、課題が浮き彫りになっていると

ころでもございますし、また、これが直接の引き金

となって、物事を解決できる全てとは思いません

が、やはり何らかの手助け、一助になればというこ

とから、実際にこの町に住んでいらっしゃる聴覚障

がい者の方も、一日も早い条例の制定が望ましいと

いう声も私も聞いておりますので、ぜひ、特に予算

が大きくかかったり、また、今後において大きな投

資が必要となるということでもございませんし、情
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操の部分に非常に訴えかけるところが大きく、ま

た、効果の高いものと考えますので、再度その考え

方についてお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の手話条例の

制定についての御質問にお答えさせていただきます

が、まず、条例制定以前に、町内の手話サークルの

皆さん方とコミュニケーション十分とれているとい

うふうに理解しております。そういった方々の意向

も十分お聞きした上で、タイミングを逸しないよう

に、こういった規範条例も備えていこうというよう

な思いを持って取り組んでまいりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まさにそのタイミングとい

うものを、ぜひ町長の御判断で、よろしくお願いし

たいと思います。 

 続きまして、教育長に御質問させていただきまし

たＡＥＴの複数配置ということでございます。 

 改めて申しますと、ＡＥＴに限らず、ＡＬＴで

も、それはいいのかなというふうに私も考えるとこ

ろでございます。何も絶対英語にこだわるというこ

とではなく、やはり子どもたち、そして、子どもた

ちのみならず、多くの町民が、そういう異文化、ま

たいろいろな方と触れ合う機会というものが、まず

もって大事なことと考えますが、この点いかがで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、先ほどもお話しいたしましたけれども、グ

ローバル化という部分に対応するために、英語教育

を進めていくというのが今の国の考え方でありま

す。 

 御質問でありますけれども、英語教育にかかわら

ず、外国文化をいろいろと理解していくという部分

につきましては、我が町も富良野圏域の中で、観光

地として、グローバル化というのを肌で日々感じて

いる部分であります。その中で考えますと、英語だ

けではなく、その他の言語についても理解を進める

ということは重要ですし、中心には、やはり英語と

いうことになりますけれども、英語圏だけではない

方も視野に入れた、外国理解の教育、あわせて外国

語の教育が今後必要なのかなというふうに考えてい

るところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まさしく同じです。考えを

共有できているということで、まず安心させていた

だきました。 

 その中というか、それを踏まえた上で、改めて英

語の部分について、大事にしていきたいというとこ

ろから再質問させていただくのですが、学習指導要

領に基づくところに、そこにとらわれるということ

ではなく、やはり今後の上富良野町の、いわゆる教

育大綱、策定されました大綱の中にもありますよう

に、いかに子どもたちが、そういった英語になれ親

しんで、それらを通用する英語として自分のものに

できるか。いわゆるグラマーであったり、文法の

み、受験英語と言いましようか、我々が詰め込まれ

たところではなく、実際に自分が外国に行く、もし

くは外国人の方と直面したときに、日常英会話でき

る、もしくは向こうの質問に対して答えられる。そ

ういったものを習得するために、いわゆるネー

チャーなイングリッシュというものが非常にこれか

ら大事となっていくというふうに考えますが、この

点はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 恥ずかしい話ですけれども、私たち、私の年代で

は、英語が非常に大切だというふうに教えながら、

十分な英会話、外国人を見ますと、どちらかという

と伏し目がちになってしまうというのが実態であり

ます。そのようなことにならないように、積極的に

外国人とコミュニケーションが図れるということ

が、英語を通してコミュニケーションを図ることが

重要かなというふうに考えております。 

 そのためには、今、先ほどお話ししているのは、

義務教育、また、高校教育、指導要領については、

そういう部分の書き方でありますけれども、もっと

下の年代からいかなければならないというのは、幼

稚園、保育所を中心とする、幼い時期から雰囲気に

なれていくということが重要だと思っております。 

 上富良野の現状を見ますと、今、外国人といって

も、英語圏からの外国人は数少ない状態にありま

す。なかなかそれでは、実際にコミュニケーション

を図る上で、すぐ積極的に行けるかというと、そう

いうことでは決してないわけでして、周りがそうい

う環境であれば自然に身につくものです。できれば

そういう環境をつくっていきたいなというのが考え

方でありますけれども、お金もかかりますし、そこ

には人数的な制限は当然あるかと思いますけれど

も、そういう中でいろいろな取り組みを進めていき

たいなというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まさに教育長、今おっしゃ
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られたとおり、非常に日本人は、外国の方と接する

ことがなかなかなかったといいましょうか、非常に

その機会が少ないせいで、ある統計によりますと、

日本の女性ファッション雑誌の表紙は、普通であれ

ば自国の民族衣装を着たり、自国の、いわゆる容姿

の美しい女性を表紙に持っていくというのが非常に

常な、これが諸外国においては多いのですが、最近

でこそ日本人の女性が表紙に使われていますけれど

も、常に欧米の、特に白色人種の女性の方というの

を、いわゆるファッションリーダーとして捉えると

いう、そういう統計があったのです。 

 そういうのもあって、実は、ＴＯＥＩＣで６００

点を超える、そういう数値を持っている方でも、実

際に外国の方と対面してしまうとしどろもどろに

なってしまうというか、あれほど流暢に英語をしゃ

べれる人でも、いわゆる外国人の方に対するストレ

スといいましょうか、アレルギーを持っているとい

う。先ほど教育長がまさに、自分たちの年代という

のはどうしても外国の方と直面すると伏し目がちに

なってしまうという、そういう統計がある調査にお

いて数字化されているというのがあるのです。 

 ですから、私はまさしくそういうところだと思う

のですけれども、本当に幼少期、そして学童期、ま

た、もうちょっと成人になったときに、日常の中に

常に外国の方が、これは欧米の方だけではなく、本

当にアジアの方でもよろしいのですけれども、そう

いった方と日常に言葉のやりとり、また、会話の意

思疎通というものをしていると、やはりその現場に

なったときにも普通なるというふうなことが考えら

れるのです。 

 そういう意味からも、より多くの時間、より多く

の機会で、外国の方と接することができるまちづく

りというのが非常に大切だと。御答弁の中にも、大

綱でも、そういった環境が整えばぜひやりたいとい

うふうにも書いてありますが、こういったものを本

当に子どものころからの、三つ子の魂百までではな

いですけれども、きっかけづくりというのは、でき

れば上富良野町、これからも他を抜いたグローバル

化に進む、町の政策として進めていただきたいので

すけれども、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、グローバルな感覚を育て

ていくには、小さいころからその環境になれていく

というのが非常に重要なことだと思っております。 

 義務教育は、点数をつけていく部分がありますけ

れども、その前段の部分で、いかに小さな子どもた

ちがその環境になれていくか、そういう土壌をつ

くっていくことが重要だと思っております。 

 学校教育のみならず、社会教育の部分での外国理

解に対する教育というのが、義務教育、社会教育両

面で進めていく必要があるのかなと、そんなふうに

日々感じているところであります。 

 具体的に今どういう対策を考えているのだという

部分でいいますと、即具体的に言える部分はないわ

けでありますけれども、例えば英会話教室、社会教

育でやっておりますけれども、親子英語教室だと

か、そういう形態に変えて、小さなお子さんも参加

できるような形態だとか、そういう部分で今後検討

していきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 社会教育の部分の活用、そ

して学校教育、本当にリンクさせていくこと、私も

大切だというふうに感じます。 

 今まさしく教育長おっしゃっていただいた、社会

教育の中の英会話教室、こういったものも、転勤さ

れていかれた自衛隊の幹部の隊長さんが過去にこう

言われた、「本当に上富良野、すばらしい町です

ね」と、「こんなに我々が気軽に、しかも無料で英

会話を学ぶ機会があるなんていうのは本当にすばら

しい町ですよ」と言って、この町から転勤されて

いった幹部の方を今思い出したのですけれども、そ

ういったもの、本当に大事だと思います。 

 まして、今ここに住んでいる子どもたちのグロー

バル化ということも大切ですけれども、富良野圏

域、非常に観光地でございます。今、国が進めてい

る海外からのインバウンドを伸ばしていくために

も、やはり大勢の観光客、今はバスで来てどんどん

と置いていくのではなく、個人で旅行される、特に

東アジアからの方がいらっしゃるのですけれども、

その方はかなり英語はしゃべられるのです。残念な

がら受け皿の、こちらにいる観光地のほうで、英語

がなかなか難しいのですね。ゼロではないのですけ

れども、非常に限られた中で、単純に、「駅に向か

うのはどちらですか」というところでも答えられな

い。 

 ちょっと話それますけれども、世界遺産に登録す

る、四国のお遍路さんの話があったのですけれど

も、あれも、やはり受け皿というものが非常に日本

はなかなかできていないのです。ですから、北海

道、特に富良野地域は、そういった外国からのイン

バウンドも非常に多いので、そういった方の対応の

ためにも、そういう英語がしゃべれる環境、素材と

いうのを養う必要がありますので、私は非常に大切

なことだと思います。 
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 御答弁の中にも、本当に大事なことであり、大綱

でも、複数名をぜひ配置したい。それから英語教育

を厚くしていきたいということで、思いは同じであ

るところを本当に理解させていただいております。 

 最後になりますけれども、教育は、国家百年の計

でありますし、ちょっと古い話ですけれども、長岡

藩士の小林虎三郎さんが言った、米百俵の精神では

ないですけれども、やはり子どもたちにそういった

教育の機会を与えてあげる。そういったことによっ

て、この町のいわゆる資質を底上げを行うというた

めにも、お金がないからできないとかというのでは

なく、何とかそこは捻出をしていきながら、上富良

野町の特色ある英語教育のまちづくりを進めていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 お金の話は余りするなということのようですけれ

ども、お金の話も考えながら、より効果的な教育が

できるように、引き続き努力をしていきたいなとい

うふうに考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、６番金

子益三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番北條隆男君の発言を許します。 

○７番（北條隆男君） 私がさきに通告してありま

す２項目について、町長に質問いたします。 

 まず、１項目めは、歩道と街路灯の新設につい

て。 

 町道北２７号道路日の出公園から道道吹上上富良

野線までの間に、歩道や街路灯の設置がされていな

い。観光客の車やパークゴルフ場への出入りの車も

多く、トラックやバスなどの大型車両などの通行も

多い。歩行者や自転車、運動や健康のためにランニ

ングや散歩、パークゴルフ場へ向かう人も多い。ま

た、通学路として利用する生徒も見られる。歩行者

や自転車の通行の安全を確保するためにも、歩道と

街路灯の新設が急務ではないか、町長に考えを伺

う。 

 ２項目め、除雪について。 

 平成２４年から始まった除雪の民間委託から３年

が経過した。町民からは、町が除雪していたときに

比べて除雪が悪くなった。家の出入り口に大量の雪

が残っているといった苦情の声が聞こえる。４年目

となることしは、こうした苦情を未然に防ぎ、改善

をしなければならないのではないか。 

 まずは、行政と各住民会から一、二名と委託各業

者が集まり、除雪が本格的に始まる前、１０月中旬

から１１月中旬までに話し合いの場所を設け、除雪

に対する問題点を洗い出し、町と委託各業者が、改

善できることとできないことに分けて町民に公表し

てはどうか。 

 また、除雪開始から２カ月をめどに、出てきた苦

情に対してももう一度話し合いの場所を設けて、改

善することはできないか、町長に考えを伺う。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの歩道と街路灯の新設に関する御

質問にお答えさせていただきます。 

 １項目めの北２７号道路の歩道と街路灯の設置に

ついてでありますが、北２７号沿いにはパークゴル

フ場や日の出公園が立地しており、春から秋にかけ

て観光客の利用もふえることから通行量も多く、ま

た、歩行者や自転車等の利用も多いことなどから、

交通安全上課題があるものと認識しているところで

あります。 

 しかし、この路線区間内には、西１線北２７号に

踏切があることから、歩道の設置には、踏切改良と

交差点改良が条件となり、また、河川の橋梁拡幅を

初め、用地補償等多くの課題もあることから、現在

のところ道路整備計画を持つには至っていない状況

にあります。 

 また、街路灯につきましては、日の出公園入り口

外４カ所において、局部照明として交通安全灯が設

置されておりますが、現在、新たな街路灯の設置は

予定されていないところであります。 

 今後におきましては、財源確保や優先性等を十分

に検討し、方向性を探ってまいりたいと考えており

ますが、交通安全対策は重要でありますので、その

対策には十分配慮してまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、２項目めの除雪に関する御質問にお答えさ

せていただきます。 

 除雪対策につきましては、平成２４年度から、町

内業者によります共同企業体を構成し、通年による

町道維持管理業務委託方式の中で実施をしており、

ことしで４年目を迎えております。 

 御質問の除排雪の苦情等への対応につきまして

は、住民の方々からの御意見や住民会長との町政懇

談会、地域コミュニティー活性化会議等でも御意見

や御要望をいただき、改善できるものは、都度、委

託業者に指示をして改善を図っているところであり

ます。 

 また、町と委託業者の協議につきましては、降雪

前とシーズン中の２回行っており、除雪の苦情や要

望等に対する検討を行い、あわせて除排雪の方法な

ども策定しているところであります。 
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 町民の皆様にも、町道の除排雪作業の方法と御協

力依頼を毎年、広報紙によりお知らせをしていると

ころであります。 

 なお、苦情件数につきましては、年々減少傾向に

はありますが、住民の皆様には、協働のまちづくり

の推進とあわせ、各家庭での御協力もお願いしてい

るところであり、今後におきましても、冬場を快適

に過ごしていただけるよう、除雪サービスの向上を

目指して取り組んでまいりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 歩道の件についてですが、

２点ほど再質問させていただきます。 

 西１線北２７号の踏切の幅が狭く、車が交差する

のに困難であることから、歩行者や自転車の通行

が、待たなくてはならないことを認識しています

か。 

 もう一つ、歩道を設置するときに、歩行者や自転

車が、夕暮れから暗くなる中、通行するために歩道

に街路灯がなければならないと思うのですが、安全

を確保するためには、街路灯を設置するつもりはあ

りますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の北２７号道

路に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、北２７号道路の踏切近辺の状況につきまし

ては、議員御質問の状況にあるということは私も承

知をしております。非常に狭隘な踏切でございまし

て、ましてや非常に入り組んだ交差になっていると

いうことで、歩行者の方、あるいは自転車で通られ

る方々については、どうしても車がいるとたじろい

でしまうと、少し待っている状況だということは承

知をしているところでございます。それら、そこに

ついての課題はあるということは、先ほどお答えさ

せていただいたとおりでございます。 

 それから、日の出公園から踏切に至ります照明灯

につきましても、交通安全のための外灯整備はされ

ておりますけれども、連続灯との整備はされていな

いということで、連続灯設置ということは非常に課

題があるかなと思いますが、ただ、歩行者あるいは

自転車通行の皆さん方が、通行上、先ほど申し上げ

ましたように、安全上配慮が必要だという部分につ

いては、改善をしていくことは必要だろうという認

識を持っているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 交通安全上から十分配慮し

てとありますが、道路整備計画に早急に取り組む考

えはあるかどうか教えてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の北２７号道

路に関します御質問にお答えさせていただきます

が、道路全体としての、踏切改良も含めまして、こ

れらの改良ということになりますと、非常に財政負

担も多額になると。 

 あるいは、特に踏切につきましては、ＪＲとの協

議が非常に高いハードルだということ、今までも行

政の取り組みの中においても、ＪＲとの協議を行っ

た経過もございまして、これらについて非常にハー

ドルが高いということ。 

 実態を見ますと、一方では、交通安全確保も大事

でございまして、現実の問題として、その２７号道

路を一つの路線として、一体的に改良を加えなけれ

ば安全確保ができないのかと。あるいは逆に、改良

が今必要な部分はどこだということで切り分けて、

そして、先ほど申し上げました優先性等を十分参酌

した中で、手をつけることが可能な部分については

手をつけることを前提に、今後の計画を立てていく

ということも必要だろうというふうに考えておりま

す。 

 その中で、街路灯についても当然、整備計画の中

で上がってくるかと思いますので、まず、その路線

全体をどのように組み立てるかということを整理し

て、それから次の段階に進むことがいいのかなとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） ２項目め、除雪について。 

 スノーポールまでの幅出し、道路の上の雪がかた

く積もっている上から、除雪のときに舗装を傷めな

い程度に雪を残しながら除雪することはできない

か。道路と家の出入り口に段差ができないようにで

きないかと。 

 もう１点、除雪前と除雪中の２回、協議を行って

いるとのことですが、苦情や要望が町に対しても大

変多いと聞いていますので、協議の場に各委託業者

が参加して、共通認識を持っているかどうかをお伺

いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の除雪に関し

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 除雪の民間委託になって４年目を迎えているわけ

でございますけれども、当初、委託業者の技能の習

熟度が十分でなかったり、あるいはどうしても季節

的にお願いする従業員、社員の方が多いというよう

なことで、人がかわったりということで、ここは、

非常にスタート当時は大変苦情もいただいた実態に

ございます。 
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 しかし、最近、その辺は委託業者のほうに私ども

のほうで、そういう実態だということで、改善を強

く要望してきておりますことから、例えば除雪等に

ついても、私が見聞きする限りでは、道路を除雪す

るときにも下から全部持っていかないで、新雪だけ

を除雪することによって、塊をつくらないとか、あ

るいは各家庭の出入り口等については、雪を寄せて

いかないような配慮だとか、そういったことは、近

年は大分改善されているように思いますが、まだま

だゼロではないということも承知しております。 

 それから、もう一つお尋ねの、どういうように話

し合いが行われているかという状況につきまして

は、担当課長のほうから説明させていただきます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ７番北條議員の除

雪に関しての御質問でございますが、毎年地域か

ら、町民の皆さんからの苦情、要望等はございま

す。ただ、年々減ってきているのは事実でございま

す。 

 この苦情につきましては、まず、雪降る前に共同

企業体４社を集めまして、こういうような苦情が出

ていますということで、この対策についてどうする

かという部分、できるもの、できないものを判断し

て指示をしております。 

 また、除雪の期間でございますが、その中でもま

た苦情、要望等も出てきますので、その中でも同じ

く、できるもの、できないものを判断して、そし

て、できないものについては、地域の皆さんに、

言ってきておられます町民に皆さんにお話をして理

解を得たり、できるものについては対応をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） そうであれば、除雪車の運

転士の技能向上のために、委託各業者の技術講習会

を行えば苦情が減るのではないかと思うのですけれ

ども、その点お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の除雪につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 議員御質問にありますように、習熟度を高める、

そういった内部の研さん、これについては、委託業

者に引き続き私どものほうからも強く要望してまい

りますし、内部で、委託業者みずから、そういった

運転技能を高めるということについての認識は持っ

ていただくように、これからも啓蒙、協力を依頼し

てまいりたいと考えております。 

 それから、少し視点が違いますけれども、実は、

事あるごとに私は、最初のお答えでお答えさせてい

ただいておりますけれども、北海道は、冬、雪が障

害になって暮らしづらいというような状況が生まれ

ることは、これは、私は北海道として非常に不幸だ

というふうに理解しておりまして、機会があるごと

に北海道、あるいは国に対して、除雪費に苦慮する

ような場面を我々に味あわさないでくれということ

は常に申し上げておりまして、これからも、そう

いった意味からも、冬、快適に暮らしていただける

ように努力をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。いい

ですか。 

 以上をもちまして、７番北條隆男君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１０番髙松克年君の発言を許します。 

○１０番（髙松克年君） 私がさきに通告しており

ます４項目について、町長に質問いたします。 

 第１、高齢者、独居老人世帯の除雪委託後におけ

る戸口排雪の問題について。 

 ２７年度執行方針にある、町民の皆さんが安心し

て住み続けられるまちづくり、身近な生活の安全を

支える社会基盤の充実と環境保全の中にある、道路

維持民間委託４年目を迎え、今日までの課題につい

て、さらに検討を重ねるとあるが、今冬期において

どのような対応をし、支援を考えているのかをお伺

いしたい。 

 次に、農業振興資金及び生産振興補助金の必要性

について。 

 新卒者、Ｕターン、Ｉターン就農者の新技術の導

入、新しい高収益作物への誘導にもぜひ必要と思い

ますが、町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 第３、ＴＰＰの締結後の上富良野農業への影響と

農業振興策の方向性について。 

 実際にどのような程度で締結されるか不明なとこ

ろが多い中ではありますが、町の基幹産業にとって

は最大の関心事でもあり、ぜひ町長の見解をお伺い

したい。 

 四つ目に、公民館分館施設の維持管理について。 

 郡部の人口減少と相まって、地域の集合、共同活

動の拠点である公民館分館の６施設が、昭和５０年

代建築と老朽化しています。この状況にある公民館

分館をどのように管理しようとしているのか、ま

た、するべきなのかをお伺いしたい。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの高齢者世帯、独居高齢者世帯の

除雪後における戸口排雪に関する御質問にお答えさ
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せていただきます。 

 現在、町におきましては、在宅福祉サービスの一

環といたしまして、社会福祉協議会に委託し、除雪

サービスを実施しており、平成２６年度は１１０世

帯が登録されておりまして、延べ約１,８００回の

利用がされているところであります。 

 除雪サービスの対象は、町民税非課税世帯で、除

雪が困難な高齢者、障がい者世帯等の方などとさせ

ていただいております。日常生活の維持及び急病

等、救急時の通路確保を目的として実施していると

ころであります。 

 高齢化が進む中で、とりわけ高齢者世帯並びに独

居高齢者世帯は増加している実態にありますことか

ら、安全・安心に暮らしていけるよう、除雪サービ

スも含め、生活支援のあり方につきまして、自治会

組織など、地域による支援体制の仕組みづくりなど

も含め、さらに研究を進めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの農業振興資金及び生産振興補助

金に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 議員御質問の生産振興補助金につきましては、以

前は、町とＪＡが補助財源を確保し、高収益につな

がる指定作物を対象に、栽培施設などの初期投資に

対して助成措置を講じてきたところであります。 

 また、補助残につきましても、無利子の資金対応

をし、その推進を図ってきたところでありますが、

平成２５年度をもって事業を終了したところであり

ます。 

 農業振興を図る上において、農業所得の向上は大

きな要素でありますことから、高収益作物による産

地形成、あるいはブランドづくりにつながる取り組

みは重要と考えており、また、新規就農も含め、就

農時における営農支援策につきましては、ＪＡと関

係機関との調整を図りながら、地域農業の活性化に

つながるよう、対応策を検討してまいりたいと考え

ております。 

 一方、新技術の導入に関しましては、共同での取

り組みを条件に、施設、機械の導入につきまして、

中山間事業において支援事業を行っておりますが、

ＧＰＳ活用技術など、新たな技術が日々進歩してい

ることから、それらの情報収集を進めながら、時代

に対応した営農支援ができるよう、研究・検討に努

めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３項目めのＴＰＰ締結後の上富良野町農業

への影響と農業振興策の方向性に関する御質問にお

答えさせていただきます。 

 ＴＰＰ締結後における当町の農業への影響につき

ましては、試算はしておりませんが、ＴＰＰ交渉へ

の参加表明を直ちに行ったＪＡふらのの独自調査に

おきましては、管内全体で約４２億円が損失すると

の試算が出されております。この数値は、ＪＡふら

のの年間販売額の約１４％を占め、当町農業へのダ

メージも相当なものと危惧をしております。 

 議員御発言のとおり、どのような内容で締結がな

されるか、交渉経過についても十分な情報公開がさ

れておらず、政府の対応に憤りを感じているという

のが私の率直な気持ちであります。 

 最近の報道によりますと、この９月３０日と１０

月１日に、アメリカ・アトランタにおきまして、閣

僚会合が行われるとあり、いずれにいたしまして

も、農産物重要５品目につきましては、必ず守ると

した国会決議をしっかり遵守されることが絶対条件

と考えております。 

 このＴＰＰ問題につきましては、農業界に限ら

ず、町村会や農林水産団体、経済団体等による、

オール北海道の体制で、さまざまな活動を展開して

おり、これからも地域農業や地域を守るため、しっ

かりと向き合ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １０番髙松議員の４項目

めの公民館分館施設の維持管理に関する御質問にお

答えいたします。 

 現在、町には１１の公民館分館があります。この

うち、昭和５０年代に建設された分館は、清富、日

新、江幌、旭野、東中、日の出の６施設であり、こ

の中で、清富分館につきましては、老朽化による危

険性から、清富多世代交流センターを使用をしてい

るところであります。 

 分館の維持管理につきましては、分館の活動とあ

わせ、光熱水費などの維持経費について、管理経費

の負担として、各分館に補助を行っております。 

 また、一部の分館、東中、日の出、草分におきま

しては、地域の会館とコミュニティー施設の管理の

ため、各住民会に管理委託を行うとともに、東中地

区においては、東中多世代交流センターを集会など

に利用していることから、町教育委員会が東中住民

会に維持管理の委託を行っております。 

 さらに、毎年度春と秋の２回、分館長・分館主事

会議を開催し、あらかじめ各分館などから要望を聞

いた中で、適正な維持管理に努めているところであ

ります。 

 今後におきましては、施設の老朽化が進んでいる

ところでありますが、当面は、屋根や外壁の塗装、

暖房機器の更新などの、施設の維持修繕に努めると

ともに、建てかえなどの時期につきましては、地域

と利用の状況などの協議を行い、適切に判断してま
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いりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問を受けます。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 一番最初の項目の高齢

者、独居老人世帯、実際にどれぐらいあるかという

のを調べてみました。平成２７年、全世帯が５,２

３５世帯のうち、６５歳以上の高齢者がいる世帯が

２,０４９世帯、３９.１％、独居高齢者４７２世

帯、２３％、高齢者世帯６９１世帯、３３.７％、

その他４３.２％となっております。 

 独居高齢者の世帯数の郡部における人数ですけれ

ども、６３人。そして市街地に４０９世帯となって

おります。その他、男女別としては、郡部で男性が

２２名、女性が４１名、市街地で男性が１２３名、

女性が２８６名となっております。 

 ここで特別問題になるのが、全世帯の５５.７％

を占める独居老人、高齢者世帯であるというふうに

思っております。先ほど北條議員も質問をしており

ましたけれども、除雪の問題、町長が答弁なされて

いたように、この地域、積雪地帯においては大きな

問題だと考えているというふうにおっしゃっており

ましたけれども、この中でも、特に、やはり高齢

者、そして独居老人の問題というのは大きいと思っ

て、今回、質問させていただいています。 

 これらのうち１１０世帯、１,８００回のサービ

スを受けているというふうにありますけれども、こ

の人口比というか、世帯比からいうと、決して大き

な数字ではないとは思います。町長もそういうふう

に思うと思うのですけれども、これをどうにかしな

い限りにおいて、この町で高齢者の方が、先ほど言

われたように、本当に住みよい町だなと思って住む

ことができるかどうか、このことに対して、町長は

どういうふうに考えているか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の、特に、

高齢者におけます除雪についての御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

 冒頭お答えさせていただいております、町におけ

ます在宅福祉サービスの一環として、社会福祉協議

会を通じて除雪サービスを行っている状況は御答弁

させていただいたとおりでございます。 

 多分、髙松議員の気持ちの中というのは、私が御

推察する中で、高齢者世帯あるいは独居世帯が全て

弱者という視点で捉えられているのかなという理解

をするところでございます。 

 町といたしましては、行政サービスの充実を図る

ということは、これは不変のものでございますが、

しかし、その中にありましても、やはり公平公正な

負担というものは大前提で仕組みがつくられており

ます。そういう観点から、町といたしましては、自

助努力で対応できる世帯の方に対しましては、自助

努力で対応していただくということを基本とさせて

いただいております。 

 しかし、そういった中で、自助努力が及ばない

方々に対しましては、公共の行政サービスとして、

これは提供させていただくということでございまし

て、高齢者あるいは独居世帯の皆さん方の除雪に関

します課題に、サービスを拡充していくということ

は、これは大切なことでありますが、その辺は少し

整理をした中で対応していくべきかなというふうに

理解しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 町長は、今言われるよう

な年齢の構成からいって、自助努力でやれるものと

いうふうに言われておりますけれども、どの辺の年

齢ということを限定して言っているのか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 必ずしも判断基準が年齢のみによるものではござ

いませんで、さまざまな身体的状況、あるいは考慮

すべき点が多々あろうかと思います。そういったも

のは総合的に判断するものだというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今ここにある資料による

と、８０歳以上の方が３４.７％、８０歳以上が、

独居の方で。そういうようなことになっている中

で、その人たちに、戸口に、町の道路の管理だから

といって雪を押しつけていく、そういう方法をこの

まま続けていくのかどうか。少しの配慮で、話によ

ると、美瑛あたりでは、ゆっくり走るとか、戸口へ

行って、ためているものについては、逆行するよう

な形になるときもあるのかもしれませんけれども、

グレーダーなんかだったら羽をかえれば、２回通れ

ば、町道あたりだったら、大体反対側のほうに寄せ

られるとか、そういう問題もあるわけで、その辺に

ついてはどういうふうに考えているか、お伺いした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 除雪等の技術的な対応につきましては、前段、北

條議員にもお答えさせていただきましたように、委
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託業者等において、それぞれ戸口、お宅の出入り口

等について、極力支障が生じないような技術的配慮

はお願いしておりますし、これからも、さらにそう

いった習熟度は高めていただくようにお願いしてま

いりたいと思います。 

 ただ、髙松議員が御心配されております、世帯の

年齢構成等によって、どのように対応していくかと

いう心配をされているのかと思いますが、たとえ高

齢の世帯であっても、近くに家族の方が住まわれて

いるとか、そういういろいろな生活のパターンがご

ざいますので、必ずしも高齢世帯だから、公共サー

ビスによって対応していかなければならない状況か

ということは、これは一概にはなかなか判断できな

い状況もありますので、それは、それぞれの、お一

人お一人の生活の実態というものを把握した中で、

除雪サービスを対応させていただいておりますの

で、そういった方を、議員がお話のような方、世帯

を、例えば見捨てているとか、あるいは我慢をして

いただいているとか、そういう不公平感を生じない

ような配慮はしているつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） その中に、先ほど言いま

したけれども、独居の女性の世帯というのが郡部に

おいて４１人、市街地において２８６人、今、町長

が言われるようなことで、周りにそういうような状

況があれば、こういう話はしなくても僕もいいのだ

ろうというふうに思っています。 

 郡部において、実際の話なのですけれども、たま

たま夕方帰ってきてみたら、除雪で家の前に雪が盛

られていたと。それで、どうしようもないから、そ

こへ車を置いていったのですけれども、今度はま

た、同じように雪が降ったら、朝、迂回したよう

に、結局、車の周りに雪が積まれてしまったと。こ

れどうすればいいのだろうという話をたまたま持ち

込まれて、その話の解決というのはならなかったの

ですけれども、そのことが非常に自分としては、地

域において生活をするための、町長も言われるよう

に、生活弱者と言われるような形の人に負担をかけ

る。 

 実際に、自分たちの地域で、今回、１０月、３戸

の老人の家庭と独居の女性の家庭、合わせて３戸で

すけれども、東中から居住地を放れなければならな

いということを決心した家庭があります。 

 そういうことを考えても、小さなことかもしれな

いけれども、そういう人たちにどうやって寄り添っ

ていくかということをやらないと、総合戦略の中で

言われている、人口をどうやってふやすかというこ

とよりは、現状で、どうやって人口を減らさないか

ということのほうが重要のような気がして質問して

いるわけです。 

 女性１人でいる家庭で、それだけの雪を積まれた

ら、やはり大変な労力にもなりますし、もしも雪か

きしていて、夜間だったりしたら事故にでも遭われ

たり、自分でも、やはり何かのことがあったら大変

なことだなという思いがあって、それにどうにか寄

り添ってもらえないかということをお伺いしている

わけです。 

 もう少ししたら冬になるわけですけれども、昨今

のような気候状況の激しい中だったら、どういうよ

うな豪雪というか、この地域でも、昨年度は非常に

そういう点ではよかったのですけれども、今年度、

この後どうなっていくかわからないわけですから、

ぜひそのような不安を解消していくような方策を考

えてほしいというふうに思うのですけれども、どう

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の除雪に対

します、特に高齢者等に対します除雪対策について

の御質問にお答えさせていただきますが、自分の自

助努力という範疇には、ほかの方にそういった作業

を委ねる、あるいは近くにおられる近親者の方が対

応していただく、あるいは地域全体で、そういった

方々に対して手を差し伸べようかというような、さ

まざまな選択肢は私はあろうかなというふうに思い

ます。 

 そして、さらにそういったことからも、なかなか

手が差し伸べられない方々に対しましては、公とし

て、これはしっかりとした、安心を担保できるよう

な方策を講じるすべがございますので、そういうさ

まざまな選択肢、さまざまな段階を経る中で、対応

が可能であるというふうに考えておりますので、ぜ

ひここは、地域といたしましても、そういった方々

に対する対応についての、ぜひ意思の疎通を高めて

いただければありがたいなと期待をするところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それについても、ぜひ地

域での対応ということですけれども、組織立って

やっていく方向性なり何なりを示していくという

か、ただ単に隣のおじさん、兄ちゃんに頼むよとい

うことではなくて、そのような方策が、地域でもど

ういうふうに図られるかということについての対応

を考えていくことができないのかどうかということ

もお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に
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お答えいたしますけれども、これは、こういったこ

とに対しましては、町が何か方向づけを示すという

ようなことは、協働のまちづくりの精神からして、

私は一定程度、これは地域の自主性に委ねる。地域

でさまざまな課題解決に向けてのお話や協議がなさ

れたことに対するバックアップは、これは行政とし

てすることは当然でありますけれども、まず主体

は、コーディネートは行政がするといたしまして

も、やはりそういった組み立ての主体は、地域が主

体になって取り組んでいくことが定着していかない

と、協働のまちづくりはなかなか進んでいかないの

ではないかなというふうに理解をしているところで

ございますので、ぜひ御協力を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今の協働のまちづくりと

いうことで、少し公助というところで町は逃げてい

るのではないかというような感じが昨今するのです

けれども、どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきますが、その都度、皆様方か

ら多様な御意見をいただきながら、適時適切に対応

しているものと理解をしているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。質問あり

ますか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、農業振興資金と生

産振興補助金のことについてお伺いしたいと思いま

す。 

 今現在、町の本年度の予算の中に、総額で９９０

万円、これに充てたお金が計上されていますけれど

も、残念なことに具体的な計画がないために、第７

次農業振興計画の中にある、数多くの項目があるに

もかかわらず、残念なことに支援策がとられていな

い。これについてはどのように考えればいいのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番髙松議員の、

多分、資金の予算、農業振興資金というか、これも

含めまして９９０万円の予算が計上されているとい

うことに対する御質問かというふうに思います。 

 これにつきしては、２種類の融資がございまし

て、１種類が農業振興資金、もう１種類が、過去

に、先ほど町長のほうからも答弁ありました、生産

振興事業の補助残分の、営農改善資金という無利子

の融資があったわけですけれども、そちらのほう

の、新しい事業に対するものではなくて、既往分と

いいますか、今までに活用された営農改善資金の返

還分ということで、これはまだ何年か続きますの

で、予算計上させていただいているということに

なっております。 

 また、農業振興資金のお話も出てきておりますけ

れども、これについても、毎年毎年農業者の皆さん

活用の申請が、最近ちょっと実績ないのですけれど

も、一応金融面での振興策として予算計上して、出

てきた場合に活用いただくということで、予算計上

を図っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それで、以前は、たしか

農協とタイアップして、資金のボリュームをふやし

てやっていたと思うのですけれども、それが残念な

ことに途切れてしまっている状況にあるのですけれ

ども、これを復活させるためには、方策として、Ｊ

Ａふらのとどういうような、上富良野支所との関係

とかをどういうふうにしていったらいいかという問

題があるかとは思うのですけれども、町としては、

これに対してどのような働きかけをしようとしてい

るのか、また、してきているのか、それについてお

伺いしたいと思うのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の農業振興

に関します資金対応についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 これまで農協と原資を出し合いまして、生産振興

に結びつく戦略的な資金対応を図ってきたところで

ございます。 

 これらの資金、あるいは振興策につきましては、

町が戦略的に農業振興を図る、それと相まって、農

協と共同歩調がとれるかどうかということが、一つ

の大きなポイントになろうかと思います。 

 そういったことで、農協の戦略上、例えば特産品

をつくるとか、あるいは新規作物を導入するとか、

そういう戦略性を持つ、そういったことに行政が

バックアップをして、協調して資金対応なり助成を

するなど、そういう組み立てが私は大事であろうと

いうことで、今そういうようなアプローチも農協か

らも来ていない状況にありますし、町はいつでも、

そういったことに対しまして、対応できる気持ちは

持ち合わせておりますので、ぜひ生産者も含めて、

新しい、特に新技術等の導入等につきましては、こ

れから大きな課題となってくると思っておりますの

で、そういう御提案をいただければ、いつでもそう

いうことに協力できる体制を整えておりますので、

御意見をいただきたいというふうに願っているとこ

ろでございます。 
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○議長（西村昭教君） 昼食休憩といたします。 

 再開は午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中の髙松克年君の再質問を受け付けます。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 先ほどの続きなのですけ

れども、具体的にぜひＪＡと協議すべきというふう

に考えているのですけれども、その必要性について

どういうふうに感じているか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の農業振興

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 いろいろな資金対応も含めまして、実は、あすの

質問者の中にも質問がいただいておりますけれど

も、農業振興計画を、現在さらにその中身を詰め

て、より実現性の高い、戦略性のある計画に少し中

身をつめようということで、今、審議会の皆さん方

のお力をかりて、取りまとめをしている最中でござ

います。 

 そういった上富良野町の農業振興に特化した戦略

を私として持ちたいというふうに考えておりまし

て、そういう中から、現在も、平成２５年度まで、

いろいろな振興作物を戦略的につくってきたり、そ

ういうことを手がけてまいりました。そういうよう

な取り組みが、今後、具体的に審議会の皆さん方、

あるいは生産者の皆さん方、さらには農協の戦略上

も、思いが共有できるものを見出しながら、バック

アップをできるような体制にしてまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 続きまして、次に入りた

いと思います。 

 ＴＰＰについてなのですけれども、道庁の試算

で、現在、農家戸数が北海道の場合４万３,０００

戸と言われているのですけれども、その５３.４％

に当たる２万３,０００戸減少するということを試

算の中でも出ております。 

 また、２３年度の農業算出額で、１２品目で７,

５００億円、６割以上の減少をするのではないかと

いうふうに言われております。 

 上富良野の場合は、沿線で１４％ぐらいの減少と

いうことを、ＪＡふらのは打ち出しておりますけれ

ども、これに該当すると、この１２品目の中に、

米、麦、てん菜、でん粉、乳製品、牛肉、豚肉、小

豆、インゲン、鶏肉、鶏卵、軽種馬とありますけれ

ども、これらの中から見ると、野菜などに対しての

作目の減少というのは比較的少ないかとは思うので

すけれども、米、麦、てん菜その他、牛肉、豚肉な

どに対しても、かなりの大きなダメージがあると思

うのです。 

 この交渉事が進むことによって、決定されるかど

うかというのは、まだその段階ではないのですけれ

ども、我が町においても、やはり農家戸数の減少と

いうことからいえば、今の半減してしまう、１５０

戸ぐらいになってしまうのではないかという懸念を

されるわけです。 

 しかも、それによって急激な変化が起きるという

ことは、これは我が町にとっても非常にダメージ、

経済的なダメージを受けることにもなるだろうし、

それらの受け皿になるような農家が育成されるかど

うか、重大な問題があるわけで、この交渉事が長引

くことによって、農家の心と農家の田が荒廃する、

心田荒廃という言葉を使っていましたけれども、そ

ういうことが起きてくる可能性というのは十分ある

と思われるのです。 

 それで、これらによって、先ほどから国の施策で

も言われているように、地方創生の戦略に対しても

大きな、せっかく今つくり上げようとしているもの

に対してもダメージを受けることになり、それをま

たつくりかえていくということは大変努力が要ると

いうことにもなると思うのですけれども、これらに

対して、農家である町長の力強い、将来に対しての

支援策というか、それをお聞きしたい。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の農業振興

についての、特に、現在話題になって、関心事に

なっておりますＴＰＰも含めて、私なりにお答えで

きる範疇でお答えさせていただきますが、まず、Ｔ

ＰＰ交渉につきましては、御案内のように、現在、

担当者によります、主席担当者の会合が現在行われ

ているというふうに報道を聞いているところでござ

います。 

 閣僚会議に至りましては、３０日並びに１０月１

日、両日にわたって、最後の詰めを行いたいという

ことで、とりわけ、一昨日の安倍総理の記者会見に

よりますと、今回の閣僚会合を最終回にしたいと言

うような趣旨の発言もなされていることから、非常

に私といたしましては、緊張感を持って注目してい

るところでございます。 

 しかし、その一方で、農産物の重要５品目は必ず

守ると。さもなければ交渉から撤退するということ

も選択肢としてあるというような国会決議も一方で
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はあることから、非常にそこには大きな期待をして

いるところでございます。 

 いずれにいたしましても、自由化というものが我

が国において進んでいくような方向にあるというこ

とは、多分避けて通れないことなのかなというふう

に考えているところでございます。 

 我が町に事を置きかえてみますと、髙松議員から

御案内ありましたように、北海道はもとより、上富

良野町の将来の農家戸数がどのように推移するかと

いうことにつきましては、これから１０年か１０数

年先だと思いますが、１５０戸前後になるというよ

うな試し算が示されていることも承知しておりま

す。しかも、北海道に聞きますと、これはかなりの

確率でなるであろうというような予測も言われてお

りまして、非常に危機感を持っております。 

 そういう中で、先ほどのお答えにも重複するとこ

ろがありますけれども、上富良野町としてどのよう

に、私といたしましては、効率的な農業者、あるい

は国が目指します大規模化を図ることは、一方では

それも必要でしょうけれども、しかし、私として

は、農家の戸数が減るということは非常に忍びない

ということで、北海道とのいろいろな意見交換の中

でも申し上げておりますけれども、今、東中地区で

行われております農業農村整備事業等におきまして

も、ある種、見方を変えれば、これは離農促進事業

というような側面も実は一方では持っているわけで

ございまして、ぜひ離農者を出さないと。大規模経

営は、若い担い手の方が担う。また、経験を積んだ

方は、高収益作物に特化すると、そういうように重

層的に農業政策を組み立てて、ぜひ北海道も協力し

てくださいということで、上富良野町としても、そ

ういう取り組みをぜひしたいということで認識して

おりますので、ぜひ皆さん方から御意見を賜りなが

ら、新しい上富良野の農業の形態をつくってまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。再質問あ

りますか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 公民館分館の施設のこと

についてなのですけれども、地域に住んでいる者と

しては、長年にわたり適正な管理に努めてきている

と言われているのですけれども、残念なことに現状

を見ると、例えば屋根が２０年も塗装されていない

とか、効率の悪い暖房器を使っているとか、いろい

ろな問題を抱えていて、今それが浮上してきている

ような状況で、しかも、ここに出ている６施設の中

で、清富については、公民館と言われるものは撤退

しているような形で、そのまま放置されているとい

うような話も聞きますし、これをどのような形で管

理していけばいいのかというのは、地元でも非常に

論議になるところなわけでして、時代にそぐわない

ような形で、長い間手をつけてこなかったというと

ころに、大きな問題になってきているのかなと。 

 これをどういうふうにしていくかということに

よっては、大きな財政負担というか、そういうもの

も必要になってくる可能性もあるということからし

て、非常に地元としても苦慮している。選択をする

のに苦慮しているというようなこともあって、すっ

きりした、地元で、みんながこれに向かっていくぞ

というようなことも、他の地域でもやはり難しいよ

うな意見を聞いているので、これについて具体的

に、やはりこういう方法で年次ごとの計画を立て

て、今から手をつけていってもおそくないと思うの

で、それをぜひ改修なり何なりも含めて、屋根のふ

きかえなんかも含めて、ぜひ考えていってほしいと

いうふうに思っております。 

 地域としても、やはり施設がなくなるということ

は、お年寄りの集まるところ、また、町の社会福祉

にお願いしなければならないような状況になる前段

の人たちの集まる場所としては、重要なポイントに

なっているということがありますので、経過という

か、年次ごとの計画を伺いたい。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １０番髙松議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、ちょっと前段お話をさせていただきたいの

は、適正な管理に努めてきたということを改めても

う一度言わせていただきたいと思います。結果とし

て、その当時、財政的に非常に厳しい中で、さまざ

まな選択をした中で、適正な維持管理をしてきたと

いうふうに考えております。 

 ただ、老朽化が進んでいるという現状について

は、先ほども答弁をさせていただいたところであり

ます。 

 さて、今１カ所は使っていませんので、５カ所の

建てかえ計画についての御質問かと思いますけれど

も、具体的な建てかえの計画については、今持ち合

わせておりません。先ほどもお話し申し上げました

ように、維持修繕をもとに対応をしていきたいとい

うふうに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それで、やはり地域の人

たちとしては、屋根がどうなるのだろうとか、壁が

どうなるのだろうとか、細かいところでの問題点も

抱えているわけでありまして、それらに対して、や

はりこういうふうなことで、それぞれ個々の建物に
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ついてでもいいのですけれども、ぜひ将来像とし

て、ここから手をつけていきたいと思うということ

を、ぜひ示してほしいというふうに思うのですけれ

ども、今すぐどうこうということはできないと思う

のですけれども、またそれらあたりに対しての質問

をさせていただきたいと思うので、それまでによろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 再質問ありますか。（「あ

りません」の声） 

 以上をもちまして、１０番髙松克年君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、９番荒生博一君の発言を許します。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 私がさきに通告しておりま

す２項目に関して、ただいまより質問させていただ

きます。 

 まず、１項目めです。十勝岳山麓ジオパーク構想

について。 

 平成２９年度の日本ジオパーク認定登録を目指

し、本年度４月に、美瑛町と上富良野町、両町の関

係団体や機関による地域協議会が設立され、８月に

はかみんにて、徳山大学の講師を招いたり、講演会

を行うなど、認定に向けて今後いろいろな取り組み

を進めていくと思います。 

 町広報紙の７月号に、町全体でこの活動を盛り上

げて、認定を目指しましょうと書かれておりました

が、具体的にどのように町民の皆様を活動に参加し

ていただくのか、現在のプランがございましたら、

お伺いさせていただきます。 

 また、ジオサイトの候補地やジオガイドの育成な

ど、協議会での決定後、町民とともにプランニング

するためには、協議会参加の団体などの組織づくり

は何か考えているのでしょうか、町長の考えをお伺

いさせていただきます。 

 続きまして、２項目めです。観光振興計画につい

て。 

 平成２５年度から平成３０年度までの６年間の計

画期間で定められた観光振興計画の中の行動計画

に、自然散策ツアーの実践のためのガイドの育成と

書かれております。 

 計画の策定から３年が経過した現在、実現に向け

てのプランはどのように考えておりますか。もしも

育成プランをすぐにでもスタートする御準備がある

のならば、この２９年度に向けたジオパークの認定

に向けて、同時進行で、町オリジナルの上富良野観

光マイスターなどのような制度をつくり、目標の達

成のために、今このタイミングで始めてはいかがで

しょうか。 

 また、これにより、当町で自衛隊の退職者、退官

者の雇用などにもつながると私はイメージしており

ますが、町長の考えをお伺いさせていただきます。 

以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの十勝岳山麓ジオパーク構想に関

します御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、町では、美瑛町とともに、本年４月に設立

いたしました十勝岳山麓ジオパーク推進協議会を中

心として、日本ジオパークの認定に向け、活動をス

タートしたところであります。 

 ジオパークは、貴重な自然遺産そのものの価値を

認定するものではなく、貴重な自然遺産を保全しつ

つ、教育や地域振興に活用していく、地域としての

活動内容を含めて認定されるものでありまして、さ

らに、４年ごとに再審査がある仕組みからも、継続

的な地域活動が重要と受けとめているところであり

ます。 

 そのようなことから、地域の新たな活動を促して

いくことも大切でありますが、一例といたしまし

て、既に、郷土をさぐる会による郷土史の研究活動

のほか、毎年度実施されております、小学４年生を

対象とした火山砂防施設見学会、あるいはフットパ

スやヒルククライムなどのイベント、さらには、地

元の食材を活用したメニューの提供など、既にジオ

活動につながるような、さまざまな活動が展開され

ておりますので、そういった活動の輪を広げていく

ことが大切なことと考えております。 

 町といたしましては、地域の方々の多様な活動を

促すための環境づくりや、それぞれの活動組織が連

携を図れるような支援をしていくことも大切な役割

と受けとめているところであり、地域の皆さんとと

もに、ボトムアップ型のジオパークを目指してまい

りたいと考えております。 

 次に、ジオサイトの設定やジオガイドの育成につ

いてでありますが、これらは、同時にジオツアーの

企画立案等も進めていくことも必要と思われますの

で、議員御発言にありますように、地域のさまざま

な方々の御協力をいただきながら、自発的な活動組

織やグループなどの立ち上げが重要となりますの

で、今後、そういった動きが生まれるような環境づ

くりに努めるとともに、連携して対応を図ってまい

りたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、まずは、平成２９年度

の認定を目標として、活動を推進してまいりたいと

考えておりますので、御理解と御協力を賜りたいと

存じます。 

 次に、２項目めの観光振興計画に関する御質問に
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お答えさせていただきます。 

 まず、自然散策ツアーの実践についてであります

が、前期３年間におきましては、観光ガイドのスキ

ルアップを目的とした研修会やモデルルート設定に

向けてワーキング作業を進めてまいりました。 

 また、来月には、モデルルートとして白銀荘を始

点・終点とする十勝岳望岳台コースを１泊２日の日

程で実施することとなっており、あわせて同日程

で、サイクリングによるモニターツアーも実施し、

いずれもこのガイド役は、研修会に参加いただいた

地元の方に担っていただくこととなっております。 

 今後におきましては、これら事業の検証を行うと

ともに、ツアーガイドの養成と地元の受け入れ態勢

の充実に向けた取り組みを継続して行いながら、有

効な観光メニューとして確立できるよう努めてまい

ります。 

 次に、ツアーガイドの育成に関連し、ジオパーク

認定と連動した北海道観光マイスター、上富良野観

光マイスターなどの制度設計についてであります

が、今後の観光振興に関する関係機関との協議の中

で、本制度を初め、実践的な戦略につながる制度に

ついて研究・検討してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 いずれにいたしましても、先ほど述べましたよう

に、ツアーガイドなど観光人材の育成は大変重要と

受けとめており、観光振興においても果たす役割が

大きいことから、活動内容のＰＲや情報提供を進め

る中から、新たな雇用につながることを期待してい

るところであります。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 皆様も御存じのとおり、先

般、９月２０日付かと思われますが、北海道新聞の

記事に、道内、様似町の世界ジオパーク認定の決定

が大きく見出しとして出ておりました。現在、日本

国内にあるジオパークは七つと記憶しております

が、八つ目の誕生が北海道内になりまして、北海道

は、さきに洞爺湖・有珠山ジオパークが道内最初の

世界認定ということで、一生懸命火山の情報などを

来たお客様に、皆様に周知いただきながら、案内を

的確に行っていると伺っております。 

 私も旅館協会の研修ということで、先般、三笠の

ジオパーク、実際にジオツアーのガイドさんに、２

時間にわたり三笠の見どころをたっぷりと御説明を

受けました。 

 その中で、三笠のジオパーク自体、ジオガイドの

発足後まだ１年ということで、現在、ジオガイドを

されている１１名の中のスタッフ、皆様、多分Ｃ、

Ｂ、Ａというランク分けになるかと思われますが、

そのガイドの方がおっしゃっていたのは、まだ発足

後１年目ということで、皆がＣランクで、初々しい

気持ちで、自分たちの知り得た情報を、それを求め

てお越しになられるジオツアーのお客様に満足いた

だけるように、資料を実際に見ながら詳しく、一項

目ずつ丁寧に案内いただきました。 

 多分、この２９年度に向けて活動を行ってまいり

ますということで、２年後、実際にジオパークの認

定が決まり、受けた後、すぐに学校関係などの修学

旅行等の見学、ジオ見学、ジオツアーの依頼という

オファーも十二分に考えられますが、その中で、準

備期間においては、もともとある活動のフットパ

ス、それからＴＣＣなどのサイクリングの団体、も

ちろんおのおの活動は、引き続きサポートいただく

中で、新しい組織が誕生したり、そういったことも

十分想定されると思います。 

 まずは、２年後に認定を控えております。そのた

めには、レスポンスを早く、すぐにこの冬にでも、

私としましては、そういったジオガイドの、まず、

初期段階の、一般に広く町民の方に周知し、現在、

町としては、７月の広報紙、それから、ついこの間

の９月の広報紙に、このようにジオパークの記事を

どんどん上げているのは私も十分承知しておりま

す。 

 ただし、この文面を見ても、まだ町民の方々、そ

もそもジオという単語、これ自体をわかってらっ

しゃらない方、特に御年配の方々含めて数多くい

らっしゃると思います。 

 そういった中でも、私はリーダーシップはぜひ町

長におとりいただき、ボトムアップ型を本来目指す

のであれば、町民の全ての方々に、まず、ジオパー

ク認定というのはどのようなものかというのを、引

き続きこういった広報を通して、皆様に御案内いた

だきたいという願いと、出前講座もこちらにはあり

ますということで、総務課の方がいつでも準備をし

て、住民会の方々、そのほか必要性に応じて、各団

体の皆様にいつでも、このジオパークとは何かとい

うことを説明にうかがえる準備ができているのも承

知しております。 

 しかしながら、私が一町民として思うことは、や

はりボトムアップ型、全ての町民を巻き込み、そし

て皆で盛り上げて、認定を目指すのであれば、ジオ

パークの案内の横にぜひ向山町長の顔でも載せてい

ただいて、町長みずからの発信ということを、町民

全てにわかっていただけるような取り組みを行って

いただきたいと思います。 

 今この課題自体が、これから未来の２年後に向け

てのテーマということで、今、詳細を事細かく伺う

ということはできないかもしれませんが、まずは、
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町長みずから主導いただけるかどうか、その思いを

伺う。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のジオパーク

に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 何点か御質問いただきましたけれども、大きく捉

えまして、私、かねてから上富良野にさまざまな、

ジオに限らず、さまざまな地域資源がたくさんある

にもかかわらず、それぞれ一つ一つ個別に皆さん方

が努力されて、それを磨き上げようという頑張る姿

は拝見しておりますけれども、せっかくそういう潜

在力がありながら、どうも何か横串が刺さっていな

いというような思いを常にしておりまして、たまた

ま美瑛町のほうと、山麓のジオ構想を目指そうとい

う機会をいただきまして、これは上富良野の活性化

に大きなインパクトになるということで、このジオ

パーク構想というものを練り上げる決断をしたとこ

ろでございます。 

 現在、先ほど申し上げましたように、いろいろな

地域資源というもの、あるいはそういった地域にあ

る資源を学ぶことによって得られるもの、そういう

思いを、やはり町民みんなが共有をしなければ成熟

していきませんので、荒生議員からお話ありました

ように、私も率先して地域の皆さん方に、目指そう

とするジオパーク構想というものは何かと、そし

て、そこから生まれてくるものは何かと。 

 認定そのものが目的でございませんので、認定が

される、あるいはされてから、それをどのようにし

て生かして、地域づくり、教育、産業振興、あるい

は多方面にそれを波及させていくかということが大

事でございますので、同時にジオツアーガイドの育

成も、やはり皆さんに案内できる案内役がいないの

も、これも不幸なことですから、これは同時進行で

ぜひなし遂げていきたいと。 

 そして、その過程の中では、多分ジオサイトを何

に設定していくかというようなこともテーマになっ

てきます。そういうところを一つ一つ積み上げて、

厚みのある、幅のある、そして、しかも町民みんな

が、上富良野ジオパーク構想といえば、皆さんが思

いを共有できるような素地をこれからしっかりとつ

くっていきたいと思いますので、ぜひ御支援を賜り

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 同じように考えは私もあり

ますので、それに関しては大変ありがたく思い、こ

の冬にでも本格的に、協議会の中で行われている決

定事項というのをぜひ我々にお知らせいただきまし

て、その中から、ほかの地域の例を挙げますと、今

現在、地区を申し上げるのはあれなのですが、協議

会の傘下に、委員会と名づけた同名の団体というの

は数多く存在しています。上富良野も、多分美瑛町

と上富良野、両町挙げてという取り組みになります

ため、どうしても行政区分とかいろいろな問題があ

り、認定後に、上富良野の案内は上富良野のジオガ

イド、美瑛町の案内は美瑛町のジオガイドといった

ような形が、多分移動の時間も、交通費などという

のも、ツアーを希望される方、御自身の負担になり

ますので、多分おのおのの町で、そういったガイド

が育成され、的確に町の自然資源の案内ができれば

と思っていますので、我々もこの構想に関しては、

僕自身もこれから勉強するということですので、本

当に御質問になるかどうかというのがあれなのです

が、とにかく町長のお言葉を信じ、これからジオ

パークに向けて、このように一生懸命取り組みを、

私も所管が、おかげさまで総務産建に決まりまし

て、こちらの中で、私たちの総務産建の閉会中の課

題ということで、ジオパークを積極的に、この所管

の年度が２年間という期間ですので、その期間にベ

ストマッチしておりますので、全力を挙げてジオ

パーク認定に向けて協力をしたいと思います。 

 続きまして、観光振興計画について。 

 御回答いただきました、観光ガイドのスキルアッ

プを目的にした研修会やモデルルート設定に向けた

ワーキング作業を進めてまいりました結果、来月に

モデルコースとして、白銀荘を始点・終点とする

フットパスの１泊２日のモニターツアー、それか

ら、同日行われますサイクリングの１泊２日のモデ

ルツアー、このガイドに実際携わっていただいてい

る方々は、私も十分仲よくさせていただいている町

民の、片方はフットパスの野山人の中から厳選され

たガイドが担当するとお聞きしています。サイクリ

ングも同様に、十勝岳サイクリングクラブのスタッ

フが同日、ツアーに同行して、お客様を案内すると

伺っております。 

 そのための活動のサポートとして、行政では、ス

キルアップを目的にした研修会を行ってきたという

経過がある中で、私も観光振興計画が策定された後

に、二、三時間上富良野に滞在しませんかという

ワーキング、それから、観光人材育成セミナーな

ど、行政が主催するこういった観光の人材育成に向

けた取り組みに関して、僕自身も積極的にかかわり

たく、できる限りで参加をしてまいりました。 

 ただし、どうしても我々の業態、冬場の閑散期に

時間がとれるという形で、このワーキング自体も１

１月から大体３月の冬場の閑散期に主に、一生懸命

勉強会などをとり行ってきた中で、実際、私もサイ
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クリングに関しての研修会などの報告は知人に受け

またが、実質行っていたのは、わずか１日、札幌に

参りまして、サイクリングのプロのガイドから、ど

のようなことでお客様を案内しているかというの

を、観光ガイドになるべくサイクリングのガイド候

補生に実体験を受けていただいたというのと、こち

らに戻りました際に、その反省会ということがとり

行われた以後、実際に１０月３日に行われるモニ

ターツアーまでの間、特に何か皆で集まって勉強会

を催したということは伺っておりません。 

 これから、さきにお話ししたジオパークガイドも

含めて、こういった自然散策のガイド、サイクリン

グのガイド、いずれにいたしましても、やはり準備

時間とか期間というのが、勉強会、研修会には要す

ると思いますので、この文面では、さも時間をかけ

て、取り組みに向けて一生懸命努力したということ

での報告に受けとめる文面なのですが、まだまだ、

もっと的確にお客様を御案内するという、おもてな

しの立場から考えると、時間をたくさんつくってい

ただき、訪れたお客様が満足できるように、今、現

存のフットパスですとかサイクリングの団体、おの

おののブラッシュアップはマストだと思いますが、

そのサポートともに、町長が先ほどおっしゃいまし

た、おのおのの組織はすばらしく上富良野をＰＲい

ただいておりますが、横のつながりがないというの

は私も現在肌で感じております。どのようにしたら

まとまりが、その組織間で行われるか、町長はどの

ようにお考えですか、お聞きします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の観光振興全

般につきましての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 先ほどのお答えと重なるかと思いますが、私とい

たしましては、かねてからこの上富良野に賦存する

大きな、さまざまな観光のみならず、農業資源も含

めて、磨けばまだまだ光る素材がいっぱいあるとい

うふうに思っております。 

 そして、またそれを仮にそれぞれの組織なり、そ

れぞれのかかわりのある方々が一生懸命頑張ってい

ただいても、それをまた多くの皆さん方に観光資源

として、あるいは農産物資源としてＰＲする、そう

いった手法は、どちらかといえば少し立ちおくれて

いる状況に現在あるかなというふうに理解をしてい

るものですから、ぜひそういった、これからは少し

荒っぽい言い方をすれば、本当に飯の種になるよう

な、そういうものにつくり上げていきたいなと。 

 そして、それがこれからの上富良野の産業力の、

地域力のボトムアップになるというふうに考えてお

りまして、特に、そういう中から、今、荒生議員か

らお話ありました、どの分野をとっても、やはり人

材をつくっていくということが、まずなければ事は

進みません。どういう形が、観光振興計画の中での

前期の中でも、いろいろアプローチしてきましたけ

れども、実際にまだまだ人材が足りているわけでも

ありませんし、まだまだプロフェッショナルをつく

る必要もありますし、そういったことで、今後、観

光振興計画を進める中で、ジオツアーも含めて、観

光のいろいろリーダーシップを発揮していただける

人材育成も含めて、もっともっと私ども自身も中身

を熟知して、そして、地に足の着いたような人材育

成をこれからも進めて、それが産業に結びついてい

くような、そして雇用に結びついていくような展開

をぜひ図っていきたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 荒生議員、よろしいです

か。再質問ありますか。ないですか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 最後に、最終的に、先ほど

町長がおっしゃられた、飯の種になるべく存在にな

り得る可能性があるというのは、他のジオパークの

ガイドの資料とか、金額というのをいろいろ精査し

ましたら、人数に応じては、１人に対して４時間前

後で２万５,０００円から３万円の収入になるとい

うような形もございます。 

 それが、たまたま１時間の案内で、１回につき

２,０００円かもしれない。１,５００円かもしれま

せんが、産業の振興の中において、今、町でも問題

になっている商工業の元気のなさも伴っておりまし

て、どんどんどんどん自衛隊退職者の方の雇用の受

け皿というのが少なくなっています。 

 僕は、ある意味このタイミングにかけていただく

ことができるのであれば、将来の自分自身の２番目

の思い入れのある職業として、育った町、住みつい

た町の魅力を発信していくガイドというのは、雇用

の面においても、先ほどの受け皿がどんどんどんど

ん大きくなれば、それに伴うオファーもふえて、い

ろいろ町では１１名とか１３名とか、実際に本当に

スペシャリストというのは少ないです。 

 ただし、１年、２年、３年と勉強し、積み重ねる

ことによって、協議会認定のガイド、もしくは町独

自のガイドということであれば、厳しい山岳登山と

か冬山のガイドというのは、やはり危険が伴います

ため、必ずや北海道のアウトドアガイドの資格を

持っていたりとかということが、必ずや問われる未

来があると思いますが、こういった我々の手をかけ

ない自然資源に関する、言葉での説明のガイドとい

うのは、そういった部分での危険というのは伴いま

せんので、ある意味将来に向けて、自衛隊の限ら
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ず、仕事をリタイアされた６５歳以上の方々も、ま

だまだ年齢的にもチャンスが十分あり得ると思いま

すので、生きがいとして捉えていただき、そういっ

た活動に皆さんを巻き込んで、ぜひガイドの育成含

めた観光産業にお力添え、御協力をお願いしたいと

思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（西村昭教君） 答弁はよろしいですね。 

 これにて一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 １時４３分 散会
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２７年第３回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内しました議案第１６号教育委員会委

員の任命について並びに選挙第１号選挙管理委員及

び補充員候補者の推薦につきましては、後ほど議案

をお配りいたしますので御了承願います。 

 議会運営委員長、総務産建常任委員長及び厚生文

教常任委員長から、閉会中の継続調査の申し出が配

付のとおりございました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ５番 今 村 辰 義 君 

     ６番 金 子 益 三 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、１２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 私は、さきに通告をさせ

ていただいております４項目につきまして、町長並

びに農業委員会会長にお尋ねをいたします。 

 １番目、農業振興について。 

 平成２７年の町政執行方針の中で、農業について

第７次農業振興計画２年目に当たり、農業が今後も

我が町の基幹産業として持続できるように実践計画

を策定して事業の推進、具現化を図るとあるが、そ

の実践計画についてどのように考えているのかお伺

いをいたします。 

 ２項目め、農業後継者対策について。 

 平成２４年の農地プランの意向調査によると、後

継者がいると答えたのは８３戸、農家全体の２７.

２％となっており、直近の戸数は何戸となるのか。

後継者確保のため、今、何が必要と思われるのか、

考えをお伺いいたします。 

 ３番目、家族経営協定締結について。 

 家族経営協定は、農業委員会が推進をしています

が、最近は締結する家族が少ないように思われま

す。現在の締結数(中身)について、今後、推進する

予定があるかをお伺いいたします。 

 ４番目、農業者年金の加入促進について。 

 現在の上富良野町の農業者の加入件数(男女別)

と、今後どのように推進を考えているのか、考えを

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。１２

番中瀬議員の御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 まず、１項目めの農業振興にする御質問にお答え

をさせていただきます。 

 議員御発言にもありましたように、本年度の執行

方針の中で、実践計画の策定について述べさせてい

ただいておりますが、現在、慢性的な担い手不足、

さらにはＴＰＰなど、農業政策において大きな課題

が山積している実態にあり、これらを踏まえ第７次

農業振興計画に基づいて、当町農業の優先課題を明

らかにし、実効性のある施策につなげるため策定す

るものであります。 

 本計画の策定に当たりましては、実践的な施策の

提言がいただけるよう、昨年１２月より農業振興審

議会において審議が進められており、審議も終盤を

迎え、近々答申の運びとなる予定であります。今

後、それらの提言を十分に参考にさせていただき、

具体的な実践計画を策定し、ＪＡを初め各農業関係

機関と連携し、第７次農業振興計画の期間内に道筋

をつけることを基本として取り組んでまいりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの農業後継者対策に関する御質問

にお答えいたします。 

 後継者の意向調査につきましては、調査方法や戸

数回収率に違いはありますが、直近におきまして

は、ＪＡにおいて組合員の意向調査が行われ、その

集約結果では、後継者がいる、あるいは後継者が見
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込めると回答された経営体は６７戸、農家全体の２

６.６％となっております。 

 また、後継者の確保のためには、何が必要と思う

かとの御質問でありますが、まずは農業経営の安定

や将来性があり、国民にしっかりと認知される魅力

ある職業になることではないかと思っております。 

 後継者対策は、一地域のみだけで解決できる問題

ではなく、全国的課題であり、国を挙げて早急に対

策を講じていただくべく、あらゆる機会を通じ発信

してまいりたいと考えております。 

 一方、町といたしましては、生産基盤の整備を初

めとし、生産性・収益性を高め、農業所得の向上に

つながる有効な施策を推進していくことが、行政の

役割であると認識をしているところであり、１項目

めの御質問にお答えをさせていただきましたよう

に、実践計画を策定し、着実な施策の展開につなげ

ることが重要と考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、農業委員会会長、答

弁。 

○農業委員会会長（青地 修君） １２番中瀬議員

の３項目め、家族経営協定締結に関する質問にお答

えします。 

 家族経営協定は、家族農業経営に携わる各世帯員

が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力

的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族

皆が働きやすい就業環境などについて、家族間の十

分な話し合いに基づいて取り決めるものでありま

す。 

 農業経営は、家族だからこそのよい点がたくさん

ありますが、一方で、経営と生活の境目が明確でな

く、労働力となる家族の役割や労働時間、労働報酬

などの就業条件が曖昧になりやすくなるため、家族

の約束事として経営方針の決定や就業条件等を協定

することは、重要なことと認識しているところであ

ります。 

 また、家族経営協定の制度上のメリットとして、

認定農業者の共同申請、農業者年金の保険料に対す

る国庫補助、制度資金の融資などがあり、これまで

制度ＰＲのための勉強会や研修会の開催、協定締結

の調印式の実施など、農業改良普及センターなどと

の連携により進めており、現在、家族経営協定の締

結が９９件となっているところであります。 

 議員御指摘のとおり、ここ数年は締結する家族は

減ってきている現状にありますことから、今後は農

業改良普及センターなどの関係機関と連携して、家

族皆が経営に参画し、女性農業者の地位確立、後継

者の自立応援など経営環境の改善を目指して、制度

の普及・拡大を図ってまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの農業者年金の加入促進に関する

御質問にお答えいたします。 

 農業者年金は、農業者の老後生活の安定、農業経

営の若返りや規模の拡大を図り、農業経営の近代化

に寄与することを目的として、昭和４６年に創設さ

れました。しかし、被保険者数の減少などにより、

受給者への支えができなくなったことから、制度の

見直しが行われ、平成１４年１月から新農業者年金

として再構築されたところであります。 

 この新農業者年金は、国民年金の第１号被保険者

で、付加年金に加入しており、年間６０日以上農業

に従事する６０歳未満の人は、誰でも加入できる制

度であります。みずからが積み立てた保険料とその

運用益によって、将来、受け取る年金額が決まる積

み立て方式とされています。 

 当町の平成２７年８月末の新年金被保険者数は８

１名、内訳は男性６９名、女性１２名です。このう

ち一定の要件を満たした場合、国が保険料の一部を

補助する政策支援が行われており、その内容は保険

料月額２万円のうち、最高１万円が国庫補助として

支援されております。当町では現在２３名、内訳は

男性２１名、女性２名の被保険者が対象となってい

るところであります。 

 議員御質問の加入促進につきましては、未加入の

農家に対しましては、加入案内パンフレットの送付

を行い、農業委員会だよりによる制度の周知を図る

ほか、ＪＡ及び農業委員会事務局での相談対応など

実施しているところであります。今後におきまして

は、町を初め関係機関の協力を得ながら、農業者の

老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、

農業者の確保に資するよう農業者年金制度の周知を

図り、加入者の拡大に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） まず、第７次農業振興計

画に基づいて、上富良野農業振興優先課題を明らか

にするということでありますけれども、今、何が優

先課題だと町長は考えておられるのか、その思いを

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の農業振興

計画に対します御質問にお答えさせていただきます

が、優先課題が何かという御質問でございますが、

私なりに優先的な課題は、さきのお答えの中でもお

答えさせていただいておりますように、経営の安定

化をまず図ると、そして所得の増大を図るというこ

とが、大きな意味での優先課題でございますが、
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個々の課題等につきましては審議会の中で御意見を

ちょうだいした中から、その中から見出していくこ

とを今想定しておりまして、個人的にどういったこ

とを優先したいなという思いはございますが、これ

らについては答申の結果を見させていただいた中か

ら、整理をしていきたいと考えているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ただいま、町長のほうか

ら、振興審議会が第７次の振興計画のその中身を審

議して、その重点課題、いろいろな諮問を、答申を

受けてから、町長はその判断を下したいような話を

受けたわけですけれども、いわゆる振興審議会が今

までに何回、１回当たりどれぐらいの時間をかけ

て、今、答申をしようとしているのかをまず伺いた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬議員の御

質問にお答えいたします。 

 審議会の今回のテーマといいますか、審議に対す

る時間の要し方といいますか、先ほど町長から答弁

ありましたように、１２月からの、１２月は準備審

議ということで、２回目に町長のほうから諮問を受

けて、それ以降現在まで、１２月も含めますと５回

の審議を行って、きょうまた開催するのです。きょ

うを入れて５回でございます。 

 今、状況といたしましては、総括審議的な部分に

きょうから入ってくるわけですけれども、最終的に

町長のほうに答申提言申し上げるのは、もう１回開

催ということで、合計６回になるかと思います。 

 また、会議の開催につきましては、そのときの

テーマによりまして要する時間が変化はいたします

が、大体平均して１回当たり２時間から２時間半と

いうのが平均的なところかなというふうに思いま

す。 

 あと、９月に、これちょっとテーマを担い手と、

担い手対策というテーマで、道のほうに研修も１回

行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ただいま振興審議会の答

申までには、あと２回ほど審議会の答申を待ってい

るというような状況だということでありますけれど

も、私も審議会のほうで７次のほうから絡まさせて

いただきましたけれども、やはりこういった計画を

立てる段階では、時間をきちっと、議論をきちっと

固めて、そして振興計画の中身をよりよいものにす

るためには、結局、そういう答申をもらってからこ

ういうものを実施するというのは、賢明な考えだと

私も思っていますので、よりよい方向に向けて、こ

の審議会の答申を受けて、町長の判断をしていただ

きたいなというふうに私も思っております。 

 非常にこういった形で、先ほど課長のほうから話

もありましたとおり、振興審議会の意見を求めると

きに、我が町のいわゆるどういう方向に向かってい

くかという部分について、先進地を視察するという

部分は非常に大切な部分だと思っておりますので、

よりよい方向に向かうように研修を受けていただい

て、そしてこれらの部分を反映していただければい

いのかなというふうに私も思っておりますので、そ

の辺のところはよろしくお願いをしたいなと思って

おります。 

 結局、この答申を受けてから、これを実施すると

いうことになると思いますけれども、この答弁の中

で期間内に道筋をつけるということでありますけれ

ども、期間内ということは今年度が３年目になるは

ずですけれども、５年間、いわゆるこの計画という

のは５年ということでありますので、いわゆるあと

３年、３年の間は道筋をつけて実行に入るまでには

ならないということなのか、その辺のところをお伺

いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の農業振興

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 今回の審議会から、さまざまな御意見をちょうだ

いできるものと期待をしておりますが、それらを踏

まえまして、７次の振興計画の後半に向けての具体

的な政策づくりを進めてまいりたいというふうに考

えておりました。その中で平成３０年までの中に、

事業として成果をあらわしていただけるようなこと

にまで進むものもあるでしょうし、あるいは着手、

あるいはその方向づけを明確にするというようなさ

まざまなことが考えられますけれども、いろいろな

場面を想定いたしまして、すぐに着手できるものに

ついては着手する、あるいはしっかりと具体的な計

画に向けてのスタートを切るものは切るというよう

なことで、それぞれ事案に応じた対応をしていくこ

とが必要であろうと思いまして、いずれにいたしま

してもその方向、目指そうとする方向が農業者の皆

さん方に、しっかりと伝わるようなことがまず大事

だと思っておりますので、そういったことにも意を

用いてまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほども申し上げました

けれども、よりよい方向に向かうように、時間をか

けることは決して悪いことではないと思っています
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けれども、でもやはりある程度、手をつけていくと

ころはきちっとつけていかなければならないのでは

ないかと私も思っておりますので、まず第一優先課

題、先ほども言いました優先課題というのをきちっ

と見出していただいて、即、実行できる段階に持っ

ていっていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 特に、昨日も髙松議員のほうからも話あったとお

り、上富良野町のいわゆる農家戸数というのは、た

だいま２７０戸前後だと思いますけれども、これが

１０年後、１５年後になると、約半分以下になるだ

ろうという想定もされておりますけれども、そう

いった中でいわゆる畑作の、上富良野町のいわゆる

耕地面積というのは、約６,０００ヘクタールだと

承知しておりますけれども、その面積そのものが極

端に減ることはないというふうに考えております。 

 その中で戸数は減るということは、いわゆる１人

当たり、１戸当たりの耕地面積がふえるということ

になってくるのだと思います。これはいわゆる耕作

放棄地とか、そういったことをするわけにはいかな

いわけですから、必ず上富良野町におかれている面

積というのは、残された農家がその面積を消化をし

なければならないということになってくると思いま

す。そのときに、上富良野町の農業はどういう方向

に向かっていくのか、どういうことを重点的に農家

を支援をしてくれるのか、そういったことはいわゆ

る我々農家にとっては、非常に関心の高いところだ

と思っております。 

 これから特にＴＰＰの絡みは必ず、多分、そうい

う方向に向かっていったときに、農業は生き残って

いかれる方向というのは、やはり農家自身も努力も

必要でしょうけれども、国なり町なりいろいろなと

ころからの支援がなければ、農業は多分、成り立た

ないと私は思っております。そういった意味でも、

いわゆる１年でも早く農家の人たちを安心させてい

ただけるような、町としての支援をする政策を打ち

出していただきたいと思っているのですけれども、

その辺のところ少しでも早く向かっていける方向性

があるかないかをお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 今、農業全体が、日本の農業全体が抱えている大

きな不透明感、これについては議員と思いを共有で

きているものというふうに思いますが、とりわけ上

富良野町の農業に目を向けてみますとき、議員から

御発言ありましたように、農業者の戸数が減少して

いくということは、言いかえれば１戸当たりの耕作

面積が拡大していくということに直結しているわけ

でございます。 

 ただ、そういうような傾向は今に始まったことで

なくて、既にそういう流れがずっと今日まで来てお

りますが、残念ながらきょうのこの時点を迎えるま

でに、それぞれの北海道においても各町村、あるい

は各地域によっての取り組みによって、農業者と申

しましょうか、農業全体の底力が非常に地域格差が

今はついてしまっているということを感じておりま

す。 

 そういう中で、北海道の中でも先進的な取り組み

に果敢に挑戦した地域、あるいは町は、それなりの

後継者の確保もできているような数字も出てきてお

りますので、そういった意味で上富良野町も６,０

００町歩の耕地をしっかりと収益性の高いそういう

耕地にしっかりとつくり上げ、そしてさきの答弁で

も申し上げましたように、何しろ所得が安定して、

魅力ある職業に生まれ変わらないことには、私は、

これはいい循環になってこないというふうに思って

おります。 

 そのために、私も気持ちの中では幾つか具体的な

戦略を、私なりの戦略を持ち合わせておりますが、

そういったことと振興審議会の中での答申等を合わ

せて、具体的に皆さん方に見える形で早急に示して

いくことが大事だというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 町長の今、考えを伺いま

したので、できるだけ早期に道筋をつけて、施策と

して実行をしていただきたいと思っております。 

 ２項目めに入りたいと思います。 

 農業後継者対策についてでありますけれども、平

成２４年度農地プランの意向調査で、戸数で１６

戸、意向での結果ですけれども、全体で０.６％ほ

ど後継者がいる割合が低くなっているわけですけれ

ども、今、この後継者対策として何が一番必要なの

かという質問に対して、魅力ある農業になることと

町長はおっしゃられておりますけれども、いわゆる

魅力のある職業、魅力のある農業とは、町長として

はどの辺を指して考えておられるのかをお伺いいた

します。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の農業後継

者の件に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 やはり私の思うところを、自分の今までの農業経

営者としての経過を踏まえて考えますと、やはり所

得が安定していること、そして農業という職業が

しっかりと国民の中に認知をされて、誇りを持って
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取り組める職業であるということは、外せない条件

かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） まさに、私も町長の考え

と、その点では同じだと思っております。職業とし

て成り立つこと、いわゆる再生産ができるそういう

経営がもちろんではありますけれども、今の若い経

営者は、私たちが農業を始めたころとは違って、当

時、我々の農業を始めたころというのは、仕事が非

常にきつい、汚い仕事だし、夢が余り持てないとい

うような状況の中で、我々は就業をしてきたわけで

すけれども、最近の若い人たちというのは、いわゆ

るそういう農業ではもうだめだと、そういう農業は

結局やりたくはないということで、最近は機械化が

進みまして、農業の魅力がある程度は若い人たち

に、こういう農業だったらやってみたいなというふ

うな状況になってきているのだと思っております。 

 結局は、今の農作業というのは機械をフルに活用

して、いわゆるほかの職業から見て格好いい、どの

職業でもそうでしょうけれども、見た目がいいとい

うような形の職業は受け入れられるというのは現状

だと、私は思っております。そんな中で、もうかる

農業ということであれば、自然に格好よくて、もう

かる農業であれば自然と後継者も育つのだと、私は

思っております。特に、我々の時代と違いまして、

最近は機械のフル活用、そういった中での特に今は

ＩＴとかＧＰＳの関係の農業というのは、まさにこ

れからの夢の農業だと、私は思っております。 

 最近、農協の理事者の方々も、そういう先進地域

の農業機械の使い方を研修に行っているということ

でありますけれども、そのときに行政の方も参加を

されているということでありますけれども、上富良

野町の行政の方も深川のところで研修をされたとい

うことですけれども、参加をされているのかどうか

を伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬議員のた

だいまの御質問にお答えしますが、そちらのほうに

も当町のほうからも担当職員が１名参加している実

態にあります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） そのときに、当然のこと

ながら研修を受けたときに、いろいろなＧＰＳを

使った利点、メリット等々を講習を受けてきている

と思います。 

 そんな中で、今、このシステムを取り入れること

が可能なのかどうか。たまたまいろいろな地域の先

進的に取り入れる気持ちがあるのか、それとももし

くはあるけれども、皆さん、ほかの地域で順調に取

り入れて、成果が出たときに取り入れる方向に向か

うのか、その考え方一つで農業のてこ入れが、非常

におくれる可能性も出てくる。その辺のところを積

極的にこの機械、いわゆるＩＴ技術・ＧＰＳ技術そ

ういったものを使う、そういう先進技術をどのよう

に向かっていかれるのかをお伺いをしたいなと思っ

ております。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 農業分野においても、特に機械化の分野において

技術革新が進んでいることは、私もそれなりに理解

をしているところでございます。 

 御質問にあります、一般的にスマート農業という

ようなあらわし方をしておりますけれども、ＧＰＳ

機能等を使ったそういった作業形態も実験段階から

実用段階に、一部移ってきているという状況も承知

しております。ただ、そういった技術を当町の農業

にどのように導入していくか、あるいはどういうふ

うに誘導していくかということにつきましては、ま

だまだ限られた条件の中でしか、そういった機能を

十分発揮できないというような、一方ではまだ未成

熟になっている部分もありますので、アバウトな管

理で済むようなＧＰＳ機能を求めるものであれば、

それは導入は可能であるでしょうけれども、上富良

野のような平地ばかりではなくて、丘陵地、あるい

は山間地も考えますと、ベースとなるキーステー

ションをどういうふうに設置するか、あるいはター

ミナルの基地をどういうふうに設置するかなどで、

課題も非常にまだ多いというふうに、状況にござい

ますので、導入が非常に経営に寄与するというよう

な部分については、町といたしましても関心を持っ

て、これから研究してまいりたいと考えている次第

でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） でき得れば、積極的に取

り組む方向で向かっていただきたいなと、私は思っ

ております。 

 なぜかと申しますと、試験段階から実用段階にな

るのには、あと何年もかからないで、そういうふう

になってくると思っております。ですから、準備段

階から始まっていかないと、急にそういったものを

取り入れるとしても、その受け入れ態勢もいろいろ

あるわけですから、そういった方向に向かうのであ

れば、それなりの事前の予定を組んでいく必要があ

ると私は思っておりますので、そういった方向に向

かうようにしていただきたいなと、私は思っており
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ます。 

 それと、いわゆるこういったものを利用すること

によって、人手不足はもちろんのこと……。 

○議長（西村昭教君） 中瀬議員、質問の趣旨から

大分それておりますので、当初の質問の趣旨に立っ

て質問されるようお願いします。 

○１２番（中瀬 実君） ですから、結局は、我々

のこれからの農業のてこ入れになるような形での技

術を取り入れるための方向に向かっていくように、

町長の判断をお願いしたいなと、私は思っておりま

す。 

 これからも上富良野町の農業は、上富良野町は基

幹産業は農業ということでありますので、農業振興

のために一生懸命、町の施策を頑張ってやっていた

だきたいと思っております。 

 次に、３番目の農業委員会の関係で、家族経営協

定の締結についてお伺いをしたいと思います。 

 家族経営協定の本来の目的である家族の中での十

分な話し合いにより、就業条件等を文書にして残

す、そして実行する、そのことが大事な部分だと、

私は思っております。協定を締結するに当たり、該

当家族に対して勉強会、いわゆる研修会等家族全員

が参加してもらい、調印に当たっては、何組かまと

めて調印できるような方向性を持っていくのがいい

と思っておりますけれども、今後の家族協定の進め

方として、どのような方向で向かっていこうとされ

ているのかどうかを、まずお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 農業委員会会長、答弁。 

○農業委員会会長（青地 修君） 議員御指摘のと

おり、家族協定は、基本的にはやっぱり家族の締

結、約束事を守っていくと、その中でこの経営を家

族全員で行っていくというのが基本であります。そ

の中で、今、言われたとおりではございますが、議

員承知のとおり、この家族協定を結んだ方の中に

は、言っていいのかちょっとよくわかりませんが、

制度メリット、この協定を結ぶことによってポイン

トをいただくと。それによって、農業機械導入の事

業に対してポイントを得ることによって、何ポイン

トかになりますと、機械の導入の補助が当たるよう

な事業も過去にございました。そういうことがあり

まして、それを目的にというのはすごく語弊があり

ますが、そういうことで実際、結んだ方もいるよう

にも思っております。 

 ただ、基本的に議員御指摘のとおり、本来、自分

の経営を仕事と家庭と分けるということが大事なと

ころでありまして、それができるように今後とも指

導をしてやっていきたいと思っております。 

 あと詳細につきましては、担当の局長のほうから

詳しいこと御説明申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） １２番中瀬

議員の家族経営協定の進め方についての御質問でご

ざいます。 

 家族経営協定につきましては、家族間で十分な話

し合いをしていただきまして、その家庭の中のルー

ルを決めるといったようなことになろうかと思いま

す。 

 過去におきましては、平成１９年、２０年ごろま

では盛んに勉強会や研修会等を行いまして、あわせ

てその成果となる調印式につきましては農協さんで

実施をしたり、あるいは富良野沿線全体で調印式を

したりするような、非常に機運が高まっていた時期

もありましたけれども、２１年以降は農業機械等の

制度的なメリットの関係で、締結をする件数がふえ

ております。それ以後、今につきましては機械導入

のメリットはないことから、家族経営協定の締結件

数は減ってきているというとこは、議員御指摘のと

おりであります。 

 今後におきましての進め方でありますけれども、

家族経営協定の締結のタイミングというものを考え

まして、例えば後継者が結婚をするといったような

ときには、お嫁さん、後継者で御両親も含めて話し

合いをしていただく機会を設けるとか、あるいは結

婚、あるいは後継者が経営を移譲されたとき、その

ときにはまた、お父さん、お母さんに今後の老後の

生活をどのような保障をしていくのかいったような

こと等々を、その家庭のライフワークに合わせたよ

うな形で、家族経営協定につながっていくように進

めてまいりたいというふうに思っております。その

ためにも研修会とか勉強会を進めてまいりたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほど、会長のほうから

も話がありましたように、この家族経営協定のいわ

ゆる一番のピークだったとき、件数の多かったとき

というのは、いわゆる実験事業の関係でポイント制

がありまして、機械導入の関係でとりあえず協定を

結んでおけばポイントが当たるし、機械の導入のと

きにメリットがあるということでふえた時期という

のは当然あったわけですけれども、本来の姿として

は家族全員がそろった中で調印をするというのが基

本だと、私は思っております。 

 あの当時、私もたまたまその部署におりましたけ

れども、農業委員さんの立ち会いのもとに、判子だ

け押してくれればいいのだということで押した、名



― 43 ― 

前だけと言ったら非常に申しわけないわけですけれ

ども、家族経営協定を結んだという人が、私も何件

か記憶をしております。それでは、本当の姿の家族

間でのきちっとした話し合いができていない状態で

の家族経営協定では、意味がないと私は思っており

ますので、先ほどから話ありますように、後継者の

いる方は特にこういったものをきちっと説明会等々

に参加をしていただいて、そして家族経営協定を結

んでいただいて、よりよい経営をしていただけるよ

うに、これからも農業委員会として推進をしていた

だきたいというふうに思っております。 

 次に、農業者年金絡みでありますけれども、農業

者年金というのは、いわゆる我々農業者は入れる年

金でありますけれども、今現在、８１名が加入をさ

れているということで、男性が６９名・女性が１２

名ということでありますけれども、今現在、加入可

能な農家の人の人数というのは把握されているのか

どうかをお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） １２番中瀬

議員の農業者年金の加入の件数でありますが、現

在、加入されている方は８１名ということでござい

ますが、加入の可能性のある人たち、国民年金の１

号被保険者で付加年金に加入されて、年間６０日以

上農業に従事する６０歳未満の方は、誰でも農業者

年金に加入できるということになっております。未

加入の促進ということで、昨年度、そのような方々

に直接ダイレクトメールで御案内しておるところで

すけれども、そのときの件数では８５件お送りをし

たところでございます。 

 ただ、国民年金に入っているということが大前提

になりますので、出稼ぎに行ったりとか、そういっ

たときで資格の加入・脱退等もあるところでありま

すけれども、件数的にはそのようなことでございま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ただいま局長のほうか

ら、加入可能な件数ということでお伺いをいたしま

したけれども、私は特に女性の農業をやっておられ

る方の加入を特に推進していただきたいなというふ

うに思っております。 

 私も農業者年金も国民年金も受給をしております

けれども、この農業者年金がもらうようになって初

めて、やはり掛けていてよかったのだなということ

がわかるのだと思います。実際、私も５０歳代の当

時のときには、どうせ大した金額もらえないのだろ

うから、入っても入らなくてもいいのだろうなとい

う考えもありましたけれども、現実の世界としては

国民年金が、今、非常に受給の金額が減ってきてい

る中で、夫婦で二人で農業者年金も入っていると、

農業者年金プラス国民年金、老後の生活というのは

非常に安定する部分になってくると思います。 

 それに、先ほどからもお話のありますとおり、農

業者年金というのは個人の積み立て方式であります

ので、ほかのほうに回ることはありませんし、そし

てまたいわゆる掛金等につきましても、自分の思い

で金額を変えることができるわけですし、そして若

い人たちは、特にそういう政策支援も受けられるわ

けでありますから、そういった意味で、こういった

有利な点を、特に未加入の方には有利な点を特に強

調をしていただいて、加入を促進していただけるよ

うに農業委員会として頑張っていただければと私は

思っておりますので、どうかよろしく推進をお願い

したいと思っております。答弁は要りませんけれど

も、そんな形で推進をしていただければと、私は

思っております。 

 以上で、私の質問終わらせていただきます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１２番中瀬実君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１番中澤良隆君の発言を許します。 

○１番（中澤良隆君） 私は、さきに通告いたしま

した２項目について、町長に質問をさせていただき

ます。 

 まず１項目めの市民後見人の養成と周知について

お伺いいたします。 

 高齢化の進展で、認知症や知的障がいなどで判断

能力が不十分な人にかわって、財産管理や契約行為

を行う成年後見人制度の必要性が高まってきていま

す。我が町の実態からすると、弁護士や司法書士な

どの専門職後見人にかわる有償ボランティアである

市民後見人の養成が急務であると考えています。 

 平成２５年第４回定例会で、市民後見人の育成と

活動支援について、一般質問を行いました。町長の

市民後見人に対する認識や老人福祉法の改正に基づ

く市民後見人の養成に対する積極的な取り組み姿勢

について、高く評価をさせていただいているところ

であります。その後の町の取り組み状況等につい

て、確認をさせていただきたいと思います。 

 １点目ですが、まず基本的なことをお伺いいたし

ます。 

 現時点で市民後見人養成講座を修了した者は何名

か。そのうち成年後見センター等に登録している者

は何名いるのかをお伺いいたします。また、専門職

後見人を含めて、我が町でどのくらいの利用実績が

あるのか、そのうち市民後見人の利用希望はあった
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のか、伺います。 

 さらには、市民後見人の養成について、どのよう

な取り組みを進めてきたかをお伺いいたします。 

 ２点目ですが、市民後見人養成講座の受講料は高

額であります。また、受講希望者も少ないとのこと

でありましたが、助成等の検討状況はどのように

なっているのかをお伺いいたします。 

 ３点目は、受講を終えてもセンター等への登録者

は皆無であるとのことから、市民後見人をサポー

ト、コーディネートするような中核となる機関の整

備を進めていきたいとのことでありましたが、その

進捗状況についてお伺いいたします。 

 市民後見人の最後４点目となりますが、その後の

住民への周知状況についてお聞きいたします。 

 次に、２項目めの外国人観光客の受け入れについ

てお伺いいたします。 

 ２０１４年、北海道に１５４万人の外国人観光客

が訪れ、最近、特に台湾や中国、韓国、また東南ア

ジアの国々からも、この富良野地方にたくさんの外

国人観光客が訪れてきています。観光がもたらす経

済波及効果は大きいものがあり、誘客活動に力を注

ぐのはもちろんでありますが、外国人観光客の受け

入れに対する環境整備と戦略について、町長の見解

をお伺いいたします。 

 １点目ですが、外国人観光客の受け入れについて

の考え方と将来展望についてお伺いいたします。 

 ２点目ですが、外国人観光客による数々の問題点

が指摘されています。交通事故の発生、浴場やトイ

レの使用方法、ごみのポイ捨てなどのマナーの悪さ

などが見受けられますが、その対策と取り組みにつ

いて伺います。 

 ３点目ですが、外国語表記による看板や交通標識

などの整備が必要と考えますが、その整備方針につ

いて伺います。 

 ４点目です。外国人観光客を受け入れる町民のお

もてなし意識の向上を図る必要があると考えます

が、その対策についてお聞きします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの市民後見人の養成と周知に関し

ます４点の御質問にお答えをさせていただきます。 

 市民後見人は、弁護士や司法書士等による専門職

後見人と比べ、地域住民という身近な関係にあるた

め、見守りや日常相談を担うことのできる成年後見

人であるととらえており、少子高齢化を迎えた今

日、これらの役割は重要な制度であると認識をして

いるところであります。 

 まず、１点目の市民後見人の養成につきまして

は、これまで４名の方が受講されておりますが、当

町におきましては現在、成年後見センター機能を担

う機関が設置されていないことから、登録には至っ

ていない状況にあります。 

 また、直近における養成講座の受講につきまして

は、受講された方がいないと承知しているところで

あります。一方、専門職後見人につきましては、町

内の司法書士が既に受任し、後見業務を担っている

ところであります。 

 市民後見人の養成につきましては、町独自では養

成講座を行っておりませんが、町外における養成講

座開催についての情報提供をさせていただいている

ところであります。 

 次に、２点目の養成講座の助成についてでありま

すが、北海道から示されております後見実施機関運

営マニュアルでは、基本カリキュラムとして関係法

令、社会福祉・社会保障制度、金融関係、体験学習

など全５０時間の基礎研修となっており、長時間に

わたり専門性の高い講師を必要とすることから、相

当の費用負担があり、基本的には受講を希望される

方に対し、受講料の助成が必要であると認識をして

いるところであり、具体的な助成方法につきまして

は今後検討を行い、具体化につながるよう進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと

存じます。 

 次に、３点目の市民後見人をサポート・コーディ

ネートする中核機関の整備についてでありますが、

市民後見業務を専門的に行う機関の整備につきまし

ては、前段お答えさせていただいたとおり、現在の

ところ設置には至らず、この間にありましては、社

会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業

の活用を図ることで、権利擁護のニーズに応えてい

るところであります。 

 また、町では、地域包括支援センターと社会福祉

協議会との連携による日常生活自立支援事業の利用

促進を図っていることから、今後におきましては、

市民後見業務を担える専門機関の必要性は認識して

おりますが、社会福祉協議会等関係機関と市民後見

人制度への認識の共有を図り、設置方法や運営実務

等について、さらに研究検討を行い、その中から方

向性を見出していきたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４点目の住民への周知についてであります

が、成年後見制度と窓口相談の案内等につきまして

は、町のホームページを初めポスター掲示、パンフ

レット、出前講座などにより周知に努めているとこ

ろであります。今後、さらに周知が必要と考えてお

りますので、必要に応じて成年後見制度についての
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研修会開催などを検討してまいりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの外国人観光客の受け入れに関す

る４点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の外国人観光客の受け入れについて

の考え方と将来展望についてでありますが、外国人

観光客の獲得には、積極的なプロモーション、地域

資源の磨き上げ、受け入れ態勢の整備等が大きな要

素と思われ、その一つである受け入れ態勢、受け入

れ環境の整備が非常に重要であると認識をしており

ます。 

 また、海外からの航空便の増便や高速道路網の整

備など、交通環境の整備も外国人観光客増加へつな

がるものと考えておりますが、加えて宿泊施設の充

足やさらなる地域資源の磨き上げなども、観光客増

加への大きな要素と受けとめており、これらの課題

解決に向け、関係機関、組織、事業者とも連携しな

がら将来展望が見出せるよう、取り組みを進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、２点目の外国人観光客に起因する諸問題へ

の対策についてでありますが、まず交通事故に対す

る対応につきましては、レンタカー利用の外国人観

光客の増加に伴い、交通事故は増加傾向にあり、特

に一時停止違反による出会い頭の衝突事故が多いこ

とから、本年度、町内２カ所に「ＳＴＯＰ」と表示

した町独自の標識を設置したところであります。今

後におきましても観光施設の周辺道路や、観光目的

で通行頻度の高い路線を中心に設置箇所を選定し、

安全標識を設置し、事故防止に努めてまいります。 

 また、マナーにつきましては、富良野・美瑛広域

観光推進協議会の取り組みとして、交通事故の注意

喚起や観光マナーの啓蒙のため多言語によるチラシ

を作成し、旭川空港やレンタカー事業所を通じて配

付を行っているところであります。 

 町内の一部施設からは、生活習慣や文化の違いに

よるトイレの使用方法やごみの分別等について、多

少の課題が寄せられておりますが、現時点におきま

しては、外国人観光客のマナーに対し、改めてその

対応や対策を必要とする状況とはなっていないと受

けとめているところであります。 

 しかしながら、今後、外国人観光客の増加に伴

い、マナーに関する新たな課題が生じた場合には、

関係機関とも協議し、必要な対応を図ってまいりま

す。 

 次に、３点目の外国語表記による標示物の整備の

必要性と整備方針についてでありますが、外国人観

光客の皆さんが迷うことなく、不安を感じることな

く楽しんでいただくことが何よりのサービスであ

り、議員同様、その整備の必要性を感じているとこ

ろであります。本年、当町におきましても、町営バ

ス十勝岳線の乗降アナウンスを多言語放送に改善し

たところであり、また観光協会においても、飲食店

メニューの英語版対応が図られると伺っておりま

す。 

 現在、北海道において外国人観光客来訪促進計画

の見直し作業も行われており、町といたしまして

は、官民ともに共通認識のもと協調を図りながら、

必要な整備を進めてまいります。 

 次に、４点目のおもてなし意識の向上についてで

ありますが、これまで行政や民間団体等が主催し、

研修会や講演会を通じておもてなしの意識醸成を図

るよう取り組んでまいりましたが、町を訪れる観光

客に対するおもてなしの気持ちは、国内外観光客を

問わず大変大切なことであり、特に外国人観光客に

つきましては、接客に対するふなれもあり、思いの

伝わりにくさがあるかと思います。 

 今後におきましては、さまざまな取り組みを進め

る中で、受け入れ環境を整えていくことが必要と考

えており、観光協会や事業者の皆さんと連携しなが

ら取り組んでまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） それでは、１項目めの市民

後見人について再質問をさせていただきます。 

 平成２７年度の高齢者実態調査によりますと、我

が町の高齢者人口は３,２５２人、うち認知症高齢

者は３７２人ということであります。高齢者の１割

以上の方が、認知症を患っているという実態にあり

ます。また、国のほうでは、１０年後の２０２５年

には７００万人を突破し、６５歳以上人口の５人に

１人が、認知症高齢者と推定もしているところであ

ります。 

 認知症の対策には、高齢者自身や家族だけの対応

では限界があります。地域で互いに支え合う仕組み

づくりが求められていると思います。ボランティア

で、預金の払い出しや振り込み、施設入所の手配や

生活を見守る市民後見人の養成は急務であると考え

ています。 

 そこで再質問させていただきますが、まず、市民

後見人の必要性について、前回の私の質問に町長

は、市民後見人は地域に密着していることから、認

知症高齢者の見守り、生活相談に大きな期待が寄せ

られると、必要性は非常に大きいということで、町

長と共有できていたと思っております。再度、町長

の市民後見人についての御認識を伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） １番中澤議員の市民後見制

度についての基本的な認識についてお答えをさせて

いただきます。 

 議員、御案内のように、日本全国が高齢化時代を

迎え、とりわけ本町も例外ではなく、その中で認知

障害があらわれる比率が高まってきていることは、

これはもう実態でございます。そういう中で、そう

いった方々が安心して暮らしていけるようなサポー

トをするそういう制度からいって、市民後見制度と

いうのは大変重要でありまして、日常生活を一番身

近なところで支える仕組みでございますので、そう

いった制度のニーズも高まるでしょうし、そういっ

たことに対するこれから上富良野町としても必要性

は、ますます高くなってくるものというふうな理解

をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 必要性のことについては、

町長と私と共有できているということで、次に入り

たいと思います。 

 まず、市民後見人養成講座修了者は、４名という

ことです。これは残念ながら、平成２５年に一般質

問したときと同数であります。なぜ新たな受講者が

ふえなかったのか、また、その要因はどこにあると

お考えかをお尋ねいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 前回御質問をいただいた時点から、新たな受講者

がふえていない状況にあります。これらにつきまし

ては、概括的には市民後見制度というものの必要

性、私も冒頭申し上げましたように多くの町民の皆

さん方が認識は、これはされているというふうに、

十分かどうかは別といたしまして、されているのか

なというふうに思います。あるいは社会福祉協議会

等に、あるいは地域包括支援センター等について

も、そういったどういう状況にあるかということの

情報収集は常にしております。 

 そういう中で、現在も市民後見制度を御利用され

ているような実態が生じていないことなどから、新

たにその講習を受けて市民後見人を目指そうかとい

う、なかなかそういう思いに町民の皆さん方に浸透

がまだされていないのかなという、身に迫ってきま

すと、皆さん方、高い関心を持っていただくのです

が、まだ上富良野町においては、そういう状況が顕

著ではないのかなというふうに、私なりに理解をし

ているところであります。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 今、町長のほうからお答え

いただきましたが、情報収集は行っていると。ただ

し、町民に、その必要性や何かが浸透していないと

いうお答えでありましたが、私は浸透していない理

由の一つに、やはり情報提供とか、後ほどまた周知

のところでお聞きをしたいと思っていますが、やは

り情報提供、それからそういう機運の盛り上げと、

そういうことが行政や何かに求められるのかなと、

そんな感じをしています。そうしなければ、町民に

なかなか浸透もしていかないし、必要性も町民も理

解できないのではなかろうかなと。 

 でも前の質問のときも町長は、前取り、先取りと

いうお言葉もいただきました。確かに、前取り、先

取りをしていかなければ、こういうのは先ほど国の

出現率といいますか、お話させていただきました

が、今のところ、うち１割ぐらいですが、５人に１

人、２割になったときに本当に間に合うのかなと、

そんな心配をしております。もう一度、町長のほう

からお答えをいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の成年後見制

度についての御質問にお答えさせていただきます。 

 高齢化率が高まって、総体的に高まってくる、さ

らにはそういう中から認知症を患って、患われる方

がふえてくると。そういう客観情勢の中にはありま

すが、これは上富良野町だけに限ったことではない

かと思いますが、そういう中で成年後見制度、市民

後見、特にとりわけ市民後見制度と言ったほうがな

じみがいいのだと思いますが、市民後見制度につい

ては、やはりその近くに身寄りがいない、近親者が

いない、お世話を特に財産管理なんかは非常に重要

なことでございます。そういったような必要に迫ら

れる状況の出現率が、まだおかげさまで本町におい

ては少ないのかなと。よって、そういったような相

談事が社協なり、あるいは地域包括支援センターの

ほうに寄せられる件数が少なくて、なかなか前回の

やりとりの中で申し上げておりますけれども、そう

いったことを予見して先手を打っていくということ

は、もう基本的なことで理解はしておりますが、そ

ういうような転ばぬ先のつえに、どういうふうに町

民の皆さん方の意識を高めていくかということにつ

いては、まだまだ私ども勉強していかなければなら

ない分野かなというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 話を若干変えさせていただ

きますが、お答えの中で、我が町単独での養成講座

は困難だということであります。私も困難だと思い

ます。今の浸透とか、それから出現率の問題からす

ると、まだそこに至ってないのかなと思いますが、

町外における養成講座の開催を情報提供するとあり



― 47 ― 

ます。 

 このたび１０月から富良野で、第２回目の市民後

見人養成講座が１２月までの間、計６回開催される

とあります。先着２５名となっています。我が町か

らの参加は、ここに入っているのかどうかをお尋ね

いたします。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １番中澤議員の富

良野市で行われる市民後見人養成講座の参加の関係

でありますが、これにつきましては今おっしゃった

とおり、１０月２日から１２月１８日の計６回で、

いずれも行われるところでありますが、先着２５人

で参加者として１５０人ですよということで、この

域内の方であれば誰でも参加できるという講座だと

いうふうに……。失礼しました。この新聞情報によ

りますと、制限のほうについては余り記載をされて

いませんが、当町から参加するという方について、

情報としては入っていないところです。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 一方、北のほうになります

が、旭川を中心にする１市８町１村、占冠を含んで

おりますが、毎年、養成講座を行っています。ここ

への参加はいるのかどうか、そこを確認させてくだ

さい。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） 中澤議員の質問に

お答えいたします。 

 当町のほうでは、参加者は今いないというふうに

承知しているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 多分いないと思いますが、

御答弁の中で養成講座を町単独では難しいので、近

隣市町村と連携を図りながら養成をしていきたいと

いうお答えでありますので、こことの協議とか、や

はり依頼とか、調整や何かをぜひ前向きに進めてい

ただければなというふうに思うところであります。 

 ということで、そこら辺については当然、協議や

何かはされていると認識はいたしますが、これから

もぜひもっと積極的に、そして当町ではできないの

で、そこに入れてもらうことを含めてやっていかれ

たほうがいいと思います。 

 次、２項目めの受講料の助成について入らさせて

いただきます。 

 まず、具体的な助成方法について、今後、検討す

るということであります。具体化につなげるという

ことでありますが、これもぜひ早急の実現をお願い

したいと思います。南富で行われたときは一人の受

講料が、５０時間を受けるためには６万４,０００

円と、高額な受講料でありました。そんなことか

ら、ぜひ前向きに検討いただきたいと思いますの

で、町長の再度の思いをお聞かせいただければと思

います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の市民後見人

養成費用の負担についての御質問にお答えさせてい

ただきますが、冒頭お答えさせていただきましたよ

うに、非常に５万円から６万円近い受講料が必要だ

ということで、大変高額な負担が必要だと。 

 加えて、申し上げるまでもございませんけれど

も、市民後見人の方につきましては、報酬等をやら

れるような立場でもございませんし、非常にボラン

ティアそのものでございますので、そういった養成

講座にかかわります費用負担につきましては、極

力、負担感が感じないようなそういう措置は必要だ

というふうに考えておりますので、制度設計につき

ましては、少しお時間をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 次に、住民への周知方法、

先ほどもちょっと意見交換をさせていただいたとこ

ろでありますが、やはり住民周知といいますか、こ

れは認知症家族が抱えたからとかそういうことだけ

でなくて、やっぱり今、社会現象として核家族化、

それから超高齢社会とか、そういうことで家族だけ

でどうしても見きれないと、サポートできないとい

う態勢にあります。そういうのは町長のお言葉をか

りますと、自助・共助・公助、その中で自分でやれ

るものを、それからお互い、地域や助け合うもの、

そして公がするものというようなことで、支えてい

かなければならないと思います。 

 そういう意味で、住民周知というのは非常に大切

だと、私は認識をしているところであります。そん

な中で住民周知に努力をされるということは、ぜひ

その中の一つの方策として、研修会も開催をしてい

きたいということでありますが、具体的なお考えが

あればお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の市民後見制

度についての御質問にお答えさせていただきます。 

 まさしく一番、今、目先で取り組まなければなら

ないのは、議員から御質問がありました町民の皆さ

ん方に、この制度を周知するということは、まず基

本であろうと思います。 

 どちらかといいますと、得てしてこういうような

仕組みについては町のスタンス、概してそうです

が、お知らせするというのが、一般的にお知らせす

るというスタンスで臨むことが多いのですが、こう

いう将来を見据えて重要なことにつきましては、お
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知らせするのではなくて知っていただくというよう

な思いを持って、研修会等も含めて積極的な方法が

必要であろうというふうに考えておりますので、そ

ういう配慮はしてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 今、市民後見人の関係で研

修会等を通じながら、町民への浸透も図っていきた

いということでありますので、ぜひそういう方向で

お願いをいたしたいと思います。 

 次に、２点目の外国人観光客の受け入れについて

お伺いをいたしたいと思います。 

 まず、観光振興は経済波及効果とともに、新たな

人を呼び込む、町のにぎわいをつくり出します。こ

のことは地域振興を図る上からも、大きな意味を持

つものであると、私も考えている一人であります。 

 上富良野町の観光振興計画においては、外国人観

光客も必要な顧客対象であり、将来、上富良野の

ファンとして観光の発展に貢献してくれる良質な顧

客と位置づけられています。 

 私は、外国人観光客の受け入れについて、誘致活

動とともに重要なことは、せっかく平成２６年度で

約１,８００人の外国人観光客が町内に宿泊してい

るということでありますので、この方たちが本当に

上富良野で宿泊し、来たことに満足し、喜んで帰っ

ていただいているのか。そして再び上富良野に来た

いと、そういう気持ちになられているのか、そのた

めにはどうしたらいいのか。また、ターゲットをど

こにするのか、美瑛、そして富良野圏において、上

富良野町としてほかに負けない魅力づくりと、おも

てなしの態勢を着実に進めていかなければならない

と考えます。 

 以上のような観点から、町長に、外国人観光客の

受け入れについて再質問をさせていただきます。 

 その前に、昨日の北海道新聞の記事にありました

が、観光庁の広域観光周遊ルートに、美瑛・富良野

地域、そして十勝川温泉、知床、道東・道北をめぐ

る「アジアの宝悠久の自然美への道 ひがし北・

海・道」ということが、観光庁より認定されたそう

であります。これは、全国７ルートということで、

大きな出来事だと認識をするところであります。 

 これらについての町だとか、観光協会の御努力に

対して、まず心からお祝いと感謝を申し上げたいと

思うところでありますが、余り我々もなじみがあり

ませんので、そこら辺を御説明いただければと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の外国人観光

客の受け入れについての御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 ただいま御質問にありました、観光庁がこのたび

指名しました道東を中心とする、東北海道を中心と

する観光ルートにつきましては、ことの詳細は承知

しておりませんが、北海道において、北海道全体の

観光バランスを考えたときに、もう御案内のよう

に、既に今、北海道新幹線が函館乗り入れが１年弱

に迫ってきている中で、北海道として道南に非常に

目が向いているということで、道内のバランスが非

常にアンバランスになってしまったということで、

一方では今回の道東圏を中心とする周遊ルートとい

うものを、バランスを取る意味においても配慮はな

されているというふうに伺っているところでござい

まして、とりわけ網走・北見あちらのほうの観光客

の入り込みが、非常に窮地に立っているということ

で、向こうだけ単独で誘致ということが非常に困難

だと。それで富良野・美瑛・旭川を中心とするこち

らも圏域に、ループにして引き込むというようなこ

ともその素地にあるというようなことを聞いている

ところでございます。 

 一方、この富良野・美瑛に限って言いますと、全

国のモデル的な観光圏、今、全国で十二、三だった

と思うのですけれども、モデル観光圏の一つに実は

指定を受けられます。平成２９年４月に、指定を目

指して今、取り組みをしておりますけれども、ほぼ

それは指定を受けれることになろうかと思います。 

 そういうことで、この美瑛・富良野エリアという

のは、国を挙げてモデル的な地域ということで認定

を受けられる状況になっておりますので、私として

はこのチャンスは逃すべきでないというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 町長から、このチャンスを

生かしたいということでありますが、私も全国で７

ルート、その中で千歳からおりて、美瑛・富良野、

そして十勝、そして知床のほうというルートは、広

域観光周遊ルートに指定をされたということであり

ます。ぜひ生かしていただければと思います。 

 そこで具体に移りたいと思いますが、１項目めの

外国人観光客の受け入れについての考え方と将来展

望の件であります。 

 外国人観光客の受け入れについて御答弁ありまし

たが、観光客の獲得には、これもあれも一応重要で

あるというような御答弁であります。航空便の増

便、高速道路網の整備、宿泊施設の充足、地域資源

の磨き上げなどとお答えをいただきました。当然、

これらは重要なことだと私も思います。 

 町長は、これらの課題解決に向けて取り組んでい

くと、力強く御答弁いただいていますが、これらの

課題の中で特に町長が重要視し、力を注ごうとして
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いる点は何かを、考えをお聞かせをいただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の観光振興に

ついての外国人観光客の受け入れについての御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、これから上富良野の地域振興を考えると

き、基本的には観光事業は大きな柱になるものと考

えておりまして、外せない大きな分野だというふう

に考えております。そこから出発をいたしますと、

やはりさきのお答えでも申し上げましたように、さ

まざまな観光資源をさらに新たに開発するなり磨き

上げるなり、今回、ジオパークも実は私はそういっ

た面で、大きく観光の分野で力を発揮でる要素にな

り得るというふうに理解しておりますので、そう

いったことも含めて、それより何よりやはり何度も

富良野圏域に来ていただけるような、リピーターに

なっていただけるような魅力をまずどうやってつけ

るかということ。 

 とりわけよそは、どうしてもよく見えてしまうの

ですが、上富良野の中において、さらに磨き上げる

必要があるなというような資源が、私なりにあるな

と思っておりますので、そういったことを観光協

会、あるいは事業者を通じて、さらにお互いが切磋

琢磨して、とにかく再び三度、また上富良野に行き

たいというようなそういう気持ちにしていただくよ

うな仕掛けを、今、あれとこれというように具体的

に申し上げるものは持ち合わせておりませんけれど

も、しかし、そういったことが不足しているという

ことは、何となく私も肌で感じておりますので、そ

ういったことに力を注いでいくべきだと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） まず、外国人観光客の受け

入れに対するお気持ちは、確認をさせていただきま

した。その中で、やはり私が大切だなと思うのは、

ターゲットをどこに絞るのか、とにかく外国からた

くさん来てほしいというのは願うところであります

が、今、言われた町長の魅力を磨き上げる上から

は、やはりターゲットをある程度絞っていかなけれ

ばならないと思うわけであります。 

 そういう意味から、今、町長は具体的にどの国、

またどの地方とかの観光客をターゲットにしようと

しているのか、お考えを確認させていただきたいと

思います。これに伴って、それによってまた観光資

源とか、魅力が違うと思いますので、そこのところ

の御答弁いただければと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきますが、やはり今、目指すもの

は私ども富良野広域観光圏協議会で、プロモーショ

ン活動させていただいておりますと、やはりアジア

圏が、今、私どもがターゲットする地域であろうと

いうふうな理解をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） アジア圏ということであり

ます。今、本当に、たまたまちょっと先日ですか、

富良野新聞や何かでアンケートをとったやつを見

て、私なりに分析をしてみたところ、訪日外国人の

旅行者が非常にふえていると。その中で中国、韓

国、台湾が約６２.３％にも上っているということ

で、外国人観光客の経済投資額は、約２兆円になっ

ているというようなこともありました。 

 そんなことを考えますと、本当に特にアジア圏か

らの外国人観光客を受け入れるということには、重

点を置いていただくということは結構だと思います

し、その中でうちの観光振興計画の中では、香港、

台湾などのアジア圏、オーストラリアの個人旅行者

で富裕層を逆ターゲットのイメージにするというこ

とになっています。 

 今、町長は、アジア圏とお答えいただきました

が、町長のイメージと同一なのか、そこら辺も確認

をさせていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中澤議員の御質問にお答え

をさせていただきます。 

 アジア圏の中でも、どういうような階層の方を

ターゲットにするかということは、私もこの観光プ

ロモーションの仕事の少しお手伝いをさせていただ

く中で感じておりますのは、非常に何というのです

か、今の形に固まってしまうと申しましょうか、最

初は私の実体験から申し上げますと、中国の沿岸部

の富裕層の方々が、これが日本の北海道の観光を支

えていただけるのだというような風潮は実はありま

した。 

 しかし、少し経年する中で、そのターゲットは台

湾が大事だよと、いや香港も捨てがたいよと、さら

にはカンボジア、マレーシア、そちらのほうがこれ

からは期待できるということで、固定的にターゲッ

トを決めるというのは、なかなか難しい実態にあり

まして、やはりその時々の世の中の国際情勢の動き

なんかを感じながら、やはり一番ベストミックスす

る地域というところにターゲットを当てて、的を

絞っていくのが得策かなというような感じを今持っ

て、取り組みをさせていただいているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 
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○１番（中澤良隆君） １０月に、富良野・美瑛広

域観光推進協議会の首長たちが、東南アジアのマ

レーシア、タイ、インドネシアの３カ国を訪問し

て、観光客の誘致拡大を目指すとありました。誘致

活動のプロモーションは、観光振興にとって大きな

要素だと思います。このトップセールスによって、

上富良野町の何をアピールしてくるのか、６市町村

ですか、その中で上富良野は上富良野のどこをア

ピールするのか、そこら辺をちょっとお聞かせいた

だければと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 これまで取り組みをさせてきていただいたもの、

あるいは今回目指すもの、大体共通しておりますの

はそれぞれ各市町村、構成市町村の特徴をＰＲさせ

ていただいております。上富良野町について申し上

げますと、まず十勝岳を中心としたロケーション、

それから標高１,２００メートルに位置します温

泉、それから畜産物を主体とした食、これ共通して

おります花については、大体どこも共通しておりま

すけれども、とりわけ上富良野というところにこだ

わってＰＲさせていただいておりますのは、ロケー

ション、温泉、それから冬のスキー、こういったこ

とは、スキーは上富良野が優位性があるわけではご

ざいませんが、これもＰＲさせていただいている要

素でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） わかりました。今までの流

れから、一応、連動しているというようなことで、

特にこの事業による大きな成果を心から御期待申し

上げるところであります。 

 次に、２項目めでありますが、一応、お迎えをす

る上で課題も多々あるかと思います。時間もなく

なってまいりましたので、若干、絞りたいと思いま

すが、やはり私が体験、それから見聞きする中で大

変だったなと思うのが、やっぱり交差点での出会い

頭の交通事故が、本当にいろいろなところで見受け

られました。それも外国人によるものも何件か見聞

きいたしました。 

 そういうことで私は外国人の方たちが、文化とか

交通ルールだとか違うところから来ているので、あ

る程度はしようがないと、そういう思いもあります

が、やはり事前に旅行会社とか、それから協会等を

通じての活動というのが大切だと一つ思うところで

ありますが、特に外国の方々に一時停止の「止ま

れ」という標識が、理解できないということによる

事故の発生があるとも聞いております。そして対策

として、町独自で「ＳＴＯＰ」、英語表示の標識を

町内２カ所に設置したそうであります。その場所と

効果について、まずお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １番中澤議員の交

差点における外国人のための標識の表示場所につい

てお答えいたします。 

 今年度、外国人による交差点における一時停止標

識の見誤りが多く発生しているということから、

２カ所、町内につけさせていただきました。 

 まず１カ所目は、日東会館を設置する交差点、こ

れは日の出公園から来るところと、上富良野から、

国道から入ってくるところの交差点２カ所に設置し

ております。 

 もう１カ所は、日の出公園から吹上線に上ってい

く道道に入るところのラーメン屋さんが設置される

交差点の側に１カ所つけさせていただいておりま

す。 

 また、先ほど町長の答弁で、ＳＴＯＰという表示

ということでございましたが、「ＳＴＯＰ」と停止

の「停」という字、この二つを看板に、一つの標識

にさせていただいて、提示させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 設置箇所等についてはわか

りました。ただ、私は、町独自というのが果たして

どうなのかなという感じを持っております。やはり

美瑛・富良野が観光圏になっています。 

 また、もっと大きく言えば上川、もっと言えば北

海道、そういう中で本当に今の看板がいいのか、そ

して統一されたものでなければ、上富は上富で「Ｓ

ＴＯＰ」で「停」と、それから中富はまた違う、富

良野も違う、これはまた外国人にとってはすごく理

解が苦しむのではないかなと、そんな思いをいたし

ます。 

 そういうことから、できれば統一を音頭を取って

いただくというのが、一番いいことなのかなと思い

ますので、そのお考えをお聞きしたいと思います。 

 それともう１点これにかかわりますが、もっと大

きく言えば、現在、公安委員会で定めた一時停止標

識は、赤色の逆三角形で「止まれ」と書いてありま

す。可能かどうかわかりませんが、今の時代「止ま

れ」でなくても「ＳＴＯＰ」でも、日本人ほとんど

の人が理解できるのだと思います。これは公安委員

会が設置することで、国の道路交通法の変更、改正

や何かになると思いますが、そういうこともこれか

らは申し上げていくほうがいいのではないかなと思

いますので、町長の御見解をお聞きします。 
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○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の外国人に対

する交通標識の対応についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 実は、これは大きな地域としても課題ということ

で、早くからとらえておりまして、振興局を通じて

申し入れもしておりますし、北海道としても課題だ

ということは認識はしてくれておりますけれども、

いずれにいたしましても日々、交通事故が発生して

いる状況を見るにつけ、統一した仕組みができるま

で、我々としてもそれぞれ各自治体が待っているわ

けにいかないということで、取り得る対応を現在さ

せていただいているところでございます。 

 当初、私ども目指したのは、一番目につく逆三角

形の公安委員会で設置している「止まれ」標識の下

にでも「ＳＴＯＰ」と表記させていただきたいとい

うことを真っ先に申し上げたのですけれども、風が

当たる面積がそれによってふえるから、標識が倒れ

るおそれがあるので、それはだめだということで規

制をされたものですから、別に立てることになって

しまったのですよね。 

 今、北海道も、私ども、それ各地域も要望してお

ります。私もできたら一番わかりやすい形で、シン

プルな形に一つに集約していただくことが望ましい

と考えておりますので、これからも発信をしてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） まるっきり私もそう思いま

すし、道東と道南と道北が、そして町々によってま

ちまちだというのはおかしいと思いますので、ぜひ

そういう発信をお願いしたいと思います。 

 ３項目めの外国語表記の看板、交通標識の整理、

交通標識については今ちょっといろいろ話しました

ので、外国語表記のほうについてですが、今、町営

バス、十勝岳の乗降アナウンスを多言語放送にした

と。また、飲食店メニューも英語表記にしたいとい

うようなこと、早急の取り組みをされているという

ことで理解をいたすところでありますが、先日、こ

れも北海道新聞富良野支局で、中国系の観光客に

行った調査の結果、富良野観光の満足度８９.５

点、そしてラベンダーだとか田園風景、すこぶる高

い評価であります。 

 一方、欠点といいますか、問題点というのは、中

国系観光客からしても交通の便の悪さ、また外国語

の案内標識の少なさが、問題点として上げられてい

ました。そういうことで、今後、外国語表記の看板

の整備に対する考え方を確認させていただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 多言語表記につきましては、私は、非常に重要な

ことであるというふうに考えております。私事で恐

縮ですが、海外に出かけたときに、さりげなく英語

圏に行って日本語で案内がされているとほっとする

と、同じことでございますので、そういったことに

は十分配慮をしていく必要があると思いますし、事

業者の方もこれは本気度がうかがわれますので、本

当に真剣におもてなしをするのだということが感じ

ていただけるように、町も町として取り組むべきと

ころは取り組みますし、一体となって取り組みに進

めたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと存じます。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ４項目めのおもてなしの意

識向上という点であります。 

 外国人観光客が、ここに訪れて満足いただくため

には、町民も外国からたくさんの観光客が来てくれ

ることによって、経済の活性化し、生活に潤いも戻

り、にぎわいのある町になって、よかったねという

そういう気持ちを持つことが大切だと思います。そ

の中で、私はおもてなしの中で、きのうの同僚議員

の質問にもありましたが、やはりもてなす上で一番

大切なのは言葉なのだなと、そういうことで英語の

英語力を私も何回か尋ねられましたが、全然、何と

か対応はしましたけれども、やはり町民の英語力を

上げていく。そのときにＡＬＴの複数配置そんなこ

とから、また社会教育の面からもぜひ、それが英語

力を上げることが観光にもつながるのだという認識

もお持ちいただいてやっていただければなと。 

 時間来ましたので回答は要りません。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１番中

澤良隆君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、１１時といたします。 

────────────────── 

午前１０時４９分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １１番米沢義英君の発言を許します。 

○１１番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ

りました５項目についてお伺いいたします。 

 １点目は、防災対策についてお伺いいたします。 

 近年、御嶽山や桜島、阿蘇山等における、また水

害等における自然災害の発生が多発するという状況
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になっています。町においても減災対策の取り組み

は、とりわけ一層求められると考えています。この

間、国においては国民の命を守るための活動火山対

策特別措置法の一部改正が行われました。その中に

は登山者に対する安全など、また、宿泊施設など不

特定多数の人が利用する施設にも、避難計画の策定

と訓練の実施が求められていると聞いております。

次の点についてお伺いいたします。 

 一つ目には、活動火山対策特別措置法改正の主な

内容についてお伺いいたします。 

 二つ目には、宿泊施設など不特定多数の人が利用

する施設の避難計画策定の今後の課題と対応につい

てお伺いいたします。 

 ２項目めは、子どもの貧困対策をお伺いいたしま

す。 

 親から子への貧困の連鎖が、社会問題になってい

るのが実情であります。これを踏まえて、厚生労働

省は１８歳未満の子どもの貧困率は、２０１２年度

時点で１６.３％、２００９年度より０.６％悪化し

たと報道されております。ひとり親家庭は５４.６

％に上り、子どもの６人に１人が貧困状態にあると

されております。これを踏まえて、次の点について

お伺いいたします。 

 一つ目には、上富良野町におけるひとり親家庭の

就学援助の現状について、過去１０年間の対比につ

いて伺います。 

 二つ目には、上富良野町の子どもの貧困率につい

て、どのようになっているのかお伺いいたします。 

 三つ目には、国においても、ひとり親家庭に対す

る支援を強化すると述べていますが、その主な内容

とそれを踏まえた町の今後の対応についてお伺いい

たします。 

 ３項目めには、担い手の育成についてお伺いいた

します。 

 上富良野町の農業は、農畜産物の輸入自由化など

の要因で、農家戸数や農業を担う若い人たちが少な

くなってきているのが実情であり、今後の対応につ

いてお伺いいたします。 

 １点目については、上富良野町の農業を守るため

にも、地元の若い人たちの育成と将来農業経営に携

わりたいと感じている若者たちを上富良野町に誘導

するなど、担い手の育成強化が具体的に求められて

いると考えますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

 二つ目には、上富良野町においても女性農業者の

担い手が、多様な取り組みを始めております。上富

良野町としても今後、持続的な農業を保つために

も、何を彼女たちが望んでいるのか、よく意見を聞

く機会を従来よりもふやし、農業やまちづくりに生

かすべきと考えますが、その点についての対応をお

伺いいたします。 

 ４点目について、子育て支援についてお伺いいた

します。 

 人口減少の中で、子育て支援の強化は重要な柱と

なっております。次の点についてお伺いいたしま

す。 

 中学校までの医療費の無料化の考え方について

は、この間の町長答弁では、総合的な判断をして、

バランスのとれた子育てを支援することが重要だと

述べ、現在は想定していない、考えていないと述べ

ています。しかし、この間の選挙戦の中でも多くの

方々から、中学校までの医療費の無料化をぜひお願

いしたいと、切望する声が多数寄せられているのが

実情でありますが、今後の対応についてお伺いいた

します。 

 ５項目めについては、教育大綱についてお伺いい

たします。 

 この間、法の改正を受け、教育大綱を策定したと

報道されております。重点策としては、ジオパーク

認定を目指す十勝岳をテーマとしたふるさと学習

や、外国教育を含め８項目が柱となっております

が、従来の延長線でありますが、次の点についてお

伺いいたします。 

 一つ目には、学校教育や生涯教育に今後どのよう

に生かされるのか、また予算の確保についてお伺い

いたします。 

 二つ目には、地質遺産として十勝岳を含めた産業

や郷土の歴史など、ふるさと学習とうたわれており

ますが、この点について余りにも幅が広すぎて、理

解できないでは困りますので、この点についてどの

ような内容にされるのかお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 １項目めの防災対策に関します２点の御質問にお

答えさせていただきます。 

 このたびの同法の改正は、昨年の御嶽山の噴火を

教訓といたしまして、火山防災対策の特殊性等を踏

まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の

関係者が一体となった警戒避難体制の整備など、所

要の措置を講ずることを目的としたものでありま

す。同改正法の施行後は、まず国におきましては、

活動火山対策の推進に関する基本指針の作成と火山

災害警戒地域の指定がなされることになります。 

 御質問１点目の法改正の主な内容についてであり

ますが、生命及び身体の安全の確保を図る対象者

に、住民等のほか登山者、その他の者が追加されま

した。また、指定地域にありましては、火山防災協
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議会の設置義務、その協議会で噴火シナリオ、ハ

ザードマップ、噴火警戒レベル、避難計画の協議を

行い、それをもとに市町村の地域防災計画に記載す

ることの義務づけ、さらに市町村長の周知義務とし

て、ハザードマップの作成、配布を行い、避難場所

円滑な警戒避難の確保に必要な事項を周知すること

などが盛り込まれました。 

 また、集客施設や要配慮者利用施設の管理者等に

避難確保計画の策定と訓練実施も義務づけられ、さ

らに火山防災協議会につきましては、災害対策基本

法に基づく任意の協議会から、この改正法に基づく

協議会に変更となり、その委員についても指定され

ていることから、今後、再編を行うこととなりま

す。 

 次に、２点目の集客施設等における避難確保計画

の策定と訓練実施についてでありますが、対象とな

る施設は不特定多数が利用する集客施設や要配慮者

利用施設で、噴火により噴石の被害を受ける火口か

ら近い距離にある施設ということから、十勝岳温泉

地区の旅館などが想定されるものかと思っていると

ころであります。 

 これらの施設につきましては、既に防火計画や避

難訓練を実施していることから、既存の計画の訓練

の再検証が必要な対応となるものかと考えておりま

す。 

 なお、当町におきましては、融雪型火山泥流想定

区域にある施設も想定されるところでありますが、

これらにつきましては、今後、国から示される基本

方針などを見きわめた中で、改編後の火山防災協議

会での協議を踏まえ、必要な対応をしてまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、２項目めの子どもの貧困対策に関する３点

の御質問にお答えいたします。 

 子どもの貧困の現状につきましては、国が実施い

たしました国民生活基礎調査により、年々貧困率が

高くなっていることは、承知しているところであり

ます。 

 まず、１点目の当町のひとり親家庭等就学援助の

現状についてでありますが、ひとり親家庭は児童扶

養手当支給申請世帯で、平成１６年度末８６世帯が

平成２６年度末１０７世帯で２１世帯の増、また、

就学援助は平成１６年度６５人が、平成２６年度１

０５人と、いずれも増加しているところでありま

す。 

 次に、２点目の当町の子どもの貧困率についてで

ありますが、国におきましては都道府県別の貧困率

を公表しておらず、市町村別の数値についても同様

でありますことから、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３点目の国のひとり親家庭に対する支援強

化の内容と町の今後の対応についてでありますが、

国におきましては、子どもの貧困対策の推進に関す

る法律が、平成２６年１月に施行され、子どもの貧

困対策に関する大綱が同年８月に閣議決定されたと

ころであります。 

 大綱では、国・地方公共団体による教育の支援、

生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支

援のほか調査研究や施策の推進体制につきまして

も、重点施策として示されているところでありま

す。これらにより、ひとり親の支援策が父子家庭に

も拡大され、昨年１２月から児童扶養手当の公的年

金との併給調整が実施されるなど、徐々に改善に向

けた取り組みが始まったところであります。 

 当町におきましては、これらの支援策の周知徹底

を図り、必要な支援策が有効に活用されるよう努め

るとともに、国の財源を活用できる支援策について

の研究を進め、既に実施している保育料の低減、非

課税世帯における小児予防接種費用の負担軽減、障

がい児通所支援利用料の負担軽減など、子育て支援

策と合わせて取り組んでまいります。 

 また、貧困の連鎖は何としても防がなければなら

ないと考えており、特に、ひとり親等の生活実態に

つきましては、関係者の御協力をいただきながら、

注意深く見守ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの農業の担い手育成に関する２点

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の若者の町への誘導など、農業担い

手の育成強化についてでありますが、上富良野町農

業の将来を考えますと、担い手の確保・育成は何よ

りも重要な課題であると認識をしているところであ

ります。国や北海道、町におきましても新規就農等

にかかわる制度を設け、担い手確保に向けた事業を

展開しておりますが、十分な成果を得る状況には

至っていないのが実態と思われます。 

 一方、新規就農に関する相談につきましても例年

数件寄せられ、直接面談に来られるケースもありま

すが、その多くは目標設定や資金計画を持ち合わせ

ていないなど、就農を後押しできるケースは、ほと

んどないのが実態であります。 

 また、就農相談を通じて、受け入れ側の態勢整備

の課題も少しずつ明らかになってきており、第７次

農業振興計画の着実な実行を目指した実践計画の策

定に向けた作業を進めているところであり、新規就

農や後継者育成等の担い手対策は、上富良野農業の

持続的発展の大きな柱として位置づけしており、農

業関係各機関との連携を図り、有効な施策に結びつ
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くよう努めてまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、２点目の女性農業者の意見を聞く機会の充

実とまちづくりへの反映についてでありますが、昨

今、当町の女性農業者の皆さんによる主体的な活動

が盛んに行われていることは、私も大変喜ばしいこ

とと感じております。７月には、町内の親子を対象

にした食育をテーマとした活動も行われ、その活動

にも参加いただいたところであります。町といたし

ましても、女性農業者がさまざまな場面に参画でき

る環境づくりを進め、それらを通じ率直な意見を聞

かせていただき、農業施策やまちづくりに反映させ

ていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても女性農業者の活躍は、上

富良野町農業の将来に明るい光を当てるものであ

り、引き続き支援を行ってまいりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの子育て支援制度に関する御質問

にお答えいたします。 

 中学生までの医療費無料化についてであります

が、ことし６月定例会におきましてもお答えをさせ

ていただいておりますが、乳幼児等の医療費助成に

つきましては、北海道医療給付事業と連携し、給付

対象者を拡大しながら助成措置を講じるとともに、

町の独自事業として受診頻度の高い乳幼児を抱える

子育て世帯の負担軽減を図るため、就学前の乳幼児

の医療費全額と、小学生の入院医療費の一部助成を

実施しているところであります。 

 これまでも子育て支援策として、２歳児未満の乳

幼児がいる世帯への子育て支援ごみ袋の交付、小学

５年生と中学２年生を対象とした、かみふっ子健診

を実施しております。 

 また、今年度は、小児任意のＢ型肝炎ワクチン、

ロタウイルス、おたふく風邪の予防接種の無料化を

実施し、インフルエンザ予防接種につきましては、

１歳から１８歳まで自己負担１,０００円、非課税

世帯は無料としており、子どもたちの健康増進を図

るため、各種予防事業に取り組んでいるところであ

ります。 

 今後におきましても、バランスのとれた子育て施

策に力点を置いておりますことから、子育てのそれ

ぞれのステージにおいて状況を見きわめながら、限

られた財源の中で有効な子育て施策を継続して検討

してまいりますので、現在、中学生までの医療費無

料化につきましては、想定していないことを御理解

賜りたいと存じます。 

 次に、５項目めの教育大綱に関する２点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 本町の教育行政の基本的な考え方等につきまして

は、第５次総合計画の成長と学習において、また、

教育委員会が策定しております教育振興基本計画に

おいて、既に規定しているところであります。その

ようなことから、このたびの教育大綱の策定に当た

りましては、教育の継続性・一貫性を重視し、教育

振興基本計画に定める基本教育目標や基本方針を大

綱の目標方針として踏襲することといたしました。 

 また、重点施策といたしましては、教育振興基本

計画に包含されている施策で、特に意識を持って取

り組むべき８項目を掲げることを総合教育会議にお

いて確認したところであります。 

 まず、１点目の大綱の事業化と予算確保について

でありますが、本大綱は第５次総合計画及び教育振

興基本計画を踏襲したものであることから、新たな

予算確保を想定しているものではなく、引き続き第

５次総合計画や教育振興基本計画の中で学校教育や

社会教育、生涯教育のそれぞれにおいて、教育大綱

に示した考え方を生かしながら、必要と認められる

事業等について検討を重ね、事業の推進に努めてま

いります。 

 次に、２点目のふるさと学習についてであります

が、教育振興基本計画に沿って学校教育におきまし

ては、これまでも郷土学習の充実や火山防災の学習

などに取り組むとともに、社会教育におきましても

郷土資料や文化財の保護と合わせて、郷土や歴史に

係る学習を推進しており、まさに今後、町が認定を

目指して活動を進めるジオパークの学習活動に結び

つくものであることから、このたびの大綱におきま

してもふるさと学習の推進を重点施策の一つとして

掲げさせていただいたところでありますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） まず、活火山法の改正点

について何点かお伺いいたします。 

 一つ目にお伺いしたいのは、今後、協議会、構成

され、設置されるということでありますが、この協

議会等のメンバーというのはどういうような形で推

移されるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えいたします。 

 今回の法改正の中では、これまでは災対法の中で

協議会等の設置が任意ということでありましたが、

このたびの活火山法の改正の中で協議会が、特に指

定地域になれば義務設置になります。 

 その中で構成メンバーにつきましても、このたび

の法改正の第４条の中で、都道府県、市町村、気象

台、地方整備局、北海道であれば開建のほうになる
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と思いますけれども、それから火山専門家、自衛

隊、警察、消防、それから観光関係の機関等、必要

に応じて町長が認めるような機関ということになっ

ております。 

 そのようなことから現在、町においては協議会も

任意のといいますか、現在の協議会持っております

けれども、新たな再編の中では、現在の協議会の中

では不足されているものとしては、自衛隊がこの協

議会に入っていただく。それから、火山専門家が

入っていただくということが、法令上の規定を満た

す、そういうことになるのかなというふうに理解を

しています。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、

今後、集客等における不特定多数の施設利用におけ

る避難訓練等、あるいは避難計画等の策定等が義務

づけられます。そうしますと、従来の避難計画に加

えて新たな避難計画、いわゆる十勝岳周辺等におけ

る旅館等における安全確保等が、この中に盛り込ま

れるという形で理解してよろしいか、確認いたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の火山対策

に対します御質問にお答えさせていただきますが、

現在のところ、十勝岳の周辺地域がそういう対象エ

リアになるであろうという想定もしておりまして、

既に現在想定されております地域においては、避難

計画、あるいはそういった計画、それから避難訓練

等も実施されておりますことから、さらにそれらの

再検証を今回は必要とされるのかなという認識を

持っているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 既に実施されているとは

いえ、やはり再検討が必要であって、万全では恐ら

くないという状況があります。 

 自然災害というのは、その時々の状況によって、

大幅に私たちが想定しているより変わるという状況

がありますから、この点しっかり踏まえた計画内容

にしなければならないというふうに思いますが、そ

の点はどのように考えますか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 議員、おっしゃるとおりだというふうに思いま

す。万全には万全を期すというような対応が必要で

あろうというふうに思います。今後、細部、国にお

きましていろいろ指針が示されてくるものと理解し

ておりますので、そういったものにしっかり合致す

るように、再検証することは必要であろうというふ

うに理解をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この市町村地域防災計画

に定める事項の中に、噴火レベルに対応した当然住

民等の避難、入山規定等、あるいは登山者における

宿泊施設等における利用者に対する情報をきちっと

提供されなければならない。また、避難路について

もきちっと提供されなければならないというふうに

明記されておりますが、そうしますと、この点の部

分について、現在、町が想定しているこういった登

山客やあるいは宿泊客に対する情報提供、あるいは

避難訓練、あるいは避難路等の対応というのはどう

いう状況を踏まえて、具体的な避難誘導の対策をと

られようとしているのか、もう一度確認しておきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 個々の不特定多数の方が利用される施設等の対応

につきましては、現在、それぞれルールの中身につ

いて詳細は承知しておりませんが、ルールを満たす

中で策定されているものというふうに思われます。 

 しかし、今後の改正されました法律の中におきま

しては、さらにその精度が高められることが想定さ

れておりますので、それに沿った内容に改善するこ

と。それから、今まで想定されていなったような状

況も考えられますので、私ども行政といたしまして

は、いろいろなさまざまなツールを使っての情報伝

達の整備、そういったことも必要であろうと思いま

すし、特に登山者に対する対応は今回新たに加えら

れまして、登山者に対します情報提供、あるいは入

山のするときの記録、そういったものを求められて

おります。 

 しかし、なかなかそれは全国的にそれがなし得て

いないという状況から、簡易に、スマートフォン等

を使って警察のほうに入山しますという情報が行く

ような仕組みも今、整備されると聞いておりますの

で、そういったことと合わせて安全確保は大事であ

ろうと考えておりますので、十分注意を払って取り

組みをしてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、詳細につ

いては具体的な動きとしては、まだ持っておられな

いということで理解してよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 現在、そのような実態にあ

るということでございます。つけ加えさせていただ

きますと、冒頭のお答えで答えさせていただきまし

たように、十勝岳の場合は、融雪型泥流も過去にそ
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ういう悲惨な経験をしておりますので、そういった

ことまで今回この指針の中で、どういうふうに表現

されるかということ、まだ伺っていないのが実態で

ございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この事項を見ますと、詳

細にきちっと避難経路も含めて、いわゆる情報の伝

達方法も含めて、詳細に自治体が防災計画の中に組

み込む事項として書かれております。 

 これ読みますと、非常にきめ細かな対応が求めら

れるということが、この項目の中では読み取れます

ので、十分これは検証も含めて、行政としてやるべ

きことはきちっとやった情報伝達も含めて、やはり

再検討、再構築ということが必要だと思いますの

で、この点確認しておきしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 議員お話のように、法律が改正されることだけで

はなくて、常に細心の体制、防災体制に整備をして

おくということは当然のことでございますので、今

回の国の法改正に合わせます指針も踏まえまして、

さらに当町の防災対策については充実できるように

努めてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そこで前後しますが、十

勝岳地域の旅館の想定されている範囲は、具体的な

どういう施設が対象になると想定されていますか、

わかればお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えいたしますが、十勝岳温泉地区四つの施

設がございますが、基本的には四施設が対象になる

のかな。また、国のほうの指針で、例えば火山の噴

火レベルによりますけれども、火口から何キロとか

ということで、指針に応じてどのレベルの避難計画

をつくる、避難誘導、避難計画の中では避難場所、

それから避難経路、避難の手順等を示すことが義務

づけられますので、それぞれ噴火レベルに応じてど

ういう範疇になるのかということになりますけれど

も、基本的に私たちは十勝岳温泉地区四つの施設が

ございますので、そちらの施設が対象になると思わ

れます。 

 それと、前段、町長のほうからお答えさせていた

だきましたように、十勝岳火山につきましては、融

雪型の火山泥流についても多分、今回の指針の中で

示されてくるものだろうというようなことが示され

ておりますので、特に火山泥流の被災地域において

不特定多数の多くの方が利用するような施設につい

ても、そういうことは指針の中で示されてくるのか

なというふうに理解しておりますので、それらにつ

いても同様の計画等が必要になってくるというふう

に、今、理解をしているところであります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 今後、策定等については

協議会設置後の動き等によって、早急に策定される

かというふうに思いますが、期限等については現時

点では、ちょっとそこら辺はどういうふうになるの

かお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 今回の法律につきまし

ては、今年の７月１日に制定し、８日に公布をされ

ております。施行が６カ月以内の中で、政令によっ

て施行日が定められますので、遅くとも１月８日ま

でに施行日が定められるというふうに思っています

ので、予定では多分、年内ぐらいに法律の施行日が

あって、それから国のほうで指針等を今まとめます

ので、お聞きしている情報の中では、火山防災協議

会の見直しなどはなるべく年度内に、この３月末ま

でにというようなことが何となく情報でお見受けし

ておりますけれども、それ以降、新たにでき上がっ

た火山防災協議会の中で、指針に沿って地域防災計

画に必要な見直し等の項目を洗い出しをしながら、

必要なものは防災計画に載せていく。それ以降に、

それぞれの避難計画等を策定の作業に当たっていく

と思いますので、一定程度、１年、２年といいます

か、そういう一定程度の時間の経過の中で、最終的

な整備がされていくのかなということで予定をして

おります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次の件に、子どもの貧困

対策についてお伺いいたします。 

 この間、この答弁書の中では、今後、いろいろな

政策も負担軽減の政策も取り組んできましたと、し

かし、貧困の連鎖は何としても避けなければならな

いという形で、今後、ひとり親の生活実態について

も関係者との協力をしながら、注意深く見守りたい

というふうに考えておりますというだけであります

が、今後、町として恐らく実態がどうなのか、私も

よくわからない部分あるのですが、押さえられてい

ない部分も多数あるのではないかなというふうに思

います。 

 そうしますと、この貧困対策の中で、まず実態を

詳しく町も押さえる必要があるのだろうというふう

に思いますが、この点、実態調査等の動きなどはこ

の中に入っておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の子どもの
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貧困対策についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 現在、上富良野町におきます子どもがどういう状

況に、貧困と言われるような状況に、どういう実態

にあるかというようなことをつぶさに調査をしてい

るというような状況では、現在ないというふうに承

知しております。 

 さきの答弁でもお答えで申し上げましたように、

まず、どういう状況にあるかということを私といた

しましては、隠れてといいましょうか、非常に見え

ない中で、そういう貧困の実態がどこかに見逃され

ているとすれば、それは大変不幸なことになります

ので、そういったような状況はないかということを

常に見届けておくと、実態を把握しておくというこ

とは大変重要だというふうに考えておりますので、

そういうような取り組みに、さらに力を入れなけれ

ばならないという思いで申し上げたところでござい

ます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ実態、実情調査も踏

まえながら、把握していただきたいというふうに思

います。 

 その点でお伺いしたいのは、この答弁の中にも就

学援助等がふえているという状況にあります。近

年、消費税の増税、あるいは生活保護費の削減等、

あるいは就学援助等の基準の引き下げ等が、上富良

野町では行われました。そうしますと、そういうも

のを含めて、こういう制度に結局受けられるけれど

も、いわゆるボーターライン層だとか、そういう方

もたくさんおられるのだというふうに思います。 

 やはり今後、先ほども言いましたが、実態調査と

あわせて今後、具体的に何をするのかというような

私なりにちょっと考えてみました。例えば、就学援

助の基準では、従来１.４だったのが１.２に下げら

れるという状況になりました。こういったところも

見直して、１.４の基準に引き上げるというような

対策だとかも必要だというふうに思います。この

点、まずお伺いしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 就学援助の基準等の対応につきましては、議員御

発言があったような状況に現在はなっております。

しかしながら、御質問の中でもありましたボーダー

ラインのところに、どういうような状況が生まれて

いるのかということも、もう少ししっかりと調査・

分析をする必要もあろうかと思います。 

 私の思いといたしましては、これはぜひ満たして

いきたいと思うことにつきましては、やはりそう

いった苦しい状況の中で十分な学びができなかった

り、あるいは十分な子どもして活動する機会を奪わ

れたりと、そういう事象を絶対生ませてはならない

ということを基本に考えておりますので、大きなく

くりの中では議員の考えと、そう差違はないものと

理解をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） くくりはないのかなとい

う、町長の従来の答弁で最終的にそこまで到達しな

いで、なかなか改善がされないというのが実態なの

かなというふうに思います。 

 この貧困の連鎖というのは、ただ、これは自治体

だけで当然できる問題ではありません。子どもの就

学だとか、いわゆる特別支援だとかという国のそこ

ら辺の支援強化という点では、たくさん出てきてお

りますけれども、やはり総体的な親の仕事をどうす

るのかという問題も含めて、やっぱりトータル国の

支援もあって、地方自治体の支援もあって、初めて

貧困の連鎖を抑えることが可能なのではないかなと

いうふうに思います。 

 よく話題になるのは、高校、大学へ進学したい

と、あしなが育英会の資金も借り入れるという制度

等もありますが、しかし、結局、進学したいと思っ

たけれども、当然、借金、借りなければならない。

当然、返済しなければならないということで、進学

もあきらめざるを得ないというような家庭もあらわ

れているという実態等もあります。 

 そういうことを考えますと、そういうものも含め

たやはり対応、自治体でできる部分、当然、国で必

要として実施しなければならない部分という形の中

で、やっぱり地方自治体においてもそういった進学

に対する独自の貸し付けというのを設けるなど、具

体的な対策というのも必要になってくる部分もある

のではないかと、私自身思います。そういうものも

含めて、町長、どのように具体的に対策として今後

どうあるべきかという点を、そもそもについてお伺

いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の子どもの

貧困対策についての御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 まず、私、常に頭の中に置いておりますのは、ど

んな状況の環境の中で育つ子どもさんも、みずから

そういう環境を選んでそういう環境に置かれている

ということでないと。これは望まざるとも、そうい

う環境に至ってしまったという客観情勢があるとい

うことを、常に頭に置いているところでございまし

て、そういった中で議員から御発言にありましたよ

うに、その親御さんに対します就労援助、直接子ど
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もさんに対する手を差し伸べることも大事ですけれ

ども、やはりそういった環境から脱する手だてが町

においてもできることがないのか、仕事の世話をす

るとか、もう少しきめ細かな相談に応じるとか、現

在、国で制度として整っていることを十分に活用し

ているかとか、そういったような一つ一つのことに

ついて検証して、子どもさんが十分に伸び伸びと

育っていくような環境をつくってやることは、やは

り一自治体として十分でき得ることだというふうに

考えておりますので、さらにそういった実態把握を

努めるとともに、実態に対した、即した町としての

手を差し伸べることができないかも、これを十分に

意を用いてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次に、担い手の育成につ

いてお伺いいたします。 

 この間も、担い手の育成等についてお伺いいたし

ました。この答弁の中には、十分な成果を得る状況

には至ってないという状況が書かれております。ま

た、同時に新規就農者等における受け入れ側の態勢

の問題も、少しずつ明らかになってきたという答弁

も書かれておりますが、こういうものも具体的にこ

ういう答弁ですから、具体的にどういうことが障害

になっているのか、今後の課題としてどういうもの

が課題になっているのか、具体的にお伺いいたした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の農業の後

継者育成に対します御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 何点か、私もこれから反省に立って生かしていか

なければならないと感じているところがございます

が、まず、新規就農を目指す方が、潜在的にはおら

れるのかなというふうに思っております。 

 しかしながら、十分な助走期間がない中で就農し

たり、あるいは就農機会があったにいたしましても

初心者、新規就農の方には非常にハードルの高い条

件のところで就農を強いられたりというようなこと

で、非常に私は今までの反省から、ミスマッチが

あったなというようなことを痛感しております。 

 これから、７次の農業振興計画の中でも書いてお

りますけれども、やはりできればそういう新規就農

者がどんどん手を挙げていただけるような、まず例

えば具体的に申し上げますと、研修の期間、例えば

すぐ経営者として就農するのではなくて、いろいろ

な農業関係の例えばこの地域で言いますと、農協さ

んに御協力をいただいて数カ月間か数年間、職員と

して農家の実態を勉強していただくとか、あるいは

研修施設・研修機関を設置して、そういう中で十分

事前研修をしていただくとか、あるいは受けていた

だける、指導していただける実践的な農業者の皆さ

ん方と触れ合う機会をつくるとか、それからずくと

申しましょうか、経営として成り立つような条件を

整えてあげるような、全てスタート時点から取得す

るというようなこと不可能でございますので、例え

ば貸付制度だとかリース制度だとか、そういうさま

ざまな方法を講じることによって、新規就農のハー

ドルが下がると思いますので、そういったことをこ

れから検討していかなければならないと認識してい

るところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 確かに、ハードルが高い

部分があるのだろうというふうに思います。やはり

町長言われた、ここがやっぱりポイントになってい

るのだろうというふうに思います。この間のいろい

ろな農業者の取り組み、あるいは若い人たちが農業

にどのようにかかわってくるのかといういろいろな

情報だとか、テレビだとか、新聞等の報道も見まし

ても、いきなり直接農業をやって、やっぱり楽しみ

ながら何かを機会にして接してくるというのが、今

の若い世代の動き、気持ち、感情というか、そうい

うものがあるのだろうというふうに思います。 

 やはり自治体としても受け入れる側として、やは

りきっちりとしたサポート、支援できるような気

分、感情もとらえた支援でなければ、結局、無に返

してしまうというような、そのような状況だという

ふうに思います。 

 私、この件の具体的な動きが、町にもっと今後、

推すべき課題として上げたわけですから、町長みず

からもこの件、上富良野町でできないとするのであ

れば、近隣の農協や団体、またそういった支援制度

にたけた農業者や一般の方々の力もかりながら、支

援を強化していくというのが必要だというふうに思

いますが、この点、もっと具体化をする必要あると

思いますが、この件確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の農業後継

者の育成についての御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 まず、私、これまで見聞きした、あいるは体験し

た中で、新規就農者、特に若い方の就農意識という

ものと、私ども何十年も実務経験を積んできた者

と、どうも我々目線で物事を判断してきているよう

に、私は反省をしております。 

 やはり新規就農者というのは、我々何十年も経験

積んできた者とは価値観が違いますので、そこに少

し目を向けてあげないと、最初からすれ違ってしま
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いますので、そういう反省も踏まえて、できれば、

できれば上富良野町独自にそういった新規就農者を

養成できるような仕組みができることを、私も切望

している一人でございます。 

 とりわけ次の質問にもありましたけれども、意外

と私どもが気がつかない、特に女性の視点から見た

農業というもの、どうなのかということでですね、

若い女性の農業従事者の方々が、意外といいヒント

を与えてくれる可能性もありますので、そういった

ことを通じて、これは基幹産業は農業ということで

普遍でございますので、力を入れて取り組むべきと

いうふうに理解をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ進めていただきたい

と思います。 

 それで女性問題についても、いろいろな女性の取

り組み方が今されております。いろいろな意見聞き

ましたら、私たちは、女性だから何もできないのだ

というふうに見られたくないというのですね。やっ

ぱりみずからも経営して、経営者としての手腕を発

揮して、それぐらいのレベルまで求めていきたい

し、農業に熱い思いをやって、感じながら農業をさ

れているのだという話です。いろいろグループ活動

もされて、その中には当然、農業者でない方々も女

性の中に入っているという形で、いろいろなつなが

りの中で農業に対する見方等が非常に勉強になるの

だという形で、今後、もっと女性グループとして、

ただ女性グループだけではなく、多くの幅広い世代

を超えた、あるいは男女間を超えたそういったグ

ループ討議の中で、さらにこういう女性の立場から

の農業に対する提言だとか、意見もいろいろと求め

ていけたらいいのだという形になっております。 

 その中では、この間、行政と非常につながりが薄

かったと、行政というのはなかなか何もしてくれな

いと思っていただけれども、やっぱりこちら側から

働きかけないと、いろいろな支援策だとかというそ

ういうものも話を聞けないのだということがわかっ

たし、私たちからも積極的に行政側にも働きかける

し、逆に行政側からもいろいろな情報があれば、発

信していただきたいと。そういう中で、今の私たち

も農業に対するいろいろな広がりを求めていきたい

のだという、こういう話でした。 

 まだまだ相手の言ったことの意が、私、尽くせな

い部分、言い尽くせない部分、思いが届かなかった

部分もあるかと思いますけれども、やっぱりそう

いったところに対する行政との支援というのは、こ

れからも具体的に継続支援する必要があると思いま

すが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の女性農業

者に対します考え方についてお答えさせていただき

ます。 

 女性農業者等の御意見は、さまざま聞かせていた

だくというようなこと、大変大事でありますし、ま

た、男性・女性というこだわりはあえて持たなくて

も、やはり若い農業者の意見を聞かせていただくと

いうことは、これから非常に大事でありますし、私

どもも行政も積極的にそういう中に飛び込んでいく

ような意識を持って、取り組むべきだというふうに

考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 医療費の無料化について

お伺いいたします。 

 この間、選挙戦でも多くの保護者の方から、医療

費の無料化を望む声が寄せられました。確かに、行

政においてはいろいろな子育て支援の取り組みはさ

れておりますが、しかし、全国的に厚生労働省の調

査でも、入院、あるいは通院における医療費の無料

化の拡大、入院では全国的にも６６％、通院につい

ては５３％に拡大されたという報道があります。 

 私は、こういう報道を聞いたときに、これは単に

子育て支援もあるけれども、将来の未来ある子ども

たちの健康で、そして地域で活躍するということを

念頭においた、また医療費の抑制に結びつける、そ

ういう理念が根底にあります。これは同時に、貧困

問題の解決の一つにもなる話であります。 

 そういう立場からすれば、従来、町長が一貫して

言われているように、想定しないと、やらないとい

うことに等しい話なのかなというふうに思います

が、私は、こういう全国的な動きも踏まえて、町の

多くの人たちの意見も踏まえて、ただ、従来の支援

策にとどまるだけではなくて、やはり思い切ってこ

こで展開して拡大すべきだと思いますが、この点に

ついてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁君。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の医療費の

無料化の拡大についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 この件につきましては、米沢議員と幾度か議論を

させていただいた経過にございますが、私といたし

ましては、当初お答えさせていただいたことが基本

的なスタンスでございますが、いずれにいたしまし

ても産まれて、あるいは妊娠をしてから、一人前の

子どもに成人するまでの間、どの生育ステージにお

いても成長ステージにおいても、しっかりとその子

育てが担保されているというような仕組みづくりの

ほうが、私は、トータルとして上富良野町の歩むべ
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き姿かなということで理解をしております。 

 そして、中学生の医療費無料化の全国な動きも数

値も私も聞き及んでいるところでございます。しか

し、それを超越できるような他の子育ての仕組みの

中で充実を図っていくことも、一つの取り組みとし

て町民に評価をいただけるものでしたら、それも私

は力を入れていくべき施策だというふうに理解して

いることから、現在、そういう取り組みをさせてい

ただいているところでございます。 

 中学生ぐらいになりますと、これは私の考えであ

りますけれども、中学生ぐらいの年齢を迎えます

と、自分の体のコントロールもある程度は、自分の

意識でできるようになってまいります。そういうこ

とからして、中学生の医療費の無料化に、まず優先

するべき子育て全体の充実を図ることのほうが、上

富良野町としても優先性は高いのではなかろうかと

いう理解をしているところでございますので、そう

いったことでトータルで御理解をいただくことをお

願い申し上げる次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 多くの方がこういう子育

て支援と合わせて、段階的にでも引き上げてほしい

ということを望んでいるわけですが、町長もいろい

ろな形から情報は入ってきていると思いますが、こ

の点について段階的な引き上げも、それはできない

という形でしょうか。こういう声があるわけですか

ら、それは勝手なお話でしょうということになりま

すか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、全国的な動きの一つとして、議員、冒頭御質

問にありましたように、全国５０％、６０％の自治

体が無償化の政策展開を図っている状況を踏まえ

て、一方では、もう議員御案内のように、国におき

ましては国民健康保険の財源措置の中で、交付措置

の中で制限を加えるような一つの項目にされている

ことから、非常に制度として制度矛盾が今、もう生

まれているのではないかという機運も一方でありま

して、私どもの町村会、あるいはいろいろな団体を

通じて、国において中学生を含めた医療費の制度に

ついて、国としての制度の検討をする、してくれ

と。そして、それぞれの地方の各国民健康保険の保

険者に、そういったことのリアクションがないよう

な方法を、国において講じてもらいたいということ

も一方で要望しておりますので、全てを否定してい

ることではないということだけは御理解いただきた

いと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この問題は、国会でも取

り上げられました。この間、安倍首相が医療費の増

大につながるという形で、ペナルティ等を課すとい

う形になりました。しかし、我が党の国会議員団の

小池晃議員の質問で、参議院で厚生労働省は、負担

で無料化を実施しても、必ずしも医療費の増額には

つながらないという答弁をしているのです。 

 そういうことを考えたときに、こういう制度を活

用しながらやはり子どもの健康を守る、また地域で

の子どもさんの成長を見守る、これは社会的な要素

の一つでありますから、行政としてもこういう立場

からきっちりと国の制度にも訴えかけ、町独自でも

すぐにできないとすれば、段階的にこの制度をうま

く活用して、無料化に近づけるという方法も一つあ

るというふうに思いますが、この点お伺いしておき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 国の動き、あるいはそれに対する国の反応、そう

いったこともこれからしっかりと情報収集していき

ながら、そして何よりも何度も申し上げております

が、上富良野町全体としての子育て支援策を分厚く

していくということは、私は普遍でございますの

で、その一環としてどういうことがいいのかという

ことは、町民の皆さん方と常に対話をしながら、取

捨選択をしていくというスタンスは、これからも続

けてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１１番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第６号平成

２６年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第６号平成２６年度上富良野町水道
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事業会計未処分利益剰余金の処分の件に関しまし

て、御説明申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、

未処分利益剰余金の処分について、議決をいただく

ものとなっております。 

 未処分利益剰余金及び処分の額については、後ほ

ど上程の議案第７号に添付しております平成２６年

度水道事業会計決算報告書の４ページ上段の剰余金

計算書及び同じく４ページ下段の剰余金処分計算書

を御参照ください。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 議案第６号平成２６年度上富良野町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について。 

 平成２６年度上富良野町水道事業会計未処分利益

剰余金６,４３４万６,２００円のうち、３,０００

万円を減債積立金に積み立て、残余を繰り越すもの

とする。 

 以上、御説明申し上げました。御審議いただきま

して、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第７号及び 

     ◎日程第５ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第７号平成

２６年度上富良野町企業会計決算の認定について、

日程第５ 議案第８号平成２６年度上富良野町各会

計歳入歳出決算の認定についてを一括して議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 初めに、企業会計決算認定について。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第７号平成２６年度上富良野町企

業会計決算の認定について、議案の朗読をもって説

明とさせていただきます。 

 議案第７号平成２６年度上富良野町企業会計決算

の認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平

成２６年度上富良野町病院事業会計及び上富良野町

水道事業会計の決算を、別紙、監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 

 では、初めに、病院事業会計の決算の概要につき

まして御説明申し上げます。 

 平成２６年度病院事業会計決算報告書の７ページ

をお開き願います。 

 平成２６年度上富良野町病院事業報告書。 

 １、概要。 

 （１）総括事項の概要を御説明申し上げます。 

 平成２６年度におきましても全国的な医師、薬剤

師、看護師不足により、地域の病院を取り巻く環境

は厳しい状況でありましたが、当院は旭川医科大学

第３内科の関連病院として、肝臓や血液腫瘍、内視

鏡検査等の専門医の派遣を受けてまいりました。富

良野協会病院との病病連携におきましては、泌尿器

科、循環器内科、眼科の医師の派遣を受けておりま

したが、平成２６年７月末で、富良野協会病院の眼

科の常勤医師が不在となり、町立病院への医師の派

遣が中止され、眼科診療を廃止することになりまし

た。 

 また、町立病院が２７年度から、富良野看護学校

の臨地実習病院となることから、実習指導にかかわ

る看護師の養成など、看護学生を受け入れる体制づ

くりを整備してまいりました。 

 医療機械の主な整備として、防衛省の調整交付金

等により、胃カメラ、心電計を更新し、あわせて開

院以来３５年間使用しておりましたボイラー、バー

ナー２基をロータリー式バーナーから、油圧噴霧式

バーナーに更新し、安定した暖房等の提供に努めて

まいりました。 

 次に、患者など利用者数の状況でございますが、

一般病床の入院患者と介護療養型老人保健施設の入

所者の合計は１万７,６０５人で、前年対比９１４

名の減となりました。外来患者数は２万６,７５５

人で、前年対比９０２名の減となり、入院患者と入

所者、外来患者の合計は４万４,３６０人で、前年

対比で１,８１６人の減となりました。 

 次に、収益的収支でございますが、平成２６年度

に地方公営企業に新会計制度が導入され、主な内容

としては、収益の部では、国庫補助金で取得した償

却資産の減価償却処理方法が変更になったほか、支

出の部では、平成２５年度の賞与引当金相当額を特

別損失の過年度修正損として計上しております。 

 また、消費税が平成２６年４月に８％に引き上げ

られ、医薬品、物品等の購入時の消費税が増額とな

り、これらの結果、病院事業収益と病院事業費用の
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差し引き４,６３６万４,９９０円が、当年度の純損

失となりました。 

 以上が病院事業の決算の概要でございます。 

 続きまして、決算額を申し上げます。 

 １ページ、２ページをお開き願います。 

 平成２６年度上富良野町病院事業決算報告書。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 以下、決算額のみ申し上げます。 

 収入。第１款病院事業収益８億３,９８２万９４

７円。 

 支出。第１款病院事業費用８億９,２４０万１,２

７０円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。第１款資本的収入３,５８０万８,４０８

円。 

 支出。第１款資本的支出３,５８０万８,４０８

円。 

 以下、３ページ以降の財務諸表などにつきまして

は、御高覧いただいているものとして、説明を省略

させていただきます。 

 御審議賜りまして御認定くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 続きまして、平成

２６年度水道事業会計決算報告書について、御説明

申し上げます。 

 まず、水道事業会計の平成２６年度決算の概要を

申し上げます。 

 ７ページをお開き願います。 

 本事業は、町民が健康な生活を持続していくため

に必要とされる、安全で安心な水道水の安定供給を

開始して以来、４２年を経過いたしました。 

 当年度の決算状況については、収益的収支におい

て、収入１億６,７５０万７,１０２円、支出１億

３,５８２万６,５９６円であり、純利益３,１６８

万５０６円で決算することができました。 

 なお、収益的収支については、１１ページ以降の

費用明細書との整合を図るため、消費税を含まない

数字となっておりますので御承知願います。 

 次に、資本的収支では、収入３,８９０万円、支

出１億１,４４５万６,５３９円で、不足する額７,

５５５万６,５３９円については、過年度分損益勘

定留保資金４,４７５万７,１８０円、当年度損益勘

定留保資金３,０７９万９,３５９円で補塡し、事業

の推進を図ってまいりました。 

 本年度の収支も黒字決算となりましたが、町内人

口の推移と節水意識の高まりや、飲料水嗜好の多様

化が進み、使用水量は減少傾向にありますが、受益

者負担の原則を堅持するとともに、コンビニ納入な

ど納入方法の利便性を図り、公営企業として健全な

経営に努め、漏水対策や老朽管の更新等維持管理に

万全を期し、安全で安心、良質な水道水の安定供給

に努めてまいります。 

 次に、決算額を申し上げます。 

 １ページ、２ページをお開き願います。 

 平成２６年度上富良野町水道事業会計決算報告

書。 

 以下、款ごとの決算額のみを申し上げます。 

 １、収益的収入及び支出。 

 収入。第１款水道事業収益１億７,８２７万２,４

５７円。 

 支出。第１款水道事業費用１億４,２２０万４,５

７８円。 

 ２、資本的収入及び支出。 

 収入。第１款資本的収入３,８９０万円。 

 支出。第１款資本的支出１億１,４４５万６,５３

９円。 

 さきに概要報告でもお示ししましたが、表下に記

載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額７,５５５万６,５３９円については、過年

度分損益勘定留保資金４,４７５万７,１８０円、当

年度分損益勘定留保資金３,０７９万９,３５９円で

補塡しております。 

 以下、各計算書、業務明細書等の説明について

は、御高覧いただいているものとして割愛させてい

ただきます。 

 以上で説明といたします。御審議賜りまして御認

定いただきますよう、よろしくお願いします。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 地方公営企業法第

３０条第２項の規定により審査に付されました平成

２６年度地方公営企業の病院事業会計決算及び水道

事業会計決算について、平成２７年６月２９日から

７月１７までの間で、実日数４日間審査し、同法第

３０条第１項の規定に基づき、調整された各決算書

等が関係法令に正しく準拠して作成され、その会計

処理が適正に行われているか、また、決算の計数が

証拠書類等に符合しているかを照合し、予算執行の

適否について審査しました。 

 審査に付されました各事業会計の決算報告書及び

附属書類は、関係法令に準拠して作成されており、

その計数は、現金出納簿、関係諸帳簿及び証拠書類

と符合し、各事業会計の計数は正確であると認めら

れました。 

 審査意見について申し上げます。 

 病院事業については、入院・外来ともに患者数が
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減少し、依然として厳しい経営環境にある中で、

胃カメラ、エックス線、骨密度測定器、シリンジポ

ンプ等の医療機器更新やボイラーバーナーの設備更

新を図り、よりよい医療環境の確保に努められてい

ます。 

 眼科の廃止や投薬期間の延長、再診予約制の制度

の実施等により、患者数は減少しており、依然とし

て医療収益の減少傾向に変わりはなく、これらの状

況のもとで収支のバランスのとれた経営ができるよ

う、検討を続けていただきたいと思います。 

 介護療養型老人保健施設については、入院数が増

加し、安定した利用状況と収益が示されています。

町民の福祉向上と健康管理に寄与する医療機関とし

て、安心・安全な医療の提供と質の高い高齢者福祉

の充実を図り、住民医療サービスの向上と経営の安

定、改革に向け、一層の努力を望みます。 

 水道事業については、人口の減少や節水家電、ト

イレなどの普及、町民の節水意識の向上など、有収

の給水量が減少してきている中で、安定した経営と

安全・安心な飲料水の供給に心がけていることがう

かがえます。 

 未納者への対応としては台帳が整備され、履歴を

明確にしながら管理を行うなど改善が図られてお

り、未収金の納付も向上しています。引き続き給水

停止の効果的な実施、確約書をいただいてからの履

行の確認、直接面談するなどの細かな対応を積極的

に実施し、不納欠損を縮減していくことが重要であ

ると思います。今後とも健全な経営に努め、漏水対

策や老朽管の更新等、維持管理に万全を期し、本町

水道事業の特徴的利点とも言える湧水利用と自然流

下を最大限に生かし、低廉で安価で、かつ、安全な

飲料水の供給を図られるよう望みます。 

 なお、１３ページ以降に各種資料等を参考として

添付してございますので、御高覧いただきたいと存

じます。 

 以上、説明といたします。 

○議長（西村昭教君） 次に、一般会計、特別会計

決算認定について。 

 会計管理者、藤田敏明君。 

○会計管理者（藤田敏明君） ただいま上程いただ

きました議案第８号平成２６年度上富良野町各会計

歳入歳出決算の認定について、概要を御説明いたし

ます。 

 今回、決算認定の審査を受けます平成２６年度会

計の当初予算編成時の財政状況を振り返りますと、

アベノミクス効果で景気は緩やかに回復しつつあ

り、各種政策効果で景気回復の動きは確かなものに

なることが期待されていた中、海外における政府債

務保証問題や金融財政問題への対応法など、不安定

な経済環境にありました。 

 当初予算編成時には、収入の７割強を国や北海道

への依存財源で占めている中、厳しい経済状況や特

例法などの影響により、町税等の減収を初め、特に

地方交付税など、一般財源の減収が避けられない状

況にありました。 

 一方、歳出面では、大型公共施設の町債費が償還

完了により減少するものの、新たな償還開始による

増加が見込まれ、厳しい経済雇用情勢の改善、少子

高齢化への対策、近年の大雨災害に対する対策、上

富良野小学校の改築、公営住宅整備を初めとする公

共施設の整備など、さまざまな地域課題の解決に向

けた財政支出が求められておりました。 

 一般会計の当初予算額は７０億８,６００万円

で、前年度と比べ７億４,０００万円が増加してお

ります。 

 一般会計、特別会計を合わせた当初予算額は１０

２億８,０２５万８,０００円となり、前年度と比べ

て約８億８,０００万円が増加しております。年度

中には国の政策が確定するとともに、地方に向けら

れた地域の元気臨時交付金を公共施設整備基金に積

み立てたものを取り崩し、公共施設の整備、橋梁の

整備などの事業化を進められたことにより、当初予

算の約１.２倍となる最終予算となったところであ

ります。 

 一般会計予算で、最終予算額８７億７,２６０万

８,０００円となり、全会計の最終予算額は１２０

億２５８万４,０００円になりました。平成２６年

度は全ての会計で、収入済額が支出済額を上回る黒

字決算になっております。 

 継続費につきましては、第２０号橋及び第２１号

橋のかけかえ工事に伴い、平成２６年度から平成２

７年度の当該期間の各年度ごとの支出予定額を定め

ました。また、平成２６年度分に定められました予

算計上額から支出済額を差し引いた１,８０４万円

が、平成２７年度へ定時繰り越しされております。 

 繰越明許費につきましては、一般会計に平成２５

年度から上富良野小学校改築などに係る１３億７,

９３９万８,０００円が設定されております。 

 平成２７年度に向けて、一般会計は、国の平成２

６年度補正において可決された地域創生事業に係る

地域先行型事業として１億８１６万円が認定されて

おります。 

 一般会計の主な決算内容につきまして御説明いた

します。 

 収入済額は８８億７７９万４,９６５円となり、

前年度と比べて１０億円弱が増加しております。増

加になった主なものは、地方消費税交付金２,４７

６万円、分担金及び交付金２,１８０万円、国庫支
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出金５,１９６万円、繰入金４億１,４５７万円、町

債６億３,９７０万円など、合計１１億５,６００万

円ほど増加しております。 

 減少したものは、町税では固定資産税と軽自動車

税、入湯税が増加いたしましたが、経済状況の悪化

により町民税が減少したため７１２万円の減、自動

車取得税交付金１,７１７万円、地方交付税６,４１

９万円、繰越金５,８７３万円など、合計で１億７,

８００万円ほど減少しております。 

 歳出総額は、８５億８６３万４,６０６円とな

り、前年度と比べて８億８７３万円ほど増加してお

ります。増加になった主なものは、地域の元気臨時

交付金を財源とする事業に伴う公共施設整備基金積

み立てを取り崩した橋梁整備など、約５億円などで

ございます。 

 減少になった主なものは、事業が完了した大型水

槽車の更新、吹上保養センター改修など、積立金で

公共施設整備基金の約４億円となっております。 

 事業ごとの内容につきましては、決算書の事項別

明細書の歳出の部及び各会計主要施策の成果報告書

に記載しておりますので、御高覧いただきたいと思

います。 

 それでは、議案及び平成２６年度の各会計収支総

括並びに財産の移動関係について概要を御説明いた

します。 

 議案第８号平成２６年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度上富良野町一般会計、上富良野町国民健康

保険特別会計、上富良野町後期高齢者医療特別会

計、上富良野町介護保険特別会計、上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計、上富良野町簡易水道事

業特別会計及び上富良野町公共下水道事業特別会計

の歳入歳出決算を、別紙、監査委員の意見をつけ

て、議会の認定に付する。 

 平成２６年度各会計歳入歳出決算書の２ページ、

３ページをお開き願います。 

 平成２６年度の各会計別収支総括表で、各会計全

体の決算状況を御説明いたします。 

 この表の最下段、合計欄をごらんください。 

 予算額１２０億２５８万４,０００円、調定額１

２１億２,７４５万７,５９５円、収入済額１２０億

１,２３１万９,０５４円、不納欠損額２５２万６,

２６８円、収入未済額１億１,２６１万２,２７３

円、支出済額１１６億７,６７２万８,９９５円、差

し引き残額３億３,５５９万５９円です。 

 調定額に対する収入済額の割合、調定対比は９

９.０５％、予算額に対する収入済額の割合、予算

対比は１００.０８％、予算額に対する支出済額の

割合、支出予算対比は９７.２９％であります。 

 次に、Ｄ欄、不納欠損額をごらんください。 

 一般会計は、個人町民税、固定資産税と軽自動車

税で９０万３,５８９円です。国民健康保険特別会

計は、一般退職分医療給付費、一般退職分後期高齢

者支援金分と一般退職分、介護納付金分で１１３万

３,９９０円です。公共下水道事業特別会計は、下

水道使用料で４４万９,６８９円です。介護保険特

別会計は、介護保険料で３万９,０００円。これら

４会計の滞納繰越分の一部の欠損処分を行っており

ます。 

 次に、Ｅ欄、収入未済額をごらんください。 

 一般会計は９,５７８万４,３７６円です。その内

訳は、町税１,０３５万７,３４６円、住宅使用料２

６１万６,０３０円、合計は１,２９７万３,３７６

円であります。 

 繰越明許費分は、国庫分、総務管理費国庫補助金

等地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金の７,

０７６万１,０００円、道費分、商工費補助金の７

２５万円、町債分、総務の４８０万円、繰越明許費

の合計は、８,２８１万１,０００円であります。 

 国民健康保険特別会計は、一般分と退職分の保険

料が１,３０７万６,１５５円で、簡易水道事業特別

会計は、水道使用料が４万８,２８１円です。 

 公共下水道事業特別会計は、下水道使用料の２３

９万９,８６１円です。 

 介護保険料特別会計は、介護保険料の１３０万

３,６００円です。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計と後期高齢者医療

特別会計に、不納欠損及び収入未済はありません。 

 別冊、各会計歳入歳出決算書に係る附属調書の７

４ページから７９ページに各会計収納内訳、収入未

納調書、欠損処分調書を掲載していたしましたの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次に、Ｇ欄には、各会計の差し引き残額を記載し

ております。 

 実質収支額は、各会計決算書の冒頭にあります実

質収支に関する調書をごらんいただきたいと思いま

す。 

 一般会計には、翌年度へ繰り越すべき財源として

繰越明許費繰越額がありますので、その額を差し引

いたものが実質収支額となります。他の会計は、差

し引き残額と実質収支額は同額となっております。 

 この表に記載されております、丸括弧書きは平成

２５年度から平成２６年度へ、角括弧書きは平成２

６年度から平成２７年度への繰越明許費を内数で記

載しております。 

 次に、財産関係について御説明を申し上げます。 

 決算書の３９９ページ、財産に関する調書をごら
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んいただきたいと思います。 

 平成２６年度中における公有財産の移動について

御説明いたします。 

 １、公有財産。 

 （１）土地及び建物。 

 初めに、土地の移動を御説明いたします。 

括弧は行政財産、公共用財産の土地は東中中学校用

地を普通財産に移行した減、公営住宅東中団地用地

購入による増で、差し引き１万９,５０２.９９平米

の減となりました。 

 (イ)普通財産の土地は、行政財産からの東中中学

校用地をその他の施設用地に移行による増、教員住

宅をその他施設に所管がえをしたことによる減で、

差し引き１万９,８６１平米の増となりました。 

 次に、建物の移動を御説明いたします。 

 （ア）行政財産。公共用財産の建物（木造）は、

東中中学校物置の所管がえをしたことによる減。富

原運動公園テニスコート横トレイ建設による増で、

差し引き１３.６６平米の減となりました。非木造

は、上富良野小学校校舎解体、東中中学校校舎公道

の所管がえ、中央保育所を社会福祉法人わかば会へ

譲与による減、上富良野小学校校舎建設、泉町南団

地１号棟建設、防災資機材倉庫建設、防災用自家発

電設備建屋建設による増で、差し引きが７９１.２

７平米の増となりました。 

 （イ）普通財産の建物（木造）は教員住宅、教員

住宅物置の所管がえによる増で、差し引き２４.３

０平米の増となりました。非木造は、東中中学校校

舎公道の所管がえによる増で、差し引き２,１６６.

１３平米の増となりました。全体では、土地が３５

８.０１平米の増、建物が２,９６８.０４平米の増

となったところであります。 

 以上が公有財産の土地及び建物の移動内容であり

ます。 

 次に、４００ページ。 

 （２）の有価証券、（３）の出資による権利は、

前年度と同額で、増額はありません。 

 次に、４０１ページをごらんください。 

 ２、物品は、車両の保有状況を示しております。

乗用車２台、軽自動車１台の３台を更新しておりま

す。車両の保有台数は７５台で、増減はありませ

ん。 

 別冊、各会計主要政策の成果報告書の１３ペー

ジ、１４ページに公有財産の土地及び建物、物品、

車両について記載がされていますので、あわせて後

ほどごらんをいただきたいと思います。 

 ３、債権は、上富良野高等学校卒業者就学資金貸

付金、年度中の減少は１名分、２４万円の償還によ

るものであります。年度末現在高２４万円は、１名

分の償還金で、平成２７年度に終了予定となってお

ります。 

 次に、４０２ページ、４０３ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 ４、基金は、平成２６年度末に一般会計及び特別

会計、合わせて１４の基金と北海道備荒資金組合基

金を保有しております。 

 ４０３ページの表中の右下の合計欄の上段で、平

成２７年５月３１日現在額１４基金の合計額で、２

２億４,１９５万７,１０９円、下段の平成２７年３

月３１日現在額で、２１億７,９０６万９,５８６円

となっているところであります。 

 北海道備荒資金組合基金の平成２７年３月３１日

の現在額は、２億１,７９３万９,６２８円となって

おります。 

 以上が、財産に関する状況でございます。 

 これをもちまして、平成２６年度各会計歳入歳出

決算の認定についてに関する概要の御説明とさせて

いただきます。 

 具体的な主要施策の成果及び決算に係る調書は、

別冊、平成２６年度各会計主要施策の成果報告書、

各会計歳入歳出決算に係る附属調書に取りまとめて

掲載してございますので、審査の参考として御高覧

を願いたいと思います。 

 御審議を賜り、お認めくださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 審査に付された平

成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算及び関係

書類並びに平成２６年度各基金の運用状況につい

て、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第

５項の規定により、町長から審査に付された平成２

６年度上富良野町各会計歳入歳出決算書並びに同事

項別明細書、同実質収支に関する調書、財産に関す

る調書及び各基金の運用状況を示す書類について、

７月２９日から８月１８日までの実日数４日間、基

金については８月１８日１日間、関係法令に基づ

き、決算計数と会計管理者の所管する関係書類及び

関係課等から提出された資料との調査、照合、並び

に関係職員の説明を聴取するとともに、例月現金出

納検査、定期監査の結果等も参考にし、決算書式の

適否及び計数の成否を確かめ、かつ、予算執行状況

について審査を実施しました。 

 各会計歳入歳出決算は、ともに法令に準拠し、か

つ、前会計年度と同一の基準に従い継続して作成さ

れており、計数も関係書類と符合し正確で、予算執

行状況についても、おおむね適正であると認めまし
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た。 

 また、平成２６年度の基金運用状況調書、基金現

在高調書及び関係諸帳簿の計数は、各基金の支消

額、積立金利息の額、年度末及び出納閉鎖後の現在

額と符合し、適切に運用されていることが認められ

ました。 

 審査の詳細については、お手元に配付の意見書の

とおりであり、審査意見のみ御説明させていただき

ます。 

 自主財源の根幹をなす町税収入は、前年度と比較

して５１２万２,９７１円減少しています。また、

一般財源の主要である地方交付税は、前年度比６億

間４,１９８万円、２.１％の微減となっています。 

 一方で、公共事業等への投資を目的に、国庫支出

金は前年度比５,１９６万５,５８２円、３.９８％

増、これに伴い町債、前年度比６億３,９７０万

円、８１.６％増と、大きくふえています。 

 各基金の平成２７年５月３１日出納閉鎖後の現在

額は、総額２２億４,１９５万７,１０９円であり、

前年度同期に比べ、４億４,４３１万８４６円減少

していますが、これは上富良野小学校改築に伴う公

共施設整備基金の減が主な要因です。 

 また、財政指標は、実質公債費比率、起債制限比

率、公債費比率、公債費負担比率で改善が見られま

すが、依然として経常収支比率は８５.８％と標準

値８０％を超え、財政の硬直化が続いており、収支

均衡のとれた財政構造となるよう努力が求められま

す。 

 なお、実質公債費比率については、審査意見書提

出後、９月１０日に確定値が報告され、１４.３

％、前年度比１.６ポイント減少となったことを申

し添えます。 

 平成２６年度以降、国の景気対策等により公共事

業が増加し、決算規模も拡大してきていますが、地

方交付税も含めた国から地方への財源配分、調整方

法に大きな変動が考えられることから、総合戦略等

も含めた国や道の動向と、さらに景気の状況等を見

きわめながら、一層の適切、かつ、効果的な財政の

運営を努めていただきたいと思います。 

 未収金、不納欠損金は、前年度と比べ減少してお

り、収納対策等の努力が見受けられます。町税の未

収金解消に当たっては、町民全般に対し、税、税外

収入が本町の財政基盤の土台となるものであること

を十分に周知し、納税意欲の高揚を図りながら、税

の収納対策に取り組む必要があります。未収金が、

不納欠損金へ移行していく根源であることを認識

し、未収金、不納欠損金が今後とも減じていくよう

対策を図られるとともに、不納欠損処分については

法令に準拠するほか、処分の適切な時期を十分に勘

案して処理していただきたいと存じます。 

 なお、意見書に、前年度比較、過去５年間経過及

び各種データ等を記載しましたので、参考としてい

ただきたいと存じます。 

 以上で説明といたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

────────────────── 

◎決算特別委員会の設置について 

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっています議案第７号平成２６

年度上富良野町企業会計決算の認定について、議案

第８号平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算

の認定については、なお十分な審議を要すると思わ

れますので、この際、議長及び議員のうちから選任

された監査委員を除く１２名の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第

１項の検査権を委任の上、議会閉会中の継続審査と

することにいたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、１２名の委員をもって構成する

決算特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１

項の検査権を委任の上、議会閉会中の継続審査とす

ることに決しました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１号平成

２７年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成２７年度上富良野町一般会計

補正予算（第５号）について、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 １点目は、本年度の普通交付税が既設予算を上回

る額で確定したところであり、あわせて地方特例交

付金及び臨時財政対策債の発行額が確定したことに

より、それぞれ所要額の補正をお願いするものであ

ります。 

 ２点目は、町税についてですが、課税客体の確定

に伴い、個人町民税及び固定資産税について所要額

を補正するとともに、過年度町民法人税等の還付の

増に伴い、今後の対応に備え、一定額の計上をお願

いするものであります。 

 ３点目は、この夏に断続的に発生しました集中豪

雨により、町内各所の河川、道路及び排水路等にお
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いて、小規模な災害が発生したことに伴い、それら

の復旧費用について補正をお願いするものでありま

す。 

 ４点目は、前年度の自立支援給付費、さらには保

育所運営費に係る精算に伴い、国・道への返還及び

追加交付について、歳入歳出にそれぞれ所要額の補

正をお願いするものであります。 

 ５点目は、東中５地区で実施している道営経営企

業体基盤整備事業、島津第２地区道営農業利水施設

保全合理化事業及び東中幹線地区道営かんがい排水

事業の事業量の変動に伴い、それぞれ所要の事業費

の補正をお願いするものであります。 

 ６点目は、町内３名の中学生が１０月２３日から

横浜市で開催されますジュニアオリンピック陸上競

技大会への出場権を獲得したことから、当大会出場

に係る費用について補正をお願いするものでありま

す。 

 ７点目は、南部地区土砂流出対策事業についてで

すが、現在、実施されています平成２６年度国債工

事において、事業量等が確定したことから、事業の

最終年度となる平成２７年度の単歳工事の工法及び

数量等の変更により、歳入歳出にそれぞれ所要額の

補正をお願いするものであります。 

 以上、申し上げました内容を主な要素として、財

源調整を図った上で、財源余剰と見込まれる部分に

つきましては、今後の財政需要に備えるため、予備

費に留保することで補正予算を調整したところであ

ります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第１号平成２７年度上富良野町一般会計補正

予算（第５号）。 

 平成２７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９,４５２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８０億２,１７８万４,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税、１,４６０万円の減。 

 ９款地方特例交付金、１０８万９,０００円。 

 １０款地方交付税、６,２８５万円。 

 １４款国庫支出金、６８９万３,０００円。 

 １５款道支出金、１６３万３,０００円。 

 １７款寄附金、１３６万円。 

 ２１款町債、３,５３０万円。 

 歳入合計は、９,４５２万５,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費、６０４万４,０００円。 

 ３款民生費、５３４万９,０００円。 

 ４款衛生費、３９７万８,０００円。 

 ６款農林業費、１,３２３万６,０００円。 

 ７款商工費、１８万円。 

 ８款土木費、２,０９１万２,０００円。 

 ９款教育費、６１万５,０００円。 

 １０款公債費、１４３万２,０００円。 

 １２款予備費、４,２７７万９,０００円。 

 歳出合計は、９,４５２万５,０００円でありま

す。 

 ３ページをごらん願います。 

 第２表、地方債の補正でありますが、前段申し上

げました臨時財政対策債につきまして、発行額が確

定したことに伴います限度額の補正をするものであ

ります。 

 以上、議案第１号平成２７年度上富良野町一般会

計補正予算（第５号）の説明といたします。 

 御審議をいただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） １５ページの個人番号カー

ドの交付についてお聞きいたします。 

 個人番号カード、いわゆるマイナンバーは税制か

ら社会保障まで幅広く活用され、膨大な個人情報が

行政機関内の間で控えることになるということでご

ざいます。 

 国の管理システムというのは非常に堅固であると

言われておりますので、個人情報を狙うハッカー

は、中小の市町村を標的にするとの見方がございま

す。そこでセキュリティーについてお伺いしたいと

思っておるわけでございますけれども、セキュリ
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ティーの対策といたしまして、総務省はハッカーの

攻撃を防ぐため、マイナンバーを管理するシステム

からインターネット回線を切り離すよう全自治体に

要請したということで、多分、我が町もやっている

と、この間もたしかそういう答弁だったと思いま

す。 

 しかし、いろいろ問題点があるのではないかとい

うところで、ちょっとセキュリティーについてお伺

いしたいのですけれども、そのセキュリティー対策

の進捗状況というのですか、あるいはその内容、切

り離すだけなのか、またほかにもあるのか、内容に

ついてもあればお聞きしたいというふうに思ってお

ります。 

 また、セキュリティー対策というのは、非常に難

しいということ、先般、情報漏えいがございました

よね。年金機構ですか、それでメールを開いてし

まったというようなこともあるのですけれども、怪

しいメールを開かないとか、異常を見つけたら早く

対処をするというだけだと、対策としてそれだけし

かないというのは語っている自治体もあるそうでご

ざいますが、そこで何というのですか、こういった

不正行為と思われる事態が発生した場合、手順書と

いうものが、それぞれつくっているところがあると

いうことなのですけれども、我が町ではそうした怪

しいものを見かけた場合等、どうするのだというよ

うな手順書的なマニュアルの作成があるのかどう

か、まずそこをお聞きしたいというふうに思いま

す。 

 それと、住民の本当に膨大な数ですから、地方税

とか社会保障、生活保護なんかなのですけれども、

こういった各種情報がマイナンバーに結びつける作

業もあるということで、インターネットから切り離

すと情報を１回打ち出して、それを見て打ち出すよ

うになるような膨大な作業になるというふうに伺っ

ております。多分、そうなるだろうと思います。そ

ういったものを果たして臨時職員１名とか、４名

だったですか、正職員、そういった方々で対処でき

るのかどうか。実際に切り離すといっても、そう

いった関係部署同士で情報のやりとりというのは必

要になってくると思うのですね、国との情報のやり

とりもやらなければならない。本当にセキュリ

ティーというのは大丈夫なのか、町はセキュリ

ティーに対して不安はないのかどうか、正直に言っ

てほしいのですよね。後すぐ始まるのですね、セ

キュリティーに対しては万全で大丈夫だというのか

どうか、そこをしっかりとお聞きしたいなと。 

 あるいは、これも過去にもありましたけれども、

仕事が忙しくて。 

○議長（西村昭教君） 今村議員、もう少し具体的

に御質問いただきたいと思います。 

○５番（今村辰義君） わかりました。要するにＵ

ＳＢメモリーなどを不用意に持ち出す場合等、これ

は仕事の関係上でまじめな職員の可能性もあるので

すけれども、過去にもあちこちでありましたよね。

そういったメモリーカードを持ち出した場合の安全

管理教育というのですか、そういったものは我が町

では施されているのかどうか、こういった点につい

てちょっと確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村議員の御質問

にお答えいたします。 

 マイナンバーカードが、いよいよスタートするわ

けですけれども、特に新聞報道等でも国民の皆様か

ら、その情報管理についてのいろいろと心配事等に

ついては、私たちも目にしているところでありま

す。基本的なセキュリティー対策につきましては、

我が町につきましては、セキュリティーポリシーを

既に策定しておりますので、それに基づいて職員が

徹底をいただくことということは以前から、このマ

イナンバーカードがスタートする以前から、それは

ルール化になっていることであります。 

 それと、議員の発言にもありましたように、我が

町は総合行政システム自体が既にインターネット回

線とは別の回線で業務を行っておりますので、イン

ターネットを通じて直接情報が流れていくというよ

うなことは、基本的には想定はしていないところで

ありますけれども、現代のいろいろな通信機器等の

発達やハッカーの手口、つながっていないところに

は入ってこれないのは確実だと思いますけれども、

どのような形でハッカーの侵入があるのかというこ

とは、なかなかわからない部分もありますけれど

も、１００％万全かというふうに言われたときに、

１００％ですというふうに自信を持ってお答えでき

るということは、なかなか難しいというのは、そう

いうことだというふうに理解をお願いしたいと思い

ます。 

 それと、各それぞれの行政内部の間は、インター

ネット回線で業務を行っておるわけではございませ

んで、今言った別回線で業務を行っていますので、

そこに直接ということは基本的にもありませんし、

国とのやりとりもそちらのＬＧＷＡＮ回線、ローカ

ル・ガバメント・ワイド・エリアネットワークとい

う回線、インターネットとは別の回線で業務が行わ

れていますので、そちらのインターネット回線から

直接ということは、基本的にはないものというふう

に理解しておりますけれども、実際に業務をする中

では、今、今村議員もおっしゃったように、例えば

ＵＳＢメモリーでデータを持ち出して、例えば自分
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の家でちょっと残業といいますか、仕事をしようと

いうようなことは、基本的にＵＳＢメモリーでデー

タ持ち出すことは、先ほど言いましたセキュリ

ティーポリシーの中で、それはいけませんというこ

とにしてありますので、そういうことは職員がやっ

てはいけないルールになっております。 

 実際に、もし、そういうことが起きたときに、家

庭のインターネットにつながっているパソコンがウ

イルスに冒されているようなものがあって、そうい

うところからウイルスが入ってくるというようなこ

とは、１００％ないというふうに断定できるもので

はありませんので、そういうことも心配事の一つで

ありますし、実際に私たちが業務で使っているイン

ターネット回線とは別回線で総合行政ネットワーク

は動いていますけれども、それ以外にふだん私たち

が手元で利用しているパソコンについては、当然、

インターネットの回線とつながっているパソコンで

ありますので、そちらのほうにデータを入れ込ん

で、例えばエクセルで表をつくって業務をしたりす

ると、そこからウイルスが感染するというようなこ

とも、１００％ないわけではないということもあり

ますので、そういうことは今後のセキュリティー対

策の課題になるのかなということで、それらについ

てどのような方策がいいのか、または今、メール等

においても不審なメールをあけないことについて

は、随時グループウェアを通じて職員に周知してお

りますので、引き続きそういうことの徹底等を進め

ていかなければならないというふうに理解をしてお

ります。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ５番今村議員の御

質問にお答えしますが、先ほど総務課長のほうから

も前段セキュリティーの関係については御説明申し

上げましたが、今回の補正予算の概要で申し上げま

したとおり、今回、臨時職員１名につきましては、

総合窓口の４名に対し、１名については個人番

号カード交付に際しての業務ということで準備して

おります。 

 私ども個人番号の入力された住民の皆様の情報に

つきましては、基本的に職員が全て管理するという

ことで業務を命令したいというふうに考えておりま

すので、臨時職員が個人番号の交付に関する業務は

補助業務として従事させるように補正予算を計上し

ておりますけれども、実際の業務は今現在、職員の

正職の中で全てマイナンバーの準備をさせていただ

いているところでございますので、つけ加えて御説

明申し上げます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） １００％のものでないとい

う、非常に不安なのかなというようなところもある

のですね。この個人情報というのは、万が一漏れた

ら大変なことになると思うのですね、絶対漏らした

らいけないのですよ。絶対ですね。 

 それに、先ほどの総務課長のお話で確認したいの

は、持ち出す場合、メモリーを、それいけないよと

いうことを言っているという話でございますけれど

も、人間の信頼関係でやっておられるというような

イメージなのですけれども、罰則規定だとかそうい

うのはあるのかどうか。いけないよと言っているだ

けで、持ち出さないのか、どうしても仕事がでばっ

てきたら、まじめな人というのは、持って帰って自

分で仕事やってしまうのですよ。そのコンピュー

ターがインターネットとつながっていたら、大変な

ことになる可能性ありますよね。あるいは各部署関

係で、データのやりとりがあって、やりとりやった

先がつながっている可能性とかそういったものはな

いのか。 

 先ほど言ったように、国とのデータのやりとりも

ありますよね、そこからハッカーに侵入される可能

性はないのか、そこ確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村議員の再質問

にお答えいたします。 

 基本的に先ほど言いましたように、部署間のデー

タのやりとりはインターネット回線を通じておりま

せん。それと、国との業務のやりとりもインター

ネット回線を介しておりませんことから、インター

ネット回線とは、そこは完全に切り離されておりま

すことは、まず御理解をいただきたいと思います。 

 それと、ＵＳＢメモリー等で自宅に例えば持ち出

し業務をしたりすることについては、それは町のセ

キュリティーポリシーで、いけませんということに

してありますので、そのようなことは命令違反にな

る行為になります。そのようなことから、現実に行

われているかどうかということも確認の作業も必要

かもしれませんが、基本的に懲戒処分の規定の中

で、そういう情報機器のやりとりの不正な取り扱い

をした者については、懲戒処分の対象にしておりま

すので、そういうことがもし散見できれば、処分の

対象になるものというふうに理解をしています。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 
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 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第２号平成

２７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第２号平成２７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、退職者等医療給付費及び高

額療養費の支出増に伴い、療養給付費交付金の増額

を補正するものです。 

 歳出につきましては、退職療養給付費及び高額療

養費の支出増に伴い、保険給付費の増額補正をする

ものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第２号平成２７年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,４００万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１５億６,７０６万４,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款療養給付費交付金、１,４００万円。 

 歳入合計は、１,４００万円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費、１,４００万円。 

 歳出合計は、１,４００万円であります。 

 以上で、議案第２号平成２７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第３号平成

２７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成２７年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案の要旨を説明申し上げます。 

 歳入については、平成２６年度介護給付費負担金

の確定に伴います社保基金負担金の追加交付の補正

をするものであります。 

 歳出につきましては、平成２６年度介護給付費負

担金等の確定に伴います国庫及び道費負担金返還金

並びに平成２６年度地域支援事業費の確定に伴いま

す国庫・道費及び社保基金負担金返還金について、

所要の費用の補正をしようとするものであります。 

 なお、収支の差額については、予備費を充当しよ

うとするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第３号平成２７年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ



― 71 ― 

８０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ９億７１１万４,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款支払基金交付金、８０万円。 

 歳入合計は、８０万円であります。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金、５５２万６,０００円。 

 ７款予備費、４７２万６,０００円の減。 

 歳出合計は、８０万円であります。 

 以上で、議案第３号平成２７年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第２号）の説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第４号平成

２７度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第４号平成２７年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、寄附採納による補正でございます。寄

附採納１件、５万円をサービス事業費の備品購入

費、介護用ベッド２台に充当し、一般財源からその

他財源の組み替えをするものであります。 

 ２点目は、その他財源へ充当したことにより生じ

た一般財源５万円を予備費に計上いたしまして、ラ

ベンダーハイツ事業における利用者のサービス利用

状況等に対処し、今後の施設運営に支障が生じない

よう不測の事態に備えようとするものでございま

す。 

 なお、今後におきまして、事業の収支状況を見き

わめながら、基金への積み立て等も検討してまいり

たいと考えております。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第４号平成２７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億９,３９５万９,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金、５万円。 

 歳入補正額の合計は、同額の５万円でございま

す。 

 ２、歳出。 

 ５款予備費、５万円。 

 歳出補正額の合計は、同額の５万円でございま

す。 

 これをもちまして、議案第４号平成２７年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

２号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 
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 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第５号平

成２７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第５号平成２７年度上富良野町病

院事業会計補正予算（第２号）につきまして、初め

に提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、町立病院へ１名

の方から３万円の御寄附を賜りましたので、寄附者

の御主意に沿いまして、備品の購入費用として予算

措置するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第５号平成２７年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 総則。 

 第１条、平成２７年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、平成２７年度上富良野町病院事業会計予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 以下、補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入、補正予定額３万円。 

 第１項出資金、３万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、３万円。 

 第２項建設改良費、３万円。 

 以上で、議案第５号平成２７年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第２号）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第９号上

富良野町子どもセンター条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第９号上富良野町子どもセンター条

例の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 １点目は、児童福祉法の改正に伴い、条例に引用

されている条項の改正をするものであります。 

 ２点目は、子ども・子育て支援法に基づく利用者

支援事業を子どもセンター事業として追加するもの

であります。 

 ３点目は、障害児通所支援事業及び障害児相談支

援事業の指定事業所の設置根拠を明記するものであ

ります。 

 ４点目は、事業の一部委託について、既に事業の

一部を委託している実態があることから、根拠を明

記するものであります。 

 なお、本条例は、平成２７年１０月１日から施行

しようとするものであります。 

 以上で、議案第９号上富良野町子どもセンター条

例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１０号 
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○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１０号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 ことし１０月から、社会保障税番号制度、マイナ

ンバー制度の開始により、住民基本台帳に登録され

ている全住民に通知カードが郵送され、個人番

号カードを申請した住民には、平成２８年１月から

個人番号カードが交付されるところであります。

各カードの初回交付は無料でありますが、再交付に

ついては所要の手数料が必要なことから、手数料条

例の改正を行うものであります。 

 また、マイナンバー制度の開始により、住民基本

台帳カードの交付が平成２７年１２月３１日をもっ

て廃止されることから、あわせて改正を行うもので

あります。 

 また、このたびの制度開始により、住民基本台帳

システムの改修にあわせて、住民票交付様式を追加

することで、住民サービスの向上を図るものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１０号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、その主な改正点のみの説明とさせていただ

きますので、御了承願いたいと思います。 

 １点目は、マイナンバー制度の開始に基づき、住

民基本台帳システムを改修したことにより、住民票

及び戸籍の附票等の写しの交付又は証明書の交付に

関する手数料、現行、個人票、１枚につき２００円

に、世帯票、１件、４００円を追加するものです。 

 ２点目は、通知カード及び個人番号カードの交付

により、これまで発行していました住民基本台

帳カードの交付については、平成２７年１２月３１

日をもって廃止されることから、住民基本台帳カー

ド交付に係る手数料、１件につき５００円を個人番

号カードの交付に関する手数料、１件につき８００

円に改正するものです。 

 なお、住民が負担する個人番号カードの交付手数

料は、地方公共団体情報システム機構が定める電子

証明書手数料２００円を町が徴収し支払うため、

１,０００円となるものでございます。 

 ３点目は、通知カードの再交付に関する手数料、

１件につき５００円を新たに定めるものです。 

 なお、この条例は、平成２７年１０月１日から施

行するものとし、附則第４項及び別表第２２項の改

正規定は、平成２８年１月１日から施行するもので

あります。 

 以上で、議案第１０号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点かお伺いいたしま

す。 

 住民登録されている方に、基本的には通知カード

が行くという形になっておりますが、外国人登録さ

れている方にも行くという形になるのか、確認いた

します。 

 この個人番号カードを申請して、紛失した場合、

このときの対応というのはどのようにすればいいの

か。当然、窓口に来て、「紛失しました」というこ

との手続が必要かというふうに思います。その場

合、本人の確認される証明書等が、当然、必要かと

いうふうに思いますが、どういうものを持っていっ

て再交付手続をすればいいのか、この点お伺いして

おきたいというふうに思います。 

 三つ目に、通知カードは来たけれども、本人はそ

れに基づいて申請通知カード、個人番号を申請しな

いとなった場合には、それはそれでいいのか。いつ

までその状況が、時間が、状況があるのか、期限が

結局、定められるのかどうなのか、お伺いしておき

たいと思います。 

 再交付の場合は、当然、手数料として１,０００

円かかるという形になりますが、この点確認してお

きたいというふうに思います。 

 また、通知カードが来たけれども、どのように手

続をしていいかわからないというような状況も想定

されるかというふうに思いますが、そういう場合

は、恐らくそのままになってしまうような可能性も

あるのではないかなというふうに思いますが、当

然、その義務としてつくらなければならない、ある

いは猶予期間等があるのかというふうに思います

が、そことの関係はどのようになるのか、確認して

おきたいというふうに思います。 

 とりあえず、その点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の
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御質問にお答えします。 

 まず、１点目の通知カードは、外国人登録者につ

いても到着するのかという御質問については、１０

月現在で住民基本台帳に登録されている方は、全員

に通知をされるというふうにお伺いしております。 

 なお、私どものほうでも外国人の方については、

日本文では全く御理解できませんので、外国人登録

されている方には、外国語で案内文が届くというこ

とでお伺いしているところでございます。 

 次に、２点目の紛失した場合の手続についてでご

ざいますが、紛失した場合については、議員おっ

しゃるとおり、私ども住民基本台帳登録している窓

口のほうにお越しいただきまして、手続をしていた

だくようになります。通知カードであれば、通

知カードの再交付申請、個人番号は個人番号の再交

付申請ということになります。 

 通知カードにつきましても、本人の確認が必要と

なりますので、今現在お持ちの身分証明書となるも

のとして、保険証または介護保険証、運転免許証、

あと就労をしている方であれば、それぞれの保険証

等が多分、本人の証明となるかと思いますが、その

ときには必ず２点以上の証明を確認するようになり

ますので、それについて対応したいと思っておりま

す。 

 また、今、まだ交付はこれからでございますの

で、再交付については、町の広報並びに各住民説明

会において、そのようなことが生じたときには、速

やかに窓口のほうにお電話並びに家族の方、または

委任状を受けた方が問い合わせしていただけるよう

に、住民のほうには説明していきたいと考えており

ます。 

 ３点目の通知カードは来たけれども、個人番

号カードは申請をしないという方につきましては、

これについても可能でございます。通知カードをお

持ちいただければ、全ての方が全員強制的に個人番

号カードを申請しなければならない義務ではござい

ません。ただし、今後、私どもも住民説明会で今、

回っておりますが、これまでですと、通知カードで

すと通知カードともう１点、実は自分の身分を証明

するものが必要となることから、個人番号カードで

すと、顔写真もついた本人を証明する１点確認で終

了することから、高齢者の方並びに住民の皆様に

は、この個人番号カードをぜひお持ちになって１点

確認の上で、今後の手続について対応していただけ

ることが、大変有効な策かということで、私どもは

今伝えているところでございます。 

 なお、通知カードについては、通知カードとそれ

ともう１点、保険証並びに個人の証明できるような

ものがあれば、それでも十分これからの手続につい

ても可能ということで聞いておりますので、強制す

るものではございません。 

 また、期限については、私どもが今聞いているも

のにつきましては、２７年度、２８年度については

国の予算で、これは無料ということで措置をしてい

るというふうにいただいております。ただし、２９

年以降もそれが無償かどうか、あと有効期限を、申

請期限を設けるのかは、まだ確認はとれておりませ

んので、これにつきましてもはっきりしましたら、

住民の皆様にもお知らせしていきたいと思っており

ますが、私どもが今考えているのは、２７年度の１

０月または１月からの個人番号カードの交付、あと

２８年度に向けてぜひ多くの皆様に制度の趣旨、普

及について周知していきたいと考えております。 

 最後、申請手続についてわからない方、これは多

くの皆様のところに今回っているところ、特に高齢

者の方は来た書類が何を書いてあるのかもわからな

いということも、実は言われております。そういう

ときは、私ども窓口のほうでの担当者のほうでも、

申請する手続についても補助をするということで、

今、回させていただいております。 

 また、地区でお集まりいただけることであれば、

そこに職員が赴いて、そこで申請の手続を説明しな

がら、そこで皆さん、個人情報などもありますけれ

ども、そこで皆さんが書き方を勉強するというよう

な手法も考えていきたいというふうに、今、説明さ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 流れとしてはわかりまし

て、それと安全対策ということで、いわゆる座席の

工夫だとか、いわゆる鍵等の保管等、あるいは書類

等の保管等が、一定管理者によって管理されなけれ

ばならないというふうに規定されているかというふ

うに思います。そういうものも含めてマニュアルの

中に、規定はされているかというふうに思います

が、もう一度確認いたしますが、こういったものの

管理の責任者というのは直接担当課長になるのか、

そこの受け付けのリーダー格が担当するのか、その

点についてどういうような扱いになるのか、お伺い

したいというふうに思います。 

 二つ目には、例えば、後ろから見られないように

するための条件を加えられていると思います。心な

い人が、後ろからちょっとのぞいてみようという方

もいるかもしれませんと。そういう方はいないと思

いますが、そういう場合の対策というのを事前に、

あらかじめ想定したチェック態勢等が盛り込まれて

いるかというふうに思いますが、これらの点につい

てお伺いしたいと思います。 
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○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

御質問にお答えします。 

 まず１点目の安全対策につきましては、今現在も

総合行政システムは私ども町民生活課、主に全ての

窓口で使用させていただいていますが、それについ

ての安全対策については、責任者は私、町民生活課

長が責任を持って対応したいというふうに考えてお

ります。 

 なお、職員につきましてもその対応については万

全を期すように、先ほど総務課長のほうからもあり

ましたように、私どもは個人情報を扱う業務は、こ

れは公務でございますので、それについては今後さ

らなる注意徹底を図りながら周知していきたいと考

えております。 

 あと、２点目の手続において、ほかの方からの情

報漏えいが見られないような形の対応ということで

の御質問ですので、それにつきましても今後、個人

番号カードの交付申請並びに交付につきましては、

場所の配置についても十分考慮し、お客様のほうに

不審を抱かせないように、場所についてもきちっと

対応して設置していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１１号

上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ただいま上程され

ました議案第１１号上富良野町社会教育総合セン

ター条例の一部を改正する条例について、提案要旨

を御説明申し上げます。 

 現在、町の体育館の個人利用は、１回券と回数券

の２種類ですが、このたび新たに３カ月券と１２カ

月券を設けるものであります。 

 これによりまして、１階アリーナで各種スポーツ

のほか、２階でジョギングコースやトレーニング室

の利用など、体育館における利用の促進を図り、屋

内における継続した運動と健康の環境づくりを目指

すものであります。特に、冬場におきましては、寒

さや雪による路面の凍結など、屋外での歩行運動な

どが難しくなるため、安全な利用につながるものと

考えております。 

 以下、議案につきまして概要説明により提案理由

の説明といたします。 

 上富良野町社会教育総合センター条例(昭和６２

年上富良野町条例第１７号)の一部を次のように改

正するものであります。 

 別表の改正でありますが、個人使用の欄に新たに

大人３カ月券３,０００円と、１２カ月券９,０００

円を加える内容のものであります。 

 あわせまして、同表備考関係の改正であります

が、備考３の冬期の使用料３割増しについては、た

だし書き規定によりまして、３カ月券及び２カ月券

については適用しないとするものであります。 

 備考１２においては回数券と同様に、新たな３カ

月券と１２カ月券は、圏域住民に限るものでありま

す。 

 附則でありますが、周知期間を設けるため、平成

２７年１１月１日から施行するものであります。 

 以上御審議いただき、議決いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点かお伺いいたします

が、６カ月券というのはないのかということです。 

 それと、当面はこの利用人数等はどのぐらい見込

まれるのか、収入として見込まれるのか、この点。 

 それと圏域ということでありますから、５市町村

の人であれば、上富良野町のこの施設も利用できる

ということでよろしいですね、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 今、１１番米沢議

員からの御質問、まず６カ月券の関係でございま

す。 

 内部でもいろいろ議論はしましたが、結果的に

３カ月券と１２カ月券ということで、今回上程をさ

せていただきました。参考としましては、現行、か

みんの利用のところは温浴施設等含めてあります

が、そこは３カ月券、１２カ月券ということから、

これらも参考にした中で今回この改正というか、新

たな規定を設けたわけでございます。 
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 なお、見込みについては、以前にこれについても

どれぐらいあるのかということも含めて、内部でい

ろいろ意見交換したり、できましたら利用されてい

る方にこのあたり、できた場合、利用のほうにつな

がりますかと、その辺、意見聞き取りもできればと

いうようなことも考えましたが、今、現に回数券を

御利用いただいている方が、年間約１１０枚、月に

いたしますと一番多い月で約１８枚、こんなような

ことから実人員でいくと、大体２０名弱の方が回数

券を御利用いただいていると。そのような方が今回

３カ月券、できれば１２カ月券、１年を通しての利

用になっていただければといいと思っております。 

 それとあわせまして、新たに、このたび健康増進

体力づくりで、そちらの３カ月券なり１２カ月券に

向いていただければと、そんなようなことから、多

くても１００名、２００名ということは期待してお

りませんが、回数券の人数分ぐらいはそちらのほう

に移行していただければと、そのような期待を持っ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１２号から 

◎日程第１６ 議案第１４号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１２号

北海道市町村総合事務組合規約の変更について、日

程第１５ 議案第１３号北海道市町村職員退職手当

組合規約の変更について、日程第１６ 議案第１４

号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更についてを一括して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま一括上程いた

だきました議案第１２号北海道市町村総合事務組合

規約の変更について、議案第１３号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について及び議案第１４

号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について、地方自治法の規定に基づき、議会の議

決をお願いするものであります。 

 それでは、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 このたび当該３組合を構成する地方公共団体にお

いて、解散や設立に伴う脱退及び加入があることか

ら、それぞれの規約の変更をお願いするものであり

ます。 

 平成２６年度末をもって、道央地区環境衛生組合

及び南渡島青少年指導センター組合が解散し、また

平成２７年度末をもって東十勝消防事務組合、北十

勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消防事

務組合が解散することから、それぞれの組合規約に

おいて構成団体から削除するとともに、新たに、と

かち広域消防事務組合が設立したことから、それぞ

れの組合規約の構成団体に追加するよう変更する者

であります。 

 あわせて北海道市町村総合事務組合規約において

は、このたび解散する十勝地区の四つの消防事務の

組合と池北三町行政事務組合において、消防団員に

関する事務をそれぞれの団体が構成する市町村に継

承することとなったことから、所要の変更を行うも

のであります。 

 さらに、北海道市町村職員退職手当組合規約にお

いては、組合規約を従来の縦書きから左横書きへ、

また、北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規

約においては、目的条文の文言整備についてもあわ

せて変更をお願いするものであります。 

 以上で、議案第１２号北海道市町村総合事務組合

規約の変更について、議案第１３号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について及び議案第１４

号北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更についての説明といたします。 

 御審議をいただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、議案第１２号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号北海道市町

村総合事務組合規約の変更についてを採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更についてを採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１４号北海道町村

議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 議案第１５号

財産の取得について(上富良野小学校教育用コン

ピュータ購入)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ただいま上程され

ました議案第１５号財産の取得について、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 このたび平成２０年度に、上富良野小学校に設置

しております教育用コンピュータが購入から７年が

経過するとともに、基本ソフトのサポート期限が終

了しているため、機器を更新し、情報管理に万全を

期すため、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付

金事業により、パソコン機器６１台とプリンター２

台を更新するものであります。 

 この入札に当たりましては、町内業者を含む５社

を指名し、９月２４日に入札を行った結果、株式会

社コンピューター・ビジネスが７９７万円で落札

し、消費税を加え本議案の８６０万７,６００円の

金額となったところであります。 

 参考までに二番札は、株式会社イワサの７９８万

円であります。 

 以下、議案を朗読しまして提案理由の説明といた

します。 

 議案第１５号財産の取得について。 

 上富良野小学校教育用コンピュータを次により取

得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的、上富良野小学校教育用コン

ピュータ。２、取得の方法、指名競争入札による。

３、取得の金額、８６０万７,６００円。４、取得

の相手方、旭川市緑が丘東１条４丁目２番１４号。

株式会社コンピューター・ビジネス、代表取締役社

長、村山篤史。納期、平成２８年１月２９日。 

 以上御審議いただき、議決いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 今回、入れかえをしたパソ

コンのＯＳは何を使われましたでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ６番金子議員のた

だいま御質問のＯＳの関係でありますが、今回につ

いてはマイクロソフト社のウインドウズ８.１とい

うことで運用ソフトを予定しております。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） このＯＳ８.１使って、保

守期間というのは、一番最新のやつと比べて、そん

なにも変わらないのですか。ハードの保守とそれか

らＯＳの保守を照らし合わせても、問題はないとい

うことで判断してよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ６番金子議員のサ

ポート期限の関係でございますが、現在使っていた

だのはＸＰということで、もう期限が切れました。

新しい８.１のサポート期限については、明確にま

だ決められておりません。今、現に次のバージョン

アップとか、そういうところ予定されていることか

ら、それらの更新というか、新しいのが出た時期を

見きわめて、業者でもサポート期限を設定するもの

かと思っております。 

 以上ということで、現時点でサポート期限の明確

な期日というのはございません。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 保守点検では７年という

形で、古くなったという形で更新されるということ

なのですが、基本的にはこれも７年が耐用年数とい

う形になっているのかお伺いいたします。 

 もう１点は、メーカーについては、どこの
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メーカーを採用したのかということ。それと、主な

授業に活用されるものがあるかと思いますけれど

も、どういった授業に対してこういうものが学校現

場で活用されているのか、その点と、指導する側の

先生等の当然力量等もあって、そこら辺も上富良野

町の場合は実態としてはどういうふうになっている

のか、あわせてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢議員の

何点かの質問かと思います。 

 基本的にまず年数の関係、今回７年ということで

更新するわけですが、一般的にパソコン機器の耐用

年数、国で定めているものについては５年でありま

す。今回、学校の関係については、上富良野小学校

の建てかえ後ということで７年の部分ありますし、

中学校の部分も今後予定されているということで、

年数においては今言った５年を超える部分で、適宜

その状況において判断をしてございます。 

 あと、メーカーについてはＮＥＣということで、

特にＮＥＣを機種を選定したわけでありませんが、

標準モデルのスペックの中で、今回落札したのがＮ

ＥＣということでございます。 

 あと、授業との関係でありますが、現在、パソコ

ン教室においては上富良野小学校、週にそれぞれ２

年生から６年生に授業時数がパソコン教室を使って

授業をやる、時数が割り当てられております。そん

なようなことで、２年生であれば２時間、一番高学

年であれば、６年生であれば１１時間ということ

で、それぞれ１週間に１回から６年生になると５回

から６回という授業時数で、パソコン教室について

は週の１時間から６時間目が、ほぼ満杯で利用がさ

れているということでございます。 

 あと、学習活動の中では、国語であれば文章作成

のワープロ活用であったり、漢字のドリル的なも

の、また社会、理科であればインターネットで調べ

物学習、こういったものが主な活用範囲でありま

す。 

 あと、先生方の活用の部分でありますが、簡単な

ワード、エクセルであれば一般の方でもできます

が、高度なものになると、職員の研修等も当然必要

かと思います。小学校の使う部分については、そう

高度なものはないということで、一般的な部分の研

修で十分かと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を３時２０分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時５０分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 議案第１６号

教育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程いただきまし

た議案第１６号教育委員会委員任命につきまして、

提案の理由を御説明させていただきます。 

 現在、教育委員２期目を務めていただいておりま

す三熊邦彦氏が、この９月末をもって任期満了を迎

えるところでありますが、人格、識見ともにすぐれ

た方でありますことから、これまでの御経験をさら

に本町の教育行政に生かしていただきたく、引き続

き同氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意を

お願いするものであります。 

 以下、議案を朗読して御説明とさせていただきま

す。 

 議案第１６号教育委員会委員の任命について。 

 上富良野町教育委員会委員に次の者を任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■。氏名、三熊邦

彦。■■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でございます。御審議を賜りまして、御同意

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、先例により質疑、討論を省略し、直ちに

採決をいたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております教育委員会委員の

任命について、これに同意することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり同意することに決

しました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 選挙１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 選挙第１号選

挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１８２

条第１項の規定により、指名推選により行いたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決

しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指名す

ることといたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 まず、選挙管理委員には、志賀和江さん、高橋美

和子さん、北川正君、原一志君。補充員には、中澤

恵久子さん、奥田哲也君、添田ありささん、四釜啓

美さんを指名したいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を、選

挙管理委員及び補充員の当選人と決することに御異

議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました選挙管理委員

に、志賀和江さん、高橋美和子さん、北川正君、原

一志君。補充員には、中澤恵久子さん、奥田哲也

君、添田ありささん、四釜啓美さんが、それぞれ当

選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りします。 

 補充の順序につきましては、ただいま議長が指名

した順序にしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、補充の順序は、ただいま議長が指名した

順序に決しました。 

 以上、当選人には、会議規則第３３条第２項の規

定による告知をいたします。 

────────────────── 

◎日程第２０ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２０ 発議案第１号

上富良野町議会会議規則の一部を改正する規則を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第１号上富良野町議会会議規則の一部を改

正する規則につきまして、提案の要旨を申し上げま

す。 

 議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、

社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け出

について、新たに規定をするものでございます。 

 以下、内容を朗読いたしまして説明といたしま

す。 

 発議案第１号上富良野町議会会議規則の一部を改

正する規則。 

 上記の議案を別紙のとおり、上富良野町議会会議

規則第１４条第２項の規定により提出いたします。 

 平成２７年９月２８日、上富良野町議会議長、西

村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆、同じく

佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

 上富良野町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 上富良野町議会会議規則(昭和６２年議会規則第

１号)の一部を次のとおり改正する。 

 第２条に、次の１項を加える。 

 ２、議員が出産のため出席できないときは、日数

を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出すること

ができる。 

 附則。この規則は、公布の日から施行する。 

 以上をもちまして、発議案第１号上富良野町議会

会議規則の一部を改正する規則の説明といたしま

す。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） なければ、質疑、討論を終

了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２１ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第２１ 発議案第２号

上富良野町議会傍聴規則の一部を改正する規則を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第２号上富良野町議会傍聴規則の一部を改

正する規則の提案の要旨を申し上げます。 

 議会の傍聴席に持ち込むことを禁止しているもの

に関して、社会情勢などを勘案し、つえについては

削除をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 発議案第２号上富良野町議会傍聴規則の一部を改

正する規則。 

 上記の議案を別紙のとおり、上富良野町議会会議

規則第１４条第２項の規定により提出いたします。 

 平成２７年９月２８日、上富良野町議会議長、西

村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆、同じく

佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

 上富良野町議会傍聴規則の一部を改正する規則。 

 上富良野町議会傍聴規則(昭和６２年議会規則第

２号)の一部を次のとおり改正する。 

 第７条第１項第１号中「、つえ」を削る。 

 附則。この規則は、公布の日から施行いたしま

す。 

 以上で、発議案第２号上富良野町議会傍聴規則の

一部を改正する規則の説明といたします。 

 原案をお認めいただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑、討論を終

了いたします。 

 これより、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２２ 発議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第２２ 発議案第３号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第３号議員派遣について、議案の朗読を

もって内容の説明といたします。 

 発議案第３号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 平成２７年９月２８日提出、上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆、同じく

佐川典子。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 (１)目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (２)派遣場所、上富良野町。 

 (３)期間、平成２７年１０月５日、１日間。 

 (４)派遣議員、全議員。 

 ２、上川町村議会議長会主催の議員研修会。 

 (１)目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (２)派遣場所、当麻町。 

 (３)期間、平成２７年１０月２７日、１日間。 

 (４)派遣議員、全議員。 

 以上をもちまして、発議案第３号議員派遣につい

ての説明といたします。 

 御審議賜りまして、原案をお認めいただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 
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 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２３ 発議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第２３ 発議案第４号

町内行政調査実施に関する決議についてを議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいま上程されました発

議案第４号町内行政調査実施に関する決議につい

て、朗読をもって説明とさせていただきます。 

 町内行政調査実施に関する決議について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 平成２７年９月２８日提出、上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 町内行政調査実施に関する決議について。 

 本議会は、次により町内公共施設等の状況を調査

する。 

 記。 

 １、実施の期日、議決の日以降において、１日以

内とする。 

 ２、実施の目的、町内の公共施設及び財政援助を

行った施設の現況を視察し、今後の議会活動に資す

るため。 

 ３、調査事項及び方法。 

 (１)町内の公共施設及び財政援助を行った施設の

現況を視察する。 

 (２)全議員による合同調査とし、特に意見を付す

ものについては、各常任委員会の所管事務調査とし

て、それぞれ行うものとする。 

 (３)本件は、議会閉会中において調査を行うもの

とする。 

 以上であります。御審議いただき、お認めいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２４ 発議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第２４ 発議案第５号

議会懇談会実施に関する決議についてを議題といた

します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程されました発

議案第５号議会懇談会実施に関する決議について、

議案の朗読をもって内容の説明といたします。 

 発議案第５号議会懇談会実施に関する決議につい

て。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 平成２７年９月２８日提出、上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆、同じく

佐川典子。 

 議会懇談会実施に関する決議について。 

 本議会は、次により議会懇談会を実施する。 

 記。 

 １、実施の期日、議決の日以降において、１日以

内とする。 

 ２、実施の目的、議会の監視機能や政策提言活動

などの議会活動を町民と直接意見交換するため。 

 ３、実施方法。 

 (１)町内の公共施設で開催する。 

 (２)全議員による懇談会とする。 

 (３)本件は、議会閉会中において開催するものと

する。 

 以上、発議案第５号議会懇談会実施に関する決議

についての説明といたします。 

 御審議賜りまして、原案をお認めいただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第５号を採決いた



― 82 ― 

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２５ 発議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第２５ 発議案第６号

総合戦略特別検討委員会設置に関する決議について

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第６号総合戦略特別検討委員会設置に関す

る決議につきまして、議案の朗読をもって内容の説

明といたします。 

 発議案第６号総合戦略特別検討委員会設置に関す

る決議。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 平成２７年９月２８日提出、上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆、同じく

佐川典子。 

 総合戦略特別検討委員会設置に関する決議。 

 次のとおり、総合戦略特別検討委員会を設置する

ものとする。 

 記。 

 １、名称、総合戦略特別検討委員会。 

 ２、設置の根拠、地方自治法第１０９条及び委員

会条例第５条。 

 ３、目的、上富良野町人口ビジョン及び上富良野

町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に関する意

見集約を目的とする。 

 ４、委員の定数、１３人。 

 ５、設置期間、本委員会は意見書の提出まで継続

し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 

 以上で、発議案第６号総合戦略特別検討委員会設

置に関する決議の説明といたします。 

 御審議賜りまして、原案お認めいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２６ 発議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第２６ 発議案第７号

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいま上程されました発

議案第７号林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見について、提案理由を

朗読をもって説明とさせていただきます。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２７年９月２８日提出、上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書。 

 本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹

産業として発展し、雇用の確保、地域経済の活性化

などに大きく寄与してきた。 

 しかし、山村では、人口の減少と高齢化が急速に

進みつつあり、近い将来、集落はもとより、自治体

の存続が危ぶまれる事態をも想定されている。 

 一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている

中で、二酸化炭素を吸収・固定する森林・木材に対

し、大きな関心と期待が寄せられているが、我が国

においては化石燃料への依存が高く、森林や木材が

果たす役割は、これまで以上に重要となっている。 

 このような中、道では、森林の公益的機能の維持

増進や森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備

事業及び治山事業や森林整備加速化・林業再生対策

等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害防

止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組み

を支援してきたところである。 

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、

こうした取り組みをさらに加速させ、地域の特性に

応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、
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森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産

業化を実現するための施策の充実・強化を図ること

が必要である。 

 よって、国においては、次の事項を実現するよう

強く要望する。 

 記。 

 １、京都議定書第二約束期間における森林吸収量

の国際的な算入上限値３.５％分を最大限確保する

ため、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林

吸収源対策を位置づけるなど、森林整備や木材利用

のための安定的な財源を確保すること。 

 ２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・

木材産業の振興と山村における雇用安定化を図るた

め、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財

源を十分かつ安定的に確保すること。 

 ３、川上から川下に至る総合的な対策を地域の実

情に合わせて柔軟に展開するため、「森林整備加速

化・林業再生対策」を恒久化し、財源を確保をする

こと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復

興大臣。 

 以上であります。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２７ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（西村昭教君） 日程第２７ 閉会中の継続

調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の申出書の事件について、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、平成２７年第３回上富良野町議会定例

会を閉会といたします。 

午後 ３時４７分 閉会 
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